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じ
め
に

0
ず
い
き
祭
り
と
祭
祀
組
織

②
御
上
神
社
の
春
祭
り

ま
と
め

［論
文
要
旨
］

　
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
三
上
に
所
在
す
る
御
上
神
社
の
「
ず
い
き
祭
り
」
は
、
肥
後
和
男
氏
の
「
近

江

に
お
け
る
宮
座
の
研
究
」
以
来
、
典
型
的
な
宮
座
の
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
は
「
ず
い
き
祭
り
」
が
、
「
長
之
屋
」
・
「
東
座
」
・
「
西
座
」
と
い
う
三
つ
の
宮
座
に
よ
っ
て
行

わ

れ
、
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
座
に
「
公
文
」
と
称
す
る
代
表
者
が
存
在
し
、
そ
の
構
成
は
三
上
内

の
五

つ
の
集
落
（
東
林
寺
・
山
出
・
前
田
・
大
中
小
路
・
小
中
小
路
）
と
明
確
な
関
係
を
持
た
な
い

横
断
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
御
上
神
社
に
は
、
こ
の
「
ず
い
き
祭
り
」

と
並
ん
で
重
要
な
祭
り
と
し
て
「
春
祭
り
」
が
あ
る
。
現
在
で
は
大
き
く
姿
を
変
え
て
い
る
も
の
の
、

「
春
祭
り
」
は
宮
座
が
全
く
登
場
し
な
い
。
「
春
祭
り
」
は
神
主
・
駆
女
・
社
家
・
侍
分
・
雄
物
等
の

家
単
位
で
特
定
の
祭
祀
上
の
職
掌
を
持
っ
た
も
の
と
、
三
上
内
の
五
つ
の
集
落
を
順
に
ま
わ
す
「
渡

し
番
」
の
制
度
に
よ
っ
て
近
世
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
「
ず
い
き
祭
り
」
の

宮
座
も
中
世
後
期
来
の
史
料
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
御
上
神
社
で
は
少
な
く
と
も
近
世
を
通
じ
て
こ

の

よ
う
な
二
重
の
祭
祀
組
織
が
併
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
祭
祀
組
織
の
併
存
を

次

の

よ
う
に
解
釈
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
「
ず
い
き
祭
り
」
は
御
上
神
社
の
若
宮
社
の
「
神
事
」
（
ジ
ン
ジ
）
で
あ
り
、
中
世
後

期
に
古
代
以
来
の
権
威
を
主
張
す
る
神
主
家
と
社
家
層
と
経
済
的
に
上
昇
し
て
き
つ
つ
あ
っ
た
名
主

層
の
対
立
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
隷
属
す
る
者
を
取
り
込
ん
だ
形
で
座
を
作
り
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
に
頭

人

役
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
の
場
に
お
け
る
一
種
の
平
等
性
を
持
た
せ
て
緩
和
す
る
い
う

意
義
を
持
っ
て
い
た
。
一
方
の
春
祭
り
は
、
司
祭
者
的
役
割
を
特
定
の
家
の
職
掌
と
し
し
つ
つ
も
、

「
渡
し
番
」
の
制
度
に
よ
っ
て
集
落
単
位
で
も
渡
御
列
に
お
け
る
↓
部
の
役
を
務
め
る
と
い
う
二
重

の
構
造

を
有
し
て
お
り
、
御
上
神
社
と
い
う
五
つ
の
集
落
の
共
通
の
氏
神
の
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て

き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
祭
り
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
中
世
来
の
神
主

家
や
社
家
で
あ
り
、
一
方
で
地
主
神
で
あ
る
若
宮
神
社
の
祭
祀
（
ず
い
き
祭
り
）
を
宮
座
の
祭
祀
と

し
て
、
一
方
の
春
祭
り
は
家
筋
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
一
定
の
役
以
外
を
各
集
落
単
位
で
輪
番
に
務

め

る
と
い
う
、
極
め
て
巧
妙
な
体
制
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
導
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ず
い

き
祭
り
は
も
と
も
と
「
神
事
」
（
ジ
ン
ジ
）
で
あ
り
、
一
方
の
春
祭
り
は
氏
神
の
祭
礼
で
あ
る
「
例
祭
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　
近
江
湖
南
に
聾
え
る
三
上
山
は
、
近
江
富
士
と
し
て
古
来
そ
の
優
美
な
姿
で
有
名

で

あ
る
。
そ
の
麓
に
御
上
神
社
が
位
置
し
て
い
る
。
御
上
神
社
は
、
本
殿
が
国
宝
と

な
っ
て
い
る
他
に
拝
殿
や
楼
門
、
摂
社
若
宮
神
社
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
等
数
多
く
の
中
世
来
の
文
化
財
を
保
有
す
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
御
上
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
秋
の
「
ず
い
き
祭
り
」
（
若
宮
殿
相
撲
神
事
）
は
、

滋
賀
県
選
択
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
り
、
肥
後
和
男
氏
の
『
近
江
に
於
け
る
宮
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

の

研
究
』
以
来
、
多
く
の
研
究
者
の
興
味
を
引
い
て
い
る
。
筆
者
も
か
つ
て
「
御
上

神
社
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
ず
い
き
祭
と
春
祭
の
関
係
を
通
し
て
ー
」

と
称
す
る
小
論
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
後
の
知
見
を
加
え
て
御

上
神
社
を
巡
る
祭
祀
の
問
題
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
問
題
の
所
在

　
御
上
神
社
の
祭
礼
と
言
え
ば
、
通
常
は
秋
に
行
わ
れ
る
ず
い
き
祭
り
の
こ
と
を
指

し
、
こ
れ
が
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
と
い
う
宮
座
の
頭
人
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と

か

ら
、
御
上
神
社
の
祭
祀
組
織
は
、
宮
座
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で

あ
る
。
し
か
し
、
現
在
は
随
分
と
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
春
祭
は
、
秋
の
ず

い

き
祭
と
は
異
な
る
祭
祀
の
構
成
を
持
っ
て
お
り
、
御
上
神
社
を
巡
る
祭
祀
を
考
え

る
上
で
は
こ
れ
ら
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま

り
、
ず
い
き
祭
り
の
宮
座
は
中
世
以
来
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
で
、
春
祭

り
は
三
上
内
の
五
つ
の
集
落
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
る
近
世
的
な
祭
り
の
形
態
と
し

て

捉
え
ら
れ
、
こ
の
両
者
の
祭
祀
組
織
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
礼
の
歴
史
的
な

発
生
経
過
の
異

な
り
と
し
て
単
純
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る

か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
そ
の
違
い
は
単
純
に
歴
史
的
に
発

生

の

時
点
が
異
な
る
こ
と
が
主
た
る
要
因
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

祭
礼
の
性
格
の
異
な
り
に
よ
る
重
層
的
な
構
造
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
構
造
は
歴
史
的
な
所
産
の
結
果

と
し
て
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
長
期
間

に
わ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
構
造
が
存
続
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本

稿
で

は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
ず
い
き
祭
り
と
春
祭
り
の
関
係
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
点
で
は
現
状
の
民
俗
だ
け
で
な
く
、
近
世
史
料
等

を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。

0
ず
い
き
祭
り
と
祭
祀
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
現
行
の
ず
い
き
祭
り
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
等
で
詳
細

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
行
の
行
事
全
体
と
祭
祀
組
織
に
つ
い
て

お
お
ま
か
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
現
在
、
ず
い
き
祭
は
、
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
三
上
を
構
成
す
る
東
林
寺
、
山
出
、

大

中
小
路
、
小
中
小
路
、
前
田
の
五
つ
の
集
落
に
あ
る
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
の
三

つ
の

宮
座
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
宮
座
か
ら
、
ず
い
き
祭
り

の
頭

人
が
二
人
な
い
し
一
人
（
長
之
屋
は
昭
和
二
十
九
年
か
ら
一
人
の
み
）
選
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
座
の
構
成
戸
数
は
か
な
り
の
差
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、

現
在
、
各
座
毎
に
頭
人
を
選
ぶ
方
法
が
大
き
く
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
必
然
的
に
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

人
を
務
め
る
こ
と
に
よ
る
経
済
的
な
負
担
も
座
毎
に
著
し
く
異
な
る
状
況
を
現
出
し

て

い

る
（
表
1
参
照
）
。
ま
た
、
座
と
三
上
を
構
成
す
る
五
つ
の
集
落
と
は
、
長
之

屋

の
場
合
の
み

山
出
と
東
林
寺
に
十
九
軒
中
、
十
四
軒
が
居
住
し
て
お
り
、
ま
た
、

小

中
小
路
や
前
田
に
居
住
す
る
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
、
明
治
以
前
に
は
前
田
に
長
之
屋
に
属
す
る
神
主
家
の
三
上
氏
が
居
住
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
戸
数
が
か
な
り
減
少
し
て
い
る
現
在
の
状
況
も

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
東
座
、
西
座
に
つ
い
て
は
特
定
の
集
落
と

の
関
係
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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さ
て
、
各
座
に
お
け
る
頭
人
の
選
出
方
法
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
も
戸
数
の

少

な
い
長
之
屋
の
場
合
は
、
頭
人
を
勤
め
る
順
番
は
固
定
し
て
お
り
、
頭
人
の
上
下

（か

つ
て

二

人
の
頭
人
を
出
し
て
い
た
時
）
も
そ
の
家
筋
で
決
め
ら
れ
て
い
た
。
東

座
の
場
合
は
、
戸
主
の
死
後
十
～
十
二
年
で
実
際
の
頭
人
を
勤
め
る
四
年
前
に
あ
た

る
呼
び
出
し
を
受
け
、
頭
人
の
上
下
は
籔
取
り
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
西
座
の
場

合

は
、
頭
人
の
順
番
は
固
定
し
て
お
り
、
頭
人
の
上
下
は
頭
人
の
年
齢
の
高
低
に
よ
っ

て

そ
の
上
下
が
決
め
ら
れ
る
。

　
現
在
、
こ
れ
ら
三
つ
の
宮
座
は
共
に
明
確
な
形
で
の
入
座
儀
礼
は
な
く
、
ま
た
、

ず
い
き
祭
り
以
外
に
座
と
し
て
の
行
事
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、
こ
の
よ
う

な
宮
座
間
の
構
成
員
数
の
著
し
い
差
が
、
果
し
て
歴
史
的
な
も
の
か
ど
う
か
、
あ
る

い

は
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
き
た
か
ど
う
か
後
に
述
べ
た
い
。

　
現
在
の
三
上
の
こ
れ
ら
の
座
は
、
基
本
的
に
村
座
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

い

わ
ゆ
る
本
家
の
み
が
加
入
す
る
権
利
を
有
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
家
筋
だ

け
が
宮
座
に
加
入
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
株
座
で
は
な
い
。

し
か
し
、
家
筋
毎
に
所
属
す
る
座
が
決
ま
っ
て
お
り
、
例
え
ば
分
家
の
場
合
は
本
家

と
同
じ
座
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
座
衆
と
座
外
と
い
う
対
立
的

表1　集落と各座の関係

長之屋 東　座 西　座 計

大中小路 5 27 4 31

小中小路 19 17 41

前　田 25 3 28

山　出 11 16 15 42

東林寺 3 7 12 22

19 94 51 164

真野純子「三上における神事当番とその運営」

（『近江村落社会の研究』第4号・1979年3月

による。

な
構
造
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
三
つ
の
宮
座
に
序
列
的
な
意
識
が
存
在

す
る
。
三
つ
の
宮
座
は
、
長
之
屋
が
一
番
格
上
で
、
東
座
、
西
座
の
順
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
に
紹
介
す
る
儀
礼
の
場
面
等
に
象
徴
的
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

さ
て
、
他
の
宮
座
と
比
べ
て
御
上
神
社
の
宮
座
の
最
も
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、

各
座
に
ク
モ
ン
（
公
文
）
と
称
す
る
代
表
者
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
公
文
は

家
筋
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
お
り
、
余
人
が
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ

の

公
文
の

中
で
長
之
屋
の
公
文
は
、
総
公
文
あ
る
い
は
祝
公
文
と
も
称
さ
れ
て
、

東
座
、
西
座
の
公
文
よ
り
も
格
上
で
あ
り
、
か
つ
公
文
を
代
表
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

長
之
屋
の
公
文
は
大
谷
氏
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
世
以
来
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
東
座
の
公
文
は
、
か
つ
て
妙
光
寺
氏
で
あ
っ
た
も
の
が
喜
多
氏
に
代
わ
り
、
後

に
現
在
の
山
崎
氏
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
西
座
の
公
文
も
永
田
氏
か
ら
照
覚
寺
に
代
わ

り
、
明
治
以
降
、
現
在
の
内
堀
氏
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の
公
文
も
含

め

て

ず
い
き
祭
り
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の
か
簡
単
に
時
間
を
お
っ
て
紹
介
し
て

お

き
た
い
。
ず
い
き
祭
り
は
、
平
成
二
年
に
滋
賀
県
の
「
記
録
保
存
等
の
措
置
を
講

ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
保

存
会
が
結
成
さ
れ
た
。
保
存
会
の
結
成
後
、
各
座
の
頭
人
の
負
担
の
軽
減
と
平
準
化

の

た
め
に
、
当
時
特
に
派
手
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
接
待
等
の
自
粛
や
共
通
化
が
図
ら

れ

た
。
ず
い
き
祭
り
の
主
要
な
行
事
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
保
存
会
が
結
成
さ
れ
る
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　

現
在
の
ず
い
き
祭
り

　

十
月
九
日
　
甘
酒
行
事

　
早
朝
、
各
頭
人
の
家
で
は
神
棚
に
、
甘
酒
と
メ
ズ
シ
（
寿
司
飯
に
タ
デ
と
ボ
テ
ジ
ャ

コ

を
入
れ
た
も
の
）
を
供
え
る
。
五
人
の
頭
人
は
紋
付
羽
織
・
袴
に
白
足
袋
・
白
草
履

の
服
装

に
白
扇
子
を
持
ち
、
供
を
一
名
連
れ
て
御
上
神
社
に
向
か
う
。
こ
の
時
の
持

参
物
は
清
酒
二
合
、
メ
ズ
シ
一
重
、
新
米
一
重
、
大
根
の
葉
の
浅
漬
を
重
箱
に
入
れ
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た
も
の
で
あ
る
。
御
上
神
社
に
到
着
す
る
と
、
神
撰
所
で
こ
れ
ら
の
供
え
物
を
渡
し
、

供

は
ず
い
き
神
輿
を
造
る
の
に
使
う
台
を
受
け
取
っ
て
帰
る
。
供
え
物
は
拝
殿
の
台

に
並
べ
ら
れ
る
。
こ
の
時
に
饒
（
ア
メ
ノ
ウ
オ
）
が
手
に
入
れ
ば
、
こ
れ
も
供
え
る
。

　
頭

人
全
員
が
揃
う
と
手
を
洗
い
口
を
濯
い
で
、
神
主
を
先
頭
に
拝
殿
に
上
り
所
定

の

位
置
に
座
る
。
拝
殿
で
は
神
主
に
よ
る
神
迎
え
・
修
祓
の
後
、
甘
酒
行
事
の
祝
詞

が
読
ま
れ
、
頭
人
に
よ
る
玉
串
奉
莫
と
な
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
神
酒
を
頂
く
。
拝

殿
の

行
事
が
終
了
す
る
と
、
社
務
所
で
猿
の
相
撲
人
形
、
造
花
、
菓
子
を
受
取
っ
て

各
自
の
家
に
戻
る
。
各
頭
人
は
家
に
戻
る
と
、
猿
の
相
撲
人
形
、
造
花
、
菓
子
を
十

三

日
ま
で
床
の
間
に
お
い
て
お
く
。
こ
の
日
の
夜
に
各
頭
人
の
家
で
は
、
ず
い
き
刈

り
や
ず
い
き
神
輿
の
製
作
を
依
頼
す
る
オ
モ
シ
ン
ル
イ
（
重
親
類
）
を
呼
ん
で
直
会

を
行
う
。
こ
の
重
親
類
で
中
核
を
占
め
る
の
は
、
同
じ
字
内
の
者
で
あ
る
。
こ
の
席

で

は
、
特
に
儀
礼
は
な
い
。
甘
酒
行
事
の
名
称
の
と
お
り
、
甘
酒
は
不
可
欠
の
も
の

で

あ
り
、
こ
れ
は
各
頭
人
の
家
で
準
備
す
る
。
大
正
十
三
年
の
『
官
国
幣
社
特
殊
神

　
　
　
　

事
調
』
（
以
下
『
特
殊
神
事
調
』
と
略
す
）
と
比
較
し
て
違
い
が
著
し
い
の
は
神
饒
で

あ
る
。
特
に
航
は
「
当
日
神
僕
ニ
ハ
必
ズ
鰭
ヲ
芋
ノ
葉
二
載
セ
献
ズ
ル
コ
ト
古
例
ナ

リ
」
と
あ
り
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
野
洲
川
の
簗
で
捕
っ
た
鯨
を
神
撰
に

す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
十

月
十
一
日
　
湯
立
て

　
早
朝
、
各
頭
人
は
新
し
い
バ
ケ
ツ
と
勺
を
持
っ
て
御
上
神
社
御
手
水
舎
に
行
っ
て
、

湯
立
て
に
用
い
る
水
を
と
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
神
の
井
の
水
と
言
わ
れ
て
い
る
。
湯

立

て

の

行
事
は
、
午
前
九
時
頃
か
ら
神
主
が
各
頭
人
の
家
に
行
っ
て
行
う
。
こ
の
順

番
は
長
之
屋
・
東
下
・
西
上
・
西
下
・
東
上
で
あ
る
。

　
各
頭
人
の
家
で
は
、
神
棚
、
床
の
間
、
玄
関
、
カ
マ
ド
、
台
所
等
に
標
縄
を
張
り
、

依
代
台
を
床
の
間
に
据
え
て
榊
を
飾
り
、
そ
の
前
に
机
を
出
し
て
各
種
の
神
僕
（
米
・

塩
・
野
菜
・
果
物
・
鯉
な
ど
）
を
供
え
る
。
座
敷
に
紋
付
羽
織
、
袴
で
白
扇
を
持
っ

た
頭
人
と
そ
の
家
族
、
重
親
類
な
ど
が
着
座
し
て
神
主
の
湯
立
て
の
祝
詞
奏
上
、
玉

串
奉
貧
が
あ
る
。
こ
れ
が
終
了
す
る
と
、
土
間
に
降
り
て
カ
マ
ド
祓
い
の
行
事
と
な

る
。
カ
マ
ド
の
釜
に
は
早
朝
、
神
社
で
汲
ん
で
き
た
水
を
沸
か
し
て
お
き
、
こ
れ
に

神
主
が
酒
を
入
れ
て
よ
く
か
き
混
ぜ
る
。
こ
れ
に
頭
人
が
玉
串
奉
貧
を
行
い
カ
マ
ド

祓
い
の
行
事
が
終
了
す
る
。
カ
マ
ド
の
上
に
は
四
方
に
竹
を
立
て
標
縄
を
張
り
、
カ

マ

ド
の
脇
柱
に
荒
神
を
ま
つ
る
と
称
し
て
、
蝋
燭
を
点
灯
し
て
お
く
。
こ
の
行
事
が

終
わ

る
と
出
席
者
で
直
会
と
な
る
。

　
十

月
十
二
～
十
三
日
ず
い
き
刈
り
・
ず
い
き
神
輿
製
作

　
各
頭
人
の
家
で
は
オ
モ
シ
ン
ル
イ
が
中
心
に
な
っ
て
ず
い
き
神
輿
を
製
作
す
る
。

重
親
類

は
こ
の
日
に
頭
人
に
新
米
一
俵
と
祝
儀
を
持
参
す
る
。
ず
い
き
神
輿
を
製
作

す
る
の
に
必
要
と
な
る
ず
い
き
は
、
約
四
〇
〇
本
あ
ま
り
で
、
特
に
食
用
と
し
て
栽

培
す
る
の
で
は
な
く
ず
い
き
神
輿
用
と
し
て
栽
培
す
る
。
ず
い
き
神
輿
用
の
ず
い
き

の
種

は
、
前
の
頭
人
か
ら
受
け
継
ぐ
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
十
二
日
の
午
前
中
に
使

用
す
る
ず
い
き
を
刈
り
終
え
る
。
刈
り
終
え
た
ず
い
き
は
野
洲
川
で
泥
を
落
と
し
て

き
れ
い
に
す
る
。
午
後
、
直
会
の
後
、
各
頭
人
の
屋
敷
の
納
屋
等
で
製
作
が
始
ま
る
。

ず
い
き
を
揃
え
て
一
定
の
長
さ
に
し
、
こ
れ
で
四
方
の
屋
根
や
壁
を
神
社
で
借
り
て

き
た
台
に
そ
っ
て
造
る
。
ず
い
き
は
、
竹
串
で
刺
し
台
に
沿
っ
て
固
定
す
る
。
夕
方
、

作
業
が
終
了
す
る
と
、
参
加
者
で
直
会
と
な
る
。

　
十
月
十
三
日
も
引
き
続
い
て
朝
か
ら
ず
い
き
神
輿
を
製
作
す
る
。
側
面
と
屋
根
を

固
定
し
各
側
面
に
は
春
夏
秋
冬
の
飾
り
物
を
つ
け
る
。
夕
方
に
は
こ
れ
が
完
成
す
る
。

完
成
し
た
ず
い
き
神
輿
は
、
縁
側
か
ら
座
敷
に
運
ば
れ
て
床
の
間
に
据
え
ら
れ
る
。

湯
立
て

の

時
、
依
代
と
な
っ
た
榊
と
ハ
ラ
イ
グ
シ
を
神
輿
の
上
に
立
て
る
。
そ
の
後

「
本
膳
」
と
呼
ば
れ
る
秋
祭
の
中
で
最
大
の
直
会
の
準
備
と
な
る
。
こ
の
席
に
出
席

す
る
の
は
、
重
親
類
で
ほ
ぼ
年
齢
順
の
席
に
つ
く
。
本
膳
は
七
時
か
ら
頭
人
の
挨
拶

で
始
ま
る
。
こ
の
直
会
も
特
に
儀
礼
は
な
く
進
め
ら
れ
る
。

　

十
月
十
三
日
　
頭
渡
し

　
十
三

日
の
早
朝
に
、
各
公
文
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
人
に
書
付
が
配
付
さ
れ
る
。
こ

の

書
付
は
各
公
文
に
よ
っ
て
若
干
内
容
が
異
な
る
が
、
基
本
的
に
十
三
日
の
夜
に
行

わ

れ

る
頭
渡
し
と
十
四
日
に
行
わ
れ
る
芝
原
式
に
頭
人
が
持
参
す
る
物
を
記
し
た
も
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の

で

あ
る
。
頭
人
に
書
付
を
渡
す
と
と
も
に
、
こ
の
日
の
朝
に
四
年
後
の
頭
人
に
な

る
人
に
呼
び
出
し
を
か
け
る
。
呼
び
出
し
は
東
座
の
よ
う
に
口
頭
で
か
け
る
場
合
と
、

西
座

の

よ
う
に
短
冊
を
渡
す
場
合
が
あ
る
。

　

頭
渡
し
は
各
公
文
の
家
で
行
わ
れ
る
。
午
後
七
時
頃
に
今
年
の
頭
人
と
翌
年
の
頭

人
、
翌
々
年
の
頭
人
、
公
文
、
定
使
、
給
仕
が
出
席
す
る
。
初
献
は
今
年
の
頭
人
と

翌
年
の
頭
人
の
間
で
行
わ
れ
、
翌
々
年
の
頭
人
は
加
わ
ら
な
い
。
弐
献
は
頭
渡
し
の

披
露
の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
、
翌
々
年
の
頭
人
も
加
わ
っ
て
行
わ
れ
る
。
公
文
と
今

年
の
頭
人
は
紋
付
羽
織
・
袴
姿
で
他
の
者
は
背
広
を
着
用
す
る
。
式
は
す
べ
て
無
言

で

行
わ
れ
、
最
後
に
公
文
が
、
頭
渡
し
の
儀
の
無
事
の
終
了
を
つ
げ
て
頭
渡
し
が
終

了
す
る
。

　

十
月
十
四
日
　
本
祭
・
芝
原
式

　
十
四

日
午
前
十
時
に
は
、
花
火
と
と
も
に
頭
人
は
、
湯
立
て
の
水
で
ず
い
き
神
輿

を
清
め
た
後
、
家
か
ら
神
社
に
出
発
す
る
。
神
輿
の
行
列
の
先
頭
は
羽
織
姿
で
警
護

の
棒

を
持
っ
た
子
供
二
人
で
、
後
ろ
に
羽
織
・
袴
姿
の
頭
人
と
重
親
類
二
人
が
担
ぐ

ず
い
き
神
輿
が
続
き
、
近
い
重
親
類
一
人
が
正
装
で
神
輿
に
つ
く
。
頭
人
の
家
で
は

製
作
に
あ
た
っ
た
重
親
類
や
村
人
た
ち
が
数
多
く
詰
め
か
け
て
神
輿
の
出
発
を
歓
声

を
あ
げ
て
見
送
る
。
御
上
神
社
に
着
く
と
、
楼
門
の
前
で
所
定
の
位
置
に
神
輿
を
お

い
て

す
べ
て
の
神
輿
が
揃
う
の
を
待
つ
。
十
一
時
前
に
こ
れ
ら
の
神
輿
が
揃
う
と
、

式
典
に
先
立
っ
て
神
輿
を
拝
殿
の
所
定
の
位
置
に
置
い
て
、
各
頭
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の

神
輿
の
前
に
着
座
す
る
。

　
式
典
は
神
主
の
祝
詞
奏
上
、
巫
女
舞
と
続
き
、
各
頭
人
が
玉
串
を
奉
奥
す
る
。
そ

の

後
に
区
長
、
氏
子
総
代
が
玉
串
を
供
え
、
各
頭
人
が
御
神
酒
を
頂
い
て
式
典
は
終

了
す
る
。
頭
人
は
家
に
帰
っ
て
直
会
を
行
い
、
神
社
で
は
宮
司
・
巫
女
・
区
長
・
氏

子
総
代
等
で
直
会
が
行
わ
れ
る
。

　
芝
原
式

　
芝

原
式
は
十
四
日
の
午
後
七
時
三
十
分
頃
か
ら
始
ま
る
。
本
祭
の
式
典
終
了
後
、

頭

人
は
家
で
重
親
類
を
中
心
に
し
て
直
会
を
行
う
が
儀
礼
は
な
い
。
こ
の
芝
原
式
の

参
加
者
は
、
神
主
、
各
公
文
、
各
頭
人
、
定
使
、
出
入
り
で
、
東
座
と
西
座
か
ら
は

十
歳
前
後
と
十
五
、
六
歳
前
後
の
男
児
の
力
士
が
二
名
ず
つ
出
さ
れ
る
。
芝
原
式
に

参
加
す
る
時
に
各
頭
人
は
、
花
び
ら
籠
、
酒
、
鮒
ず
し
、
メ
ズ
シ
（
座
に
よ
っ
て
酒

肴
は
異
な
る
）
、
カ
ワ
ラ
ケ
ニ
枚
、
包
丁
、
ま
な
板
、
ま
わ
し
、
刀
、
サ
ラ
シ
一
反

（
こ
れ
は
力
士
が
使
用
す
る
）
を
持
参
す
る
。
神
社
に
到
着
す
る
と
、
持
参
し
た
品

物
の
う
ち
、
花
び
ら
籠
を
楼
門
前
の
机
の
上
の
所
定
の
位
置
に
置
く
。
花
び
ら
籠
の

下

に
は
、
花
び
ら
餅
が
置
か
れ
る
が
、
こ
れ
は
神
社
の
方
で
準
備
す
る
。
神
社
に
向

か
う
頭
人
は
、
紋
付
羽
織
・
袴
で
供
の
者
が
つ
き
そ
い
、
す
べ
て
の
参
加
者
が
揃
う

ま
で
社
務
所
で
待
つ
。
芝
原
式
の
行
わ
れ
る
の
は
、
楼
門
の
手
前
二
～
三
十
メ
ー
ト

ル

の

所
で
凹
形
に
莚
を
敷
い
て
座
席
を
つ
く
る
。
莚
の
両
端
に
近
い
場
所
に
か
が
り

火
を
た
く
。
す
べ
て
の
者
が
揃
い
着
座
す
る
と
行
事
が
始
ま
る
。
式
の
最
初
は
各
公

文
が
頭

人
の
名
前
を
書
い
た
書
付
を
総
公
文
（
長
之
屋
の
公
文
）
に
渡
す
こ
と
か
ら

始
ま
る
。
次
に
各
頭
人
の
花
び
ら
籠
と
花
び
ら
餅
を
そ
れ
ぞ
れ
の
公
文
の
前
に
置
く
。

こ
の
後
、
各
座
ご
と
に
持
参
し
た
酒
と
酒
肴
で
簡
単
な
宴
を
行
う
。
祥
を
着
け
て
尻

を
か
ら
げ
た
恰
好
を
し
た
出
入
り
は
、
こ
の
後
、
］
旦
、
楼
門
か
ら
本
殿
の
方
に
向

か

い
、
猿
田
彦
の
面
を
か
ぶ
り
、
右
手
に
木
製
の
矛
を
た
ば
さ
ん
で
出
て
く
る
。
こ

の

時
の
歩
き
方
は
通
常
と
異
な
り
、
片
足
を
上
げ
る
と
一
旦
そ
こ
で
止
め
て
、
ゆ
っ

く
り
と
足
を
地
に
つ
け
る
。
次
に
も
う
一
方
の
足
を
同
じ
よ
う
な
動
作
を
行
い
な
が

ら
歩
い
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
芝
原
に
到
着
す
る
と
、
時
計
の
反
対
回

り
に
凹
字
形
の
錘
の
中
央
を
回
っ
て
、
総
公
文
、
東
座
の
公
文
、
西
座
の
公
文
、
各

座
の
頭
人
に
対
し
て
矛
を
突
き
、
後
に
鼻
の
下
に
右
手
の
親
指
を
つ
け
て
何
か
を
飛

ば
す
所
作
を
行
う
。
こ
の
時
そ
れ
ぞ
れ
の
突
か
れ
る
人
々
は
軽
く
礼
を
す
る
。
公
文

の

行
う
こ
の
所
作
が
終
了
す
る
と
、
出
入
り
は
再
び
楼
門
か
ら
本
殿
に
向
か
い
、
面

を
外
し
て
再
び
芝
原
に
戻
る
。

　

こ
れ
ら
の
一
連
の
行
事
が
終
了
す
る
と
大
相
撲
・
小
相
撲
の
行
事
と
な
る
。
こ
の

相
撲
は
先
に
述
べ
た
東
座
と
西
座
の
頭
人
（
各
座
と
も
上
座
・
下
座
の
計
四
人
）
か

ら
出
さ
れ
る
各
々
二
人
ず
つ
の
子
供
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
化
粧
廻
し
を
着
し
、
晒
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を
巻
い
た
刀
を
眼
前
に
捧
げ
た
後
、
出
入
り
が
行
事
と
な
っ
て
組
み
合
う
。
「
ヤ
ー
、

ト
ー
」
の
掛
け
声
で
互
い
に
抱
き
合
う
恰
好
を
す
る
だ
け
で
本
当
の
相
撲
で
は
な
く

勝
負
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
各
々
二
番
ず
つ
行
わ
れ
る
。
こ
の
相
撲
も
凹
字
形
の

錘
の

中
央
で
行
わ
れ
る
の
で
、
公
文
以
下
の
着
座
し
た
人
々
は
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
相
撲
が
終
了
す
る
と
、
ず
い
き
祭
り
の
一
連
の
行
事
は
す
べ
て
終
了
し

人
々
は
解
散
す
る
。

　
ず
い
き
祭
り
の
祭
祀
組
織

　
以

上
、
ず
い
き
祭
り
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
行
事
の
中

で
、
頭
人
が
ず
い
き
神
輿
を
造
り
神
社
に
奉
納
す
る
と
い
う
祭
の
公
的
な
部
分
に
つ

い
て

は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
頭
人
が
中
心
に
な
り
、
か
つ
そ
の
親
類
が
中
心
に
な
っ

て

準
備
さ
れ
執
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
そ
の
頭
人
と
翌
年
の
頭
人
と
の
頭
渡

し
の
場
面
や
ず
い
き
神
輿
奉
納
の
終
了
後
に
行
わ
れ
る
芝
原
式
の
場
面
で
は
、
神
社

や

神
主

と
頭
人
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
各
座
の
公
文
が
中
心
に
な
っ
て
行
わ
れ
て

い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
座
を
維
持
し
、
確
実
に
頭
人
を
決
め
て
、

翌
年
の
ず
い
き
祭
り
を
圭
心
な
く
執
行
で
き
る
よ
う
に
組
織
化
す
る
役
割
は
、
各
座
の

公
文
が
中
心
に
な
っ
て
行
い
、
か
つ
そ
れ
を
総
公
文
で
あ
る
長
之
屋
の
公
文
が
統
括

し
て
い
る
と
い
う
姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
ず
い
き
祭
り

に
お
い
て
は
、
御
上
神
社
の
神
主
は
近
代
以
前
の
家
筋
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
た
三

上
氏
で

は
な
く
、
そ
の
点
で
、
例
え
ば
芝
原
式
に
お
け
る
神
主
の
位
置
付
け
が
果
し

て

本

来
的
な
神
主
家
の
位
置
付
け
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
点
も
な
し
と
は
し
な
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
頭
渡
し
や
芝
原
式
に
は
、
神
社
や
神
主
家
は
関
与
せ
ず
、
す

べ
て
公
文
の
手
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
宮
座
と
し
て
こ
の
ず
い
き
祭
り
の
祭
祀
組
織
を
考
え
て
み
る
と
、
多
く
の

宮
座
と
は
異
な
る
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
長
之
屋
」
・
「
東
座
」
・
「
西

座
」
の
三
つ
の
組
織
は
あ
く
ま
で
も
頭
人
を
選
出
す
る
母
体
と
し
て
の
機
能
の
み
が

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
で
は
座
衆
間
で
の
儀
礼
の
場
は
存
在
し
て
い
な
い
。
換
言

す
れ
ば
、
「
長
之
屋
」
・
「
東
座
」
・
「
西
座
」
と
い
う
組
織
は
頭
人
を
選
出
す
る
た
め
だ

け
に
存
在
し
、
現
状
で
は
座
と
し
て
の
繋
が
り
を
示
す
儀
礼
は
全
く
な
い
と
い
う
状

況
で

あ
る
。
頭
人
が
そ
の
義
務
と
し
て
、
各
種
の
供
え
物
を
準
備
し
た
り
、
ず
い
き

神
輿
を
制
作
す
る
際
に
は
、
そ
の
頭
人
の
属
す
る
座
衆
が
こ
れ
を
手
伝
っ
た
り
、
補

佐

す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
頭
人
の
家
の
親
類
が
中
心
に
な
っ
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ

れ

る
の
で
あ
っ
て
、
座
と
し
て
の
横
の
繋
が
り
は
全
く
機
能
し
て
い
な
い
。
座
衆

に
と
っ
て
は
、
自
分
の
属
す
る
座
が
ど
れ
で
あ
る
か
は
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

実

際
の
ず
い
き
祭
り
の
執
行
に
つ
い
て
は
、
座
自
身
は
何
の
機
能
も
果
た
し
て
い
な

い

し
、
ず
い
き
祭
り
に
限
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
が
座
全
体
と
し
て
行
う
儀
礼
や
行

事
は
全
く
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
ず
い
き
祭
り
の
中
で
、
本
来
、
座
の
行
事
と

し
て
執
行
さ
れ
る
べ
き
「
頭
渡
し
」
や
「
芝
原
式
」
の
場
面
で
は
、
座
全
体
や
座
衆
の
一

部
が
関
与
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
公
文
と
頭
人
だ
け
に
よ
る
行
事
と
な
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ず
い
き
祭
り
の
祭
祀
組
織
は
、
「
長
之
屋
」
、
「
東
座
」
、
「
西
座
」
と

い

う
名
称
か
ら
宮
座
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
座
と
し

て

の

要
件
を
満
た
す
よ
う
な
座
自
身
の
儀
礼
や
行
事
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
は
い

わ
ば
公
文
が
「
ず
い
き
祭
り
」
を
執
行
す
る
た
め
に
、
そ
の
頭
人
を
選
出
す
る
単
位

と
し
て
の
機
能
し
か
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な

あ
り
方
が
、
こ
の
宮
座
の
成
立
時
期
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
次

に
史
料
の
上
か
ら
、
こ
の
宮
座
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
公
文
と
座
衆

　
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
至
る
ず
い
き
祭
り
の
頭
人
や
新
入
者
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
欠
か
す
こ
の
で
き
な
い
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
が
先
に
紹
介
し
た
永
禄
四
年
（
一
五

六
一
）
か
ら
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
ま
で
書
き
継
が
れ
た
「
三
上
若
宮
相
撲
神

事
帳
」
（
御
上
神
社
文
書
第
二
二
二
号
、
以
下
「
相
撲
神
事
帳
」
と
略
す
）
で
あ
り
、

こ
の
史
料
を
中
心
に
考
察
を
進
め
た
い
。

　
「
相
撲
神
事
帳
」
は
、
本
来
、
長
之
屋
総
公
文
で
あ
る
大
谷
氏
の
家
に
伝
来
し
た
も
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の

で
、
い
わ
ば
長
之
屋
の
文
書
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
記

載
の

内
容
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
か
ら
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
ま
で
の
各

年
の
頭
人
の
名
前
を
各
座
毎
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
長
之
屋
に
つ
い
て

は
、
永
禄
四
年
か
ら
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
ま
で
の
新
入
者
の
名
前
を
記
し
て
お

り
、
東
座
や
西
座
に
は
そ
の
よ
う
な
記
述
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
史
料
が
本
来
、

長
之
屋

に
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

　
　
三

上
若
宮
殿
相
撲
之
事
去
天
文
拾
年
丑
歳
に
北
方
下
人
に
三
人
迄
相
當
候
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
虚

に
一
度
二
菓
子
三
合
迄
北
方
盛
間
敷
之
由
被
申
候
て
中
絶
仕
候
ヲ
栖
雲
軒

　
　
再
興
候
て

當
年
永
録
四
酉
歳
二
再
興
仕
候
者
也

　

こ
れ
に
よ
る
と
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
に
北
氏
下
人
に
三
人
の
頭
人
が
あ
た
り
、

そ
の
た
め
に
中
絶
し
た
が
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
栖
雲
軒
（
三
上
氏
）
が
再

興

し
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
宮
座
を
物
語
る
史
料
が
な
い
た
め
、
正

確
な
事
情
は
判
明
し
な
い
が
、
こ
の
記
述
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
再
興
さ

れ

た
時
期
に
何
ら
か
の
形
で
宮
座
の
再
編
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
史
料
の
内
容
は
再
編
以
後
の
宮
座
の
状
況
を
示
し
て
い
る
と
推
測
さ

れ

る
。
実
際
の
記
述
は
、
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
の
順
に
各
年
の
頭
人
の
名
前
二
人

ず
つ
を
記
し
、
文
書
の
裏
に
は
該
当
す
る
年
の
新
入
者
（
先
に
述
べ
た
よ
う
に
長
之

屋
だ

け
の
）
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
新
入
者
の
記
述
は
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）

ま
で
で
あ
り
、
臨
時
的
な
新
入
者
を
除
け
ば
、
新
入
者
の
定
期
的
な
記
述
は
全
く
な

く
な
り
、
こ
の
時
点
で
の
頭
人
と
新
入
者
の
シ
ス
テ
ム
に
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
の

で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
で
再
度
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
中
世
の
各
座
の
頭
人
の
名
前
か
ら
、
か
つ
て
高
牧
實
氏
は
次
の
よ
う
に
指

　
　
（
9
）

摘
さ
れ
た
。

　
　
頭
人
に
は
、
名
字
を
名
乗
り
「
殿
」
「
方
」
を
付
さ
れ
た
者
、
寺
坊
、
百
姓
、

　
　
大

工
、
紺
屋
、
殿
・
方
の
下
人
、
百
姓
の
下
人
が
み
え
る
。
長
之
屋
の
殿
・
方

　
　
は

因
幡
田
氏
、
東
林
寺
氏
、
平
野
氏
、
堀
池
氏
、
大
谷
氏
、
苗
村
氏
、
平
子
氏
、

　
　
三

上
氏
、
上
堂
氏
で
あ
る
。
東
座
に
は
永
田
氏
、
北
氏
、
山
本
氏
、
妙
光
寺
氏
、

　
　
奥
氏
、
辻
川
氏
、
土
川
氏
、
西
座
に
は
西
村
氏
、
山
田
氏
、
中
川
氏
が
い
る
。

　
確
か
に
、
各
座
の
頭
人
の
名
前
を
見
る
と
、
名
字
を
持
つ
者
が
特
定
の
座
に
偏
る

と
い
う
こ
と
は
な
く
、
同
時
に
名
字
を
持
た
な
い
百
姓
、
下
人
、
紺
屋
、
寺
坊
等
も

各
座
の
頭
人
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
座
毎
に
そ
の
名
字
は
決
ま
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
名
字
は
中
世
後
期
の
時
点
に
お
い
て
は
、
有
名
な
「
簗
争
論
」
と
の
関

連
性
が
興
味
深
い
。
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
の
「
簗
争
論
」
は
、
三
上
荘
前
河
表

の

上

り
簗
を
め
ぐ
っ
て
、
東
林
村
衆
と
小
中
路
・
大
中
路
・
妙
光
寺
衆
の
三
上
三
村

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
の
争
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
簗
争
論
は
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
か
ら
永
禄
元
年
二

五
五

八
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
弘
治
二
年
八
月
に
東
林
寺
村
衆
が
三

上
荘
前
の
野
洲
川
表
に
簗
を
指
し
、
こ
れ
に
小
中
小
路
、
い
な
は
た
（
大
中
小
路
）
、

妙
光
寺
村
の
三
村
衆
が
異
論
を
呈
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
こ
の
時
の
争
論
は
、
三

村
衆
が
地

頭
永
原
重
興
に
訴
え
、
そ
の
調
停
に
ゆ
だ
ね
た
が
裁
許
は
こ
の
時
に
は
留

保
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
東
林
寺
村
衆
は
「
御
公
事
落
居
」
と
称
し

て
、
そ
の
ま
ま
簗
を
指
し
た
こ
と
か
ら
、
永
禄
元
年
八
月
に
は
、
再
び
両
者
の
間
に

論
駁
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
三

村
方
の
主
張
は
、
三
村
の
簗
衆
は
こ
こ
数
十
年
来
、
脇
簗
を
設
置
し
て
き
た
も

の

で
、
こ
れ
に
対
し
て
東
林
寺
方
は
弘
治
二
年
に
初
め
て
鮪
簗
を
設
置
し
た
も
の
で

あ
る
。
今
ま
で
、
一
切
の
上
魚
は
川
筋
が
い
く
筋
あ
っ
て
も
三
村
衆
が
春
秋
と
も
に

設
置
し
て
き
た
。
川
表
は
社
家
衆
だ
け
の
知
行
で
は
な
い
と
し
て
、
三
村
衆
の
簗
設

置
権
と
東
林
寺
方
の
簗
設
置
権
の
否
定
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
林
寺
村

衆
の
主
張
は
、
三
村
衆
が
数
十
年
来
簗
を
設
置
し
て
き
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
東
林

寺
村
衆
が
簗
を
設
置
し
た
の
は
、
既
に
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
春
秋
の
上

簗
権
は
三
村
衆
の
独
占
で
は
な
い
。
川
表
の
知
行
権
は
、
神
館
方
並
び
に
社
家
衆
が

第
一
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
川
筋
と
簗
の
設
置
方
法
に
つ
い
て
は
、
三
村
方
は
、
天

文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
は
川
は
一
筋
で
三
村
が
簗
を
設
置
し
た
が
、
東
林
寺
村

179



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第98集　2003年3月

方
は
設
置
し
て
い
な
い
。
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
も
同
様
で
あ
る
。
天
文
二
十

四

年
（
一
五
五
五
）
に
は
川
筋
は
二
つ
に
な
っ
た
が
、
両
川
と
も
三
村
衆
が
簗
を
設

置
し
た
。
こ
の
時
は
、
そ
の
近
く
で
東
林
寺
村
十
五
網
で
鯨
を
捕
っ
た
の
で
や
め
さ

せ

た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
東
林
寺
方
は
三
村
衆
が
提
出
し
た
文
書
は
証

拠

に
す
る
に
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
野
洲
川
の
簗
は
す
べ
て
三
村
衆
が
支
配
し

て

い

る
か
の
よ
う
に
主
張
し
、
東
林
寺
衆
の
簗
漁
権
を
承
認
し
な
い
け
れ
ど
も
そ
の

証
拠

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
反
論
し
た
。
こ
の
争
論
は
先
の
永
原
重
興
が
扱
い
、
最

終
的
に
は
御
上
神
社
の
御
闇
に
判
断
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
御
圃
以
前
の

両
者
の
最
終
的
な
主
張
は
、
東
林
寺
衆
は
野
洲
川
の
簗
は
御
上
神
社
の
神
館
・
社
家

の

支
配
で
あ
る
。
川
筋
が
二
筋
の
場
合
は
、
鯖
の
上
る
方
に
簗
を
設
置
し
、
他
の
一

筋
に
三
村
衆
が
簗
を
設
置
す
る
。
水
流
が
一
筋
の
場
合
に
は
、
東
林
寺
衆
が
独
占
し
、

そ
の
下
手
に
三
村
衆
が
簗
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
一
方
の
三
村
衆

は
、
河
表
の
知
行
権
が
神
館
・
社
家
の
進
退
で
あ
る
と
い
う
の
は
虚
言
で
あ
る
。
往

古

よ
り
春
秋
の
上
魚
は
三
村
が
知
行
し
て
来
た
。
水
流
が
一
筋
の
と
き
は
、
三
村
衆

が
河
下

に
簗
を
設
置
し
、
水
流
が
二
筋
・
三
筋
で
も
三
村
衆
が
川
下
に
簗
を
設
置
し

て
、
そ
の
上
流
に
東
林
寺
衆
が
簗
を
設
置
せ
よ
と
主
張
し
た
。
最
終
的
に
こ
の
争
論

は
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
九
月
に
永
原
重
興
の
任
命
し
た
奉
行
人
の
立
会
い
の

も
と
で
御
圃
を
引
く
と
い
う
形
で
行
わ
れ
、
結
果
と
し
て
東
林
寺
方
の
全
面
的
な
勝

訴
と
な
っ
た
。
即
ち
、
三
村
衆
は
簗
の
設
置
権
を
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
否
定
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
祝
宮
静
氏
は
簗
漁
は
も
と
も
と
次
の
よ
う
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

野
洲
川
の
ヤ
ナ
衆
が
三
上
大
明
神
の
神
威
を
畏
み
て
初
魚
を
供
進
し
た
こ
と
は
、

　
　

勿
論
、
信
仰
よ
り
出
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
供
祭
ヤ
ナ
と
称
し
公

　
　

用
御
賛
を
納
め
る
に
至
っ
て
は
反
対
給
付
を
予
期
し
な
か
っ
た
も
の
と
断
言
す

　
　

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
ら
ば
反
対
給
付
と
は
何
か
、
既
得
営
業
権
の
擁
護
に

　
　

外

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
神
威
を
か
り
て
他
の
濫
妨
を
停
止
せ
ら
れ
ん
と
す
る

　
　

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
、
神
社
と
し
て
も
神
領
と
あ
ら
ば
之

　
　
を
守
護
す
べ
き
当
然
の
義
務
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
卓
越
し
た
精
神
的
権
力
を

　
　
動
か
し
て
之
を
支
持
す
べ
き
必
要
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
相
互
扶
助

　
　
的
関
係
は
極
め
て
打
算
的
に
も
強
化
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
、
前
述
の
争
論
の
双
方
の
主
張
も
合
わ
せ
て

考
え
る
と
、
野
洲
川
に
お
け
る
簗
設
置
の
既
得
権
は
む
し
ろ
三
村
衆
に
あ
っ
た
と
考

え
た
方
が
素
直
で
あ
り
、
三
村
衆
が
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
社
家
衆
た
る
東
林
寺

方
に
対
し
て
相
対
的
に
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
神
館
と
社
家
の
危
機
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

の

現
れ

で

あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
簗
漁
は
、
そ
れ
自
身
、
御
上
神
社
の
祭
祀

と
関
係
の
深
か
っ
た
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

「
寛
文
文
書
三
上
大
明
神
之
事
」
を
初
め
と
す
る
多
く
の
史
料
の
中
で
、
九
月
九

日
に
三
上
神
社
に
鯖
を
供
え
る
と
い
う
慣
例
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
。

　

ま
た
、
こ
の
争
論
の
過
程
で
東
林
寺
方
の
主
張
と
し
て
、
三
村
衆
の
中
に
「
ま
う

　レ
　と

」
の
混
在
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
も
と
も
と
三
村
衆
が
隷
属
的
な
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
「
ま
う
と
」
の
存

在
に
よ
っ
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
東
林
寺
村
衆
と
し
て
署
名
し
て
い
る
者
の
名
字
は
、
長
之
屋
の
頭
人
の

中
で
殿
・
方
を
付
さ
れ
た
名
字
を
持
つ
者
と
比
較
す
る
と
、
良
く
対
応
す
る
こ
と
が

わ

か

る
。
ま
た
、
三
村
名
主
と
し
て
署
名
し
て
い
る
者
の
名
字
は
、
長
之
屋
の
頭
人

で
名
字
を
持
つ
も
の
と
は
ほ
と
ん
ど
対
応
せ
ず
、
こ
の
中
世
後
期
の
宮
座
は
長
之
屋

が
東
林
寺
衆
を
中
心
と
し
、
東
座
、
西
座
は
三
村
名
主
を
中
心
と
す
る
こ
と
が
分
か

る
（
表
2
・
表
3
参
照
）
。
こ
の
東
林
寺
衆
は
こ
の
争
論
の
裁
定
で
も
有
利
に
と
り

は
か
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
社
家
衆
を
指
し
て
い
る
も
の
と
推

察
で
き
、
中
世
後
期
の
宮
座
は
長
之
屋
1
1
社
家
、
東
座
、
西
座
H
名
主
と
い
う
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
長
之
屋
で
あ
っ
て
も
、
社
家
だ

け
で
な
く
名
字
を
持
た
な
い
百
姓
や
下
人
も
頭
人
の
名
前
と
し
て
確
認
で
き
る
し
、

東
座
・
西
座
も
名
主
だ
け
で
な
く
、
百
姓
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

総
体
と
し
て
見
れ
ば
、
長
之
屋
と
東
座
・
西
座
の
出
身
階
層
の
異
な
り
を
見
る
こ
と
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が
で

き
、
そ
の
こ
と
が
長
之
屋
と
東
座
・
西
座
の
序
列
意
識
と
繋
が
っ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
座
内
に
お
い
て
も
名
字
を
持
つ
者
と
こ
れ
を
持

た
な
い
者
の
間
で
何
ら
か
の
階
層
的
な
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
こ
の
争
論
で
重
要
な
こ
と
は
、
本
質
的
に
社
家
衆
と
名
主
中
と
い
う
二
つ

の

階
層
間
の
争
い
で
あ
っ
た
も
の
が
、
史
料
の
上
で
は
基
本
的
に
「
東
林
寺
衆
」
と

「
三

村
衆
」
（
小
中
小
路
・
大
中
小
路
・
妙
光
寺
）
と
い
う
、
こ
の
当
時
か
ら
既
に
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
集
落
の
名
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

階
層
的
な
対
立
関
係
を
地
域
的
結
合
を
表
面
に
し
た
対
立
と
し
て
い
る
点
で
あ
リ
、

ず
い
き
祭
り
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
後
で
再

度
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
新
入
者
と
頭
人

　

さ
て
、
次
に
長
之
屋
で
判
明
す
る
新
入
者
と
頭
人
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
（
論
文

末
表
8
参
照
）
。
こ
の
表
を
見
て
ま
ず
最
初
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

毎
年
の
頭
人
が
二
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
新
入
者
も
原
則
的
に
二
人
で
あ
り
、
そ

の
両

者
の
関
係
は
頭
人
が
父
親
で
あ
り
、
そ
の
年
の
新
入
者
が
そ
の
息
子
で
あ
る
と

い

う
原
則
が
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
新
入
者
は
ほ
ぼ
頭
人
の
名
前
を
肩
に
記
し

て
、
そ
の
血
縁
関
係
を
記
述
し
、
ま
た
、
そ
の
新
入
者
が
実
際
に
頭
人
を
勤
め
た
年

号
を
記
す
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
新
入
者
が
死
亡
や
逐
電
等
で

実
際
の
頭
人
を
勤
め
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記
す
こ
と
に
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　
二

人
以
上
の
新
入
者
が
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
は
頭
人
と
の
関
係
が

不

明
な
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
二
男
、
三
男
等
の
記
述
が
あ
っ
て
、
有
力
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表2　東林寺衆（AとB）と三村名主衆（C）として署名した者

A（弘治二年）1556 B（永禄二年）1559 C（永録二年）1559

小林孫左衛門 小林 北伊賀入道

平野又二郎 平野又次郎 北新次郎

平野小三郎 平野小三郎 北彦次郎

平野小四郎 北九助

平野小太郎 平野小太郎 南与左衛門入道

平野三郎衛門 平野三郎右衛門尉 南与一郎

平野二郎右衛門尉 平野次郎左衛門尉 妙光寺五郎左衛門尉

大谷孫太郎 大谷孫太郎 妙光寺七郎兵衛

東林寺助太郎 東林寺助太郎 妙光寺駿河守

岩蔵新二郎 因幡田助三郎

岩蔵新右衛門尉 岩蔵新右衛門尉 飯田弥次郎

中村弥六 中村孫十郎 新（堀池）左衛門大郎

山本神六 山本神六 中川新九郎

平子弥七 平子弥七 永田与一郎

因幡田弥太郎 禰宜与太郎 永田源七郎

山本神兵衛尉 永田大郎兵衛

中村六郎右衛門尉 永田左衛門次郎

永田源左衛門尉

山本久助

　　A＝就當村衆鰍簗之儀各一味同心二致相談可申達連署之事

　　B＝簗置目

　　C＝霊社起請文
　　いずれも御上神社文書による

表3　「三上若宮相撲神事帳」にみる各座毎の姓氏

長　之　屋 東　　　座 西　　　座

因幡田氏　※林 永田氏　※三 西村氏
※三 北　　氏　※三 山田氏

東林寺氏　※林 山本氏　※三 中川氏　※三

平野氏　※林 妙光寺氏　※三

堀池氏　※三 奥　　氏

大谷氏　※林 辻川氏
苗村氏 土川氏
平子氏　※林

三上氏
上堂氏

註　三上氏は神主家

因幡田氏は両方

にある。

※林は表2の東林寺衆と同じ姓を持つ者

※三は表2の三村衆と同じ姓を持つ者
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（
1
6
）

者

に
は
二
男
、
三
男
ま
で
宮
座
へ
の
加
入
資
格
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
頭
役
勤
仕
の
一
例
と
し
て
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
長
之
屋
の
上
座
の
頭
人

を
務
め
た
因
幡
田
新
二
郎
の
場
合
も
見
て
み
よ
う
（
表
4
参
照
）
。
こ
の
表
で
言
え

ば
、
こ
の
時
の
新
入
者
の
名
前
は
「
因
幡
田
新
二
郎
殿
嫡
子
」
で
あ
る
が
、
同
時
に

こ
の
名
前
の
肩
に
は
「
子
ハ
難
無
之
候
如
此
候
」
と
い
う
注
記
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
注
記
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
時
の
新
入
者
が
頭
人
を
務
め
た
の
は
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の

因
幡
田
新
三
郎
殿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
間
は
十
七
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
の
新
入
者
は
「
因
幡
田
新
三
郎
嫡
子
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
頭
人
を
務
め
た
の

は
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
間
は
十
三
年

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
一
部
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
新
入
者
が
頭
人
を
務
め

る
の
は
ほ
ぼ
十
四
年
か
ら
十
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
新
入
者
と
頭
人
の
関
係
は
、

必
ず
し
も
全
く
機
械
的
に
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
時
々
の
事
情
に
よ
っ
て
取
り
や

め

に
な
る
こ
と
や
遅
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
入
者
と
頭
人
の

関
係
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
一
定
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
十
四
年
か
ら
十
一
年
と
い
う
の
が
通
常
の
年
次
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段
階
で
長
之
屋
の
宮
座
が
、
近
代
の
そ
れ
と
同
じ
く
上
座
・
下

座

と
い
う
家
筋
に
よ
っ
て
勤
め
る
頭
役
が
異
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る

が
、
結
果
的
に
は
そ
の
ト
ー
タ
ル
の
数
は
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
毎
年
、

二
名
ず
つ
の
頭
人
が
選
ば
れ
る
と
す
る
と
、
長
之
屋
の
場
合
に
は
こ
の
十
四
年
か
ら

十
一
年
に
一
度
頭
人
を
務
め
る
規
模
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
十
八
人

か

ら
二
十
二
人
が
長
之
屋
の
規
模
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
規
模
と
い
う

の

は
、
後
に
は
必
ず
し
も
人
数
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
家
の
軒

数
と
し
て
考
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
は
下
る
が
、
「
相
撲
神
事
帳
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

慶
長

十
三
年
（
一
六
〇
八
）
の
記
述
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

　
　

長
屋
村
人
無
人
二
候
テ
頭
役
既
十
三
四
年
に
相
當
仕
候
間
、
當
年
ヨ
リ
座
中

　
　
申
合
頭
ヲ
勤
候
者
ハ
饗
弐
せ
ん
あ
て
下
申
候
未
頭
ヲ
不
勤
者
ハ
壱
せ
ん
あ
て

　
　
下

申
候
二
衆
議
仕
候
者
也

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
慶
長
十
三
年
（
ニ
ハ
〇
八
）
時
点
で
も
頭
役
が
十
三
～
十

四
年
で
当
た
る
状
況
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
言
い
換
え
る
と
年
に
二
人
の
頭
人
が
こ
の

宮
座
か
ら
選
出
さ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
の
規
模
は
二
十
六
人
か
二
十
八
人
程
度
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
先
に
紹
介
し
た
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
最
後
期
で
の
二
十
二
人
か
ら

二

十
八
人
と
い
う
長
之
屋
の
規
模
と
比
べ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
数
は
変
わ
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
時
期
も
、
そ
の
時
点
で
の
西
座
と
東
座

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る
人
数
が
全
く
不
明
で
あ
る
の
で
、
現
在
、
見
ら
れ

る
よ
う
な
極
端
な
座
の
構
成
員
数
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
長
之
屋
の
場
合
に
は
、
近
世
・
近
代
を
通
じ

て

極
端
に
そ
の
座
衆
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と

長
之
屋
の
構
成
員
の
数
は
、
東
座
や
西
座
と
比
較
し
て
か
な
り
少
な
く
、
そ
の
こ
と

が
逆

に
長
之
屋
が
他
の
座
に
比
し
て
上
位
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
十
六
世
紀
中
葉
頃
の
長
之
屋
の
構
成
員
の
階
層
1

そ
の
多
く
が
名
字
を
持
ち
、
殿
や
方
で
呼
ば
れ
る
存
在
を
中
心
に
下
人
ま
で
を
含
む

ー
が
近
世
を
通
じ
て
変
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
相
撲
神
事
帳
」
の

享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
記
述
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
竹

田
梅
龍
殿
儀
一
家
之
衆
も
無
之
神
事
勤
申
事
も
難
成
候
得
共
、
里
村
に
而

　
　
東
林
寺
殿
と
申
家
大
切
之
訳
有
之
、
諸
役
ハ
除
キ
家
来
新
右
衛
門
方
二
而
為

　
　

勤
申
候
、
重
而
も
此
通
能
々
御
菓
子
柿
い
も
諸
当
6
持
寄
勤
申
候

　

つ

ま
り
、
当
時
の
竹
田
梅
龍
氏
の
家
は
も
と
も
と
東
林
寺
殿
と
呼
ば
れ
た
家
筋
で

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）

あ
り
、
里
村
（
東
林
寺
村
）
に
居
住
し
て
い
た
が
、
一
族
も
な
く
困
窮
し
て
い
る
状

況
で

あ
っ
た
の
で
、
そ
の
家
来
衆
に
あ
た
る
新
右
衛
門
が
勤
め
、
ず
い
き
神
輿
の
奉

納
は
他
の
諸
頭
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
田
梅
龍
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
9
）

世
後
期
の
社
家
と
思
わ
れ
る
東
林
寺
殿
の
子
孫
で
あ
り
、
こ
の
時
点
ま
で
は
零
落
し

な
が
ら
も
、
か
ろ
う
じ
て
長
之
屋
の
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま

た
、
十
六
世
紀
中
頃
の
「
相
撲
神
事
帳
」
で
は
「
○
○
殿
下
人
」
と
表
記
さ
れ
て
い
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　　　　　　　　　　　　　　　　表4　頭役勤仕の例

永禄四年

　　　　上座　　　　　　　　　　　　　※（子ハ錐無之候如此候）

　　因幡田新二郎殿（頭人）　　　　　　因幡田新二郎殿嫡子（新入）

天正六年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17年
　　　　下座

　　因幡田新三郎殿（頭人）　　　　　　因幡田新三郎嫡子（新入）

天正十九年

　　　　上座　　　　　　　　　　　　※（子も孫も無之候へ共頭勤候而如此候）

　　因幡田新右衛門尉嫡子（頭人）　　　因幡田新右衛門尉孫嫡子但甚二郎子（新入）

慶長五年（天正十九年の新入注記では出てこない。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　因幡田新右衛門尉嫡子歴満（新入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i15年

慶長十年

　　　　上座

　　因幡田甚二郎（頭人）

元和元年

　　　　下座

　　因幡田菅十（頭人）

元和三年

　　　　上座

　　因幡田甚次郎嫡子（頭人）

寛永四年　下座

　　いなばた勘十郎（頭人）

寛永六年　上座

　　いなばた甚二郎（頭人）

寛永十五年　上座

　　因幡田勘左衛門（頭人）

寛永十七年　下座

　　因幡田与作（頭人）

慶安五年　下座

　　因幡田六兵衛

寛文七年　下座

　　因幡田六兵衛

延宝九年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

元禄九年　下座

　　因幡田小中小路村勘左衛門（頭人）

正徳二年　下座

　　小中小路村勘左工門（頭人）

享保十三年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

延享元年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

宝暦十年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

安永七年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

天明六年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

寛政三年　下座

　　小中小路村勘左衛門（頭人）

※（子ハ無之候へ共頭勤候而如此候）

因幡田甚二郎嫡子（新入）

因幡田菅十嫡子千法師（新入）

因幡田甚次郎孫嫡子（新入）

112年

113年

13年

14年

12年

12年

？9年

年12

＜一一一一一一一「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一」

15年　i

く　　　　　　　　　

14年　i
　　　　l
＜一合…　一一一1

14年　i

　　　　l
＜一　一←→一　1

15年　i
　　　　l
く　　　　　　　

15年　1
　　　　1
くド　　　　　

16年i
　　　　　＜一一一一一一一一1

16年　i
　　　　l
く　　へ　　　　

18年　i
　　　　l
＜　　一一一一一一1

8年　i
　　　　；
く　　　　　　

5年　i
　　　　l
＜一一一一一一」
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た
存
在
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
恐
ら
く
実
際
の
隷
属
的
な
関
係
で
は
な
い
に
し
て
も

「
家
来
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
な
伝
承
を
持
ち
、
実
際
に
主
筋
の
家
に
代
わ
っ
て
頭

人
を
勤
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
零
落
し
た
存
在
で

あ
っ
て
も
、
長
之
屋
の
構
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
記
述
の
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
竹
田
氏
が
「
大
切
之
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
長
之
屋
の
構
成
員
の
数
が
三

十
人
を
欠
け
る
と
い
う
か
な
り
少
数
の
構
成
員
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
と

思
わ

れ

る
。
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
一
、
長
ノ
屋
諸
頭
極
ハ
家
と
く
井
名
人
二
懸
リ
勤
さ
せ
申
筈
申
候
　
長
ノ
屋

　
　
　
　

ノ
屋
敷
へ
外
座
ノ
も
の
来
候
而
も
長
ノ
屋
相
勤
さ
せ
申
極
也

　
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
長
之
屋
の
構
成
員
の
家
跡
（
屋
敷
）
に
、
他
の
座
に
属
す

る
者
が
来
住
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
た
に
来
住
し
た
者
は
長
之
屋
の
構

成
員
と
し
て
、
頭
役
勤
仕
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

先

に
指
摘
し
た
よ
う
に
長
之
屋
が
少
数
の
構
成
員
に
よ
っ
て
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

構
成

員
で
零
落
し
て
村
を
去
る
よ
う
な
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
構
成
員
の
家

跡

に
来
住
し
た
者
に
長
之
屋
の
頭
役
勤
仕
を
負
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

で

は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
長
之
屋
は
も

と
も
と
他
の
座
に
比
べ
て
か
な
り
少
数
の
構
…
成
員
で
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
頭
人

勤
仕
に
よ
る
経
済
的
な
負
担
が
他
の
座
に
比
し
て
大
き
く
な
ろ
う
と
も
、
積
極
的
に

構
成
員
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
長
之
屋
が
他
の
座
と
は
異
な
り
も

と
も
と
社
家
を
中
心
と
し
た
構
成
で
あ
っ
て
、
他
の
座
に
比
し
て
明
ら
か
に
権
威
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
諸
頭
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

近
江
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
中
世
後
期
の
村
人
身
分
の
呼
称
で
あ
り
、
近
世
に
は
一
定

の

家
格
を
示
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
株
座
で
は
、
座
衆
1
1
諸
頭
と

い
う
場
合
も
多
い
が
、
三
上
の
場
合
は
少
し
事
情
が
こ
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
自
永
録
四
年
至
明
治
八
年
相
撲
神
事
西
公
文
所
記
録
」
（
御
上
神
社
文
書
第
二
二

四

号
）
の
中
に
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
起
こ
っ
た
西
座
の
頭
人
の
上
下
に
つ

い
て

の
事
件
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
事
件
は
、
こ
の
年
の
西
座
の
頭
人
清
右
衛
門
と
徳
兵
衛
に
つ
い
て
、
彼
ら
は

年
齢
の
点
で
徳
兵
衛
が
年
上
で
清
右
衛
門
が
年
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
座
に
お
け

る
頭
人
の
上
下
決
定
方
法
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
年
上
で
あ
る
徳
兵
衛
が
上
座
頭
人
、

清
右
衛
門
が
下
座
頭
人
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
清
右
衛
門
に
剃
髪
し
た
親
が
い

た
た
め
に
、
清
右
衛
門
を
上
座
頭
人
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
た
。
禅
門
（
剃
髪

し
た
者
）
は
「
世
ヲ
遁
れ
候
得
者
、
御
除
被
成
候
而
今
日
世
事
相
勤
候
仁
二
而
上
座

末
座
を
分
候
様
二
致
度
」
と
い
う
意
見
と
「
古
来
よ
り
剃
髪
致
候
て
も
、
命
ノ
限
り

二
可

相
勤
御
神
事
之
儀
二
候
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
、
結
果
的
に
「
剃
髪
候
て
も
年

兄
之
儀

な
れ
ハ
、
永
々
上
座
被
致
候
様
相
談
相
極
申
候
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

実
は
、
こ
の
時
に
「
西
座
連
中
ニ
ハ
入
人
之
家
筋
有
之
候
得
者
、
此
瑚
座
配
相
改
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

度
候
」
と
「
も
ろ
頭
」
が
西
座
公
文
の
照
覚
寺
に
申
し
入
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
「
入

人

の

家
筋
」
は
「
兎
角
古
来
ヨ
リ
之
通
」
と
し
て
反
対
し
、
西
座
公
文
の
照
恩
寺
が

困
惑
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
は
従
来
の
と
お
り
、
年
齢
の
上
下
に
よ
っ
て

上
・
下
頭
人
を
決
定
し
た
よ
う
で
あ
る
が
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
や
り
と
り

の

中
で
「
も
ろ
頭
四
十
余
人
」
と
「
入
人
十
人
之
衆
中
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
諸

頭

と
入
人
と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
諸
頭
四
十
余
人
は
西
座
の

み

の

諸
頭
の
数
か
、
長
之
屋
、
東
座
を
含
め
た
全
体
の
諸
頭
の
数
で
あ
る
か
明
確
で

は
な
い
が
、
事
件
の
発
端
が
西
座
内
部
に
お
け
る
頭
人
の
上
下
を
巡
る
論
争
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
西
座
に
お
け
る
諸
頭
の
数
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の

よ
う
に
、
十
八
世
紀
後
半
に
も
諸
頭
と
入
人
と
い
う
一
種
の
家
の
区
分
が
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
諸
頭
と
入
人
と
い
う
区
分
が
、
実
際
に
ど
の
よ

う
に
機
能
し
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
争
論
の
経
過
か
ら
す
れ
ば
、
西
座
は

も
と
も
と
頭
人
の
上
下
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
初

め
て
諸
頭
が
入
人
と
座
配
を
明
確
に
し
た
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
諸

頭

と
入
人
と
い
う
家
の
区
分
は
、
ず
い
き
祭
り
の
中
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
来
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
宮
座
は
中
世
後
期
の
時
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点
で
も
、
社
家
や
有
力
名
主
の
よ
う
に
名
字
を
持
つ
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
百
姓

や
下
人

も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
入
人
も
こ
の
宮
座
の
正
規
の
構
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

成
員
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
記
録
に
は
「
長
之
屋
東

西
諸
頭

ヨ
リ
毎
年
八
月
神
事
前
二
米
壱
升
宛
明
神
御
初
尾
と
名
付
頭
元
へ
遣
頭
元
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

リ
惣
公
文
へ
可
相
納
者
之
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
の
諸
頭
と
い
う
言
葉
は
、
一
定
の

家
格
と
し
て
の
諸
頭
で
は
な
く
、
む
し
ろ
座
衆
そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
次
に
「
子
ハ
難
無
之
候
如
此
候
」
と
い
う
注
記
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

文
言

ど
お
り
に
解
釈
す
れ
ば
「
子
は
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し
た
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
子
供
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
者
（
新
入
と
し
て

記
載

さ
れ
た
者
）
の
宮
座
へ
の
加
入
を
認
め
た
と
い
う
意
味
に
と
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
子
供
が
い
な
い
存
在
と
い
う
の
が
、
果
し
て
新
入
者
と
し
て
記
載
さ
れ

て

い

る
者
な
の
か
あ
る
い
は
そ
の
年
の
頭
人
か
ど
う
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
そ
こ

で

同
様
の
記
述
を
見
て
い
く
と
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
に
は
、
「
因
幡
田
新

右
衛
門
尉
孫
嫡
子
但
甚
二
郎
子
」
を
新
入
者
と
す
る
が
、
同
じ
く
右
肩
に
「
子
も
孫

も
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
、
慶
長
十
年
二

六
〇

五
）
に
は
「
因
幡
田
甚
二
郎
嫡
子
」
を
新
入
者
と
す
る
が
、
そ
の
右
肩
に
「
子

ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
す

る
と
、
子
供
が
い
な
い
存
在
と
い
う
の
は
新
入
者
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
頭
人
」
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
頭
人
に
子
供
が
い
な
い
場
合
に
は
、

子
供

は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
新
入
者
と
し
て
そ
の
子
供
を
認
め
た
と
い
う
意
味
に
と

れ

る
。
確
か
に
上
記
の
よ
う
な
注
記
の
な
い
場
合
に
は
、
あ
る
年
の
頭
人
に
対
し
て

新
入
者

は
そ
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と

も
長
之
屋
で
は
頭
人
を
務
め
る
と
い
う
一
種
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の

子
供
の
新
入
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
よ
う
な
原
則
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
子
ハ
錐
無
之
候
如
此
候
」
と
い
う
注

記
が
生
ま
れ
る
ー
す
な
わ
ち
、
恐
ら
く
未
だ
誕
生
し
て
い
な
い
頭
人
の
子
供
を
新
入

者
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば

「
誕
生

し
て
い
な
い
子
供
」
を
新
入
者
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
の
宮

座
の

あ
り
方
に
と
っ
て
は
全
く
異
常
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
す
る
必
要
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
は
、
こ
の
宮
座
の
規
模
が
先
に
述
べ
た
よ
う

に
最
大
二
十
八
人
前
後
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
二
人
の
頭
人
が
毎
年
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
平
均
と
し
て
は
十
四
～
十
五
年
で
頭
人
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

場
合
、
頭
人
が
そ
の
時
点
で
子
供
が
い
な
い
と
い
う
状
況
で
、
「
誕
生
し
て
い
な
い

子
供
」
が
新
入
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
仮
に
す
ぐ
に
そ
の
子
供
が
生
ま

れ
て

実

際
の
宮
座
に
加
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
供
が
頭
人
を
務
め
る
十
四
～
十

五
年
後
の
時
点
で
は
、
そ
の
子
供
の
年
齢
は
十
四
～
十
五
歳
以
下
と
い
う
こ
と
に
な

る
か
ら
、
そ
の
時
点
で
も
新
入
者
は
基
本
的
に
「
誕
生
し
て
い
な
い
子
供
」
と
い
う

可
能
性
が
高
く
、
更
に
こ
れ
が
誕
生
す
る
の
が
数
年
先
に
な
る
と
す
れ
ば
、
頭
人
の

年
齢
は
更
に
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
新
入
者
と

し
て
登
録
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
新
入
者
が
頭
人
を
務
め
る
時
期
が
来
て
も
、
実
際
に

は
新
入
者
が
い
な
い
た
め
に
、
別
の
者
（
原
則
的
に
は
そ
の
親
か
）
が
何
度
も
頭
人

を
務
め
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

は
最
初
か
ら
長
之
屋
程
度
の
人
数
の
宮
座
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
方
で
頭
人
を
務
め
る

と
い
う
義
務
を
果
た
す
と
同
時
に
自
分
の
子
供
が
座
の
新
入
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る

と
い
う
原
則
の
中
で
、
架
空
の
子
供
が
登
録
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
す
る

こ
と
に
よ
る
何
ら
か
の
優
位
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書
』
の
応
永
十
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

四
〇
三
）
の
「
座
公
事
定
書
案
」
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
当
時
、
今
堀
の
宮
座
は
「
村

人
」
と
「
チ
ケ
（
地
下
）
ノ
中
人
マ
ウ
ト
（
間
人
）
ノ
人
」
の
二
つ
の
階
層
に
よ
っ

て

構
成
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
二
つ
の
階
層
の
差
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る

座

中
で
の
区
別
は
、
「
チ
ケ
（
地
下
）
ノ
中
人
マ
ウ
ト
（
間
人
）
ノ
人
」
は
「
三
ツ
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ア
ニ
（
兄
）
ニ
テ
ア
リ
ト
モ
、
下
ニ
ツ
ク
ヘ
シ
」
と
い
う
文
言
と
し
て
表
現
さ
れ
て

い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
チ
ケ
（
地
下
）
ノ
中
人
マ
ウ
ト
（
間
人
）
ノ
人
」
は
三
歳
年

上

で
あ
っ
て
も
、
「
村
人
」
の
下
に
つ
く
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
「
村
人
」
と
「
チ

ケ
（
地
下
）
ノ
中
人
マ
ウ
ト
（
間
人
）
ノ
人
」
の
差
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

階

層
を
宮
座
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
反
映
さ
せ
る
場
合
に
、
「
チ
ケ
（
地
下
）
ノ
中
人

マ

ウ
ト
（
間
人
）
ノ
人
」
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
村
人
」
と
の
階
層
差
を

年
齢
の
差
と
し
て
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
な
階

層
差
を
年
齢
の
差
と
し
て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ

れ

は
一
種
の
年
齢
階
梯
的
な
社
会
規
範
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と

で

あ
ろ
う
。
そ
の
当
時
の
今
堀
の
宮
座
と
長
之
屋
の
宮
座
を
均
質
的
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
長
之
屋
に
お
け
る
架
空
の
新
入
者
の
登
録
シ
ス

テ

ム

を
考
え
る
場
合
に
非
常
に
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
座
に
加
入
す
る
年
齢

が
低
い
　
そ
の
人
に
と
っ
て
早
い
時
期
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
1
同
一
年
齢
の
者
に

比
べ
て
明
ら
か
に
優
位
で
あ
る
ー
よ
り
早
く
上
位
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
架
空
の
新
入
者
を
認
め
る
と
い
う
よ
う

な
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
得
た
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
一
方
の
事

情

と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
頭
人
が
務
め
る
神
事
儀
礼
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
頭

人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
子
供
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
、
本
来
、
頭

人

と
そ
の
子
供
と
い
う
儀
礼
上
の
役
割
か
ら
、
頭
人
と
新
入
者
の
関
係
が
あ
る
べ
き

で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
敢
え
て
架
空
の
新
入
者
の
記
載
ー
実
際
の
儀
礼
に
お
い

て

は
、
関
係
の
あ
る
子
供
を
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
が
ー
と
し
て
現
れ
て
い
る
の

で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
現
行
の
ず
い
き
祭
り
で
は
、
芝
原
式

の

最
後
の
場
面
で
、
東
座
と
西
座
の
頭
人
か
ら
出
さ
れ
た
子
供
に
よ
る
大
相
撲
・
小

相
撲
の
神
事
が
あ
る
。
現
在
で
は
こ
の
行
事
自
身
、
芝
原
式
の
最
後
の
場
面
の
付
け

足

し
の
よ
う
に
も
思
え
る
簡
単
な
行
事
で
あ
る
が
、
ず
い
き
祭
り
は
も
と
も
と
「
若

宮
殿
相
撲
神
事
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
御
上
神
社
に
鎌
倉
期
と
さ
れ
る
「
相
撲
人
形
」

が
残

さ
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
本
来
、
か
な
り
重
要
な
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
定
で
き
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
東
座
と
西
座
の
頭
人
か
ら
出
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
二

人
の
年
齢
に
差
の
あ
る
子
供
が
務
め
、
そ
の
子
供
た
ち
は
頭
人
と
親
子
の
関
係
で
あ

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
が
、
本
来
の
こ
の
よ
う
な
行
事
の
あ
り
方
か
ら
想
像
す
れ

ば
、
む
し
ろ
本
来
は
親
子
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
現
在
の

行
事
の
中
で
は
、
長
之
屋
は
相
撲
を
出
さ
な
い
。
し
か
し
、
「
寛
文
文
書
三
上
大
明

　
　
（
2
5
）

神
之
事
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
一
　
九
月
十
四
日
ノ
御
神
事
ノ
頭
人
ト
テ
十
二
人
ノ
頭
人
有
リ
正
頭
六
人
助

　
　
　
　
頭

ト
テ
六
人
有
リ
是
ハ
若
正
頭
之
人
火
ノ
指
合
有
ル
時
助
頭
之
人
勤
ル

　
　
　
　
御
神
事
ヲ
也
故
二
定
ム
十
二
人
ヲ
助
頭
以
来
二
年
間
之
精
進
忌
悪
敷
火

　
　
　
　
也

十
一
日
ノ
夜
御
湯
立
ト
テ
六
頭
之
家
ニ
テ
立
ル
御
湯
十
四
日
之
晩
二

一
頭

ヨ
リ
備
神
前
へ
御
饗
井
花
平
餅
御
菓
子
一
合
ヲ
六
頭
共
二
備
之
十

　
　
　
　
二
番
之
神
ノ
相
撲
有
リ
其
外
少
々
儀
式
有
之
是
ハ
地
主
若
宮
ノ
御
神
事

　
　
　
　
之
由
申
伝
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
相
撲
は
も
と
も
と
六
頭
（
各
座
二
人
の
正
頭
）
か
ら
十
二
番

の

神
の
相
撲
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
現
在
の
相
撲
の
取
り

組
み
数

よ
り
も
四
番
多
い
。
現
在
の
行
事
と
同
じ
よ
う
に
東
西
両
座
だ
け
か
ら
相
撲

を
出
し
た
と
す
れ
ば
、
各
座
の
上
下
頭
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
番
ず
つ
を
務
め
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
一
方
で
長
之
屋
を
含
む
と
す
る
と
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
の
三

座
の
上
下
頭
人
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
出
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
現
在

で

は
姿
を
消
し
て
い
る
長
之
屋
の
上
下
頭
人
か
ら
も
相
撲
を
務
め
る
こ
と
が
あ
っ
た

可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
相
撲
が
子
供
に
よ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
八
月
の
三
上
神
社
録
に
「
小
児
輩
務
ム
之
ヲ
又
九
日
ヨ
リ
至

リ
十
四
日
頭
人
ノ
家
潔
斎
」
と
あ
り
、
現
在
と
同
じ
く
子
供
が
務
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
恐

ら
く
ど
ち
ら
か
一
方
の
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
両
方
の
理
由
か
ら
こ
の
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
架
空
の
子
供
を
新
入
者
と
す
る
と
い
う

矛
盾
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
改
変
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
考
え
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（
2
7
）

ら
れ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
神
事
帳
」
の
頭
人
と
新
入
者
の
関
係
に
つ
い
て
の

記
述

は
、
次
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
入
者
に
記
さ
れ
た
頭

人

を
務
め
た
年
次
に
つ
い
て
は
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
で
記
載
さ
れ
な
く
な

り
、
定
期
的
な
新
入
者
の
記
述
自
身
も
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
で
終
了
し
、
以

降
、
新
入
者
の
記
述
は
定
期
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
数
に
つ
い
て
も
一
定
の

数
で

な
く
な
り
、
散
見
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
点
以
降
に
つ
い

て

は
、
記
述
さ
れ
る
新
入
者
は
臨
時
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
に
入
座
者
と
し
て
の
記
述
を
必
要
と
し
な
い
、
自
動
的
に

頭
人
が
決
定
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
再
構
築
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
、
先
に
述
べ
た
「
子
ハ
難
無
之
候
如
此
候
」
と
い
う
特
殊
な
注
記
に
つ
い
て

み

る
と
、
こ
れ
も
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
が
そ
の
最
後
と
な
り
、
以
降
は
そ
の
注
記

が
な
く
な
る
。
恐
ら
く
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
か
ら
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
の
間

に
従
来
の
シ
ス
テ
ム
が
整
理
さ
れ
移
行
さ
れ
る
期
間
を
設
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
従
来
の
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
き
た
年
齢
階
梯
的
な
原
理
が
す
ぐ

に

消
失
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
貞
享
二
年
（
一
⊥
ハ
八

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

五
）
の
三
上
村
の
「
村
掟
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
一
、
ほ
っ
た
い
の
時
分
ハ
猶
以
身
体
二
応
シ
、
せ
ん
ち
や
ば
か
り
こ
て
名
ひ

　
　
　
　

ろ
め
可
申
事

　

こ
こ
で
い
う
「
ほ
っ
た
い
」
と
い
う
の
は
、
「
法
体
」
は
剃
髪
し
て
坊
主
姿
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
宮
座
で
も
見
る
こ
と
の
で

き
る
い
わ
ば
「
坊
主
成
」
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
通
常
、
こ
の
「
坊
主
成
」
は

一
定
の
年
齢
（
例
え
ば
六
十
歳
等
）
に
達
し
た
段
階
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か

ら
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
も
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な
老
齢
期
に
達
し
た
段
階
で
行
わ

れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
更
に
年
代
は
下
が
る
が
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
時
点
で
も
「
古
来
よ
り
剃
髪
致
候
て
も
命
ノ
限
二
可
相
勤
御
神
事
二
候
」
と
あ
り
、

こ
の
剃
髪
と
い
う
文
言
は
、
明
ら
か
に
老
齢
期
に
達
し
た
人
物
の
こ
と
を
指
し
て
お

り
、
こ
の
時
点
で
も
「
坊
主
成
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

　

頭
役
勤
仕
と
負
担

　

頭

人
の
選
任
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
は
先
に
述
べ
た
通
り
各
座
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
各
座
の
構
成
家
数
の
大
き
な
格
差
が
一
つ
の
原
因
に
な
っ

て

い

る
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
先
に
推
定
し
た
よ
う
に
長
之
屋
の

場
合
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
段
階
で
も
三
十
人
に
欠
け
る
ほ
ど
の
規
模

で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
も
現
在
ほ
ど
の
差
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
東

座
や
西
座

と
比
較
し
て
少
人
数
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
頭

人
を
務
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
経
済
的
な
負
担
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ

の

こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

時
代
は
下
る
が
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
の
「
寳
永
元
年
九
月
一
日
若
宮
大
明

神
相
撲
神
事
帳
」
（
御
上
神
社
文
書
第
＝
三
号
）
に
そ
の
経
済
的
な
負
担
を
具
体
的

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
史
料
は
、
「
近
年
大
宮
若
宮
十
禅
師
拝
殿
楼
門
神
輿

部
屋
東
西
假
屋
御
供
所
其
外
末
社
等
悉
及
大
破
候
」
と
い
う
状
況
の
中
で
「
九
月
相

撲
之
神
事
を
軽
く
勤
候
籐
米
を
連
・
た
く
ハ
へ
修
補
之
助
に
可
致
」
と
し
て
そ
の
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

担
の
軽
減
を
決
定
し
た
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
改
定
以
前
ま
で
東
西
の
頭
人
の
負
担
は
、
九
月
九
日

の

甘

酒
と
め
ず
し
の
外
に
米
一
升
、
十
三
日
に
濁
酒
一
升
と
米
一
升
、
十
四
日
の
供

え
物
と
し
て
花
び
ら
餅
が
大
が
六
枚
、
小
が
一
三
五
枚
、
饗
（
白
箸
・
小
土
器
〈
あ

ら
め
・
ざ
く
ろ
付
き
〉
）
を
そ
れ
ぞ
れ
の
座
の
諸
頭
分
（
た
だ
し
、
事
前
に
各
諸
頭
か

ら
米
三
升
ず
つ
渡
さ
れ
て
い
る
）
、
役
饗
を
各
座
の
公
文
と
市
、
定
使
、
宮
使
の
分

と
し
て
半
饗
と
本
饗
を
二
盃
ず
つ
、
十
四
日
の
御
供
と
し
て
白
米
二
升
五
合
ず
つ
の

負
担
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
長
之
屋
は
「
六
頭
之
内
長
之
屋
上
下
座
共
往
古

よ
り
長
半
分
と
申
傳
半
役
之
勤
也
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
負
担
分
が
半
分
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
長
之
屋
が
東
座
や
西

座

に
比
し
て
、
そ
の
構
成
す
る
家
数
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
、
よ
り
頻
繁
に
頭
人
を
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務
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
負
担
の
軽
減
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
、
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
頭
人
と
座
衆
の
関
係
の
一
端
を
か
い
ま
見
る
こ
と

が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
頭
人
は
各
々
の
属
す
る
諸
頭
か
ら
米
三
升
を
受
け
取
っ
て

お
き
、
十
四
日
（
ず
い
き
神
輿
の
奉
納
日
）
朝
に
は
、
こ
れ
で
饗
（
春
祭
の
例
か
ら

考
え
る
と
一
種
の
白
蒸
と
思
わ
れ
る
）
を
作
り
、
白
箸
と
小
土
器
に
入
れ
た
あ
ら
め

と
ざ
く
ろ
を
添
え
て
配
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
現
在
で
は
も
は
や

明
確
で
な
い
頭
人
と
座
衆
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
先
の
頭
人
が
負

担
す
る
大
花
び
ら
の
具
体
的
な
使
い
方
に
つ
い
て
も
、
十
二
枚
は
芝
原
式
に
出
し
、

三

枚
ず
つ
が
神
主
家
と
二
軒
の
社
家
（
大
谷
氏
と
平
野
氏
）
、
一
枚
が
庵
主
、
一
枚

半
が
宮
仕
、
十
二
枚
半
が
市
に
渡
さ
れ
た
こ
と
や
、
小
花
び
ら
も
一
三
五
枚
が
神
主

家
、
八
十
八
枚
が
平
野
氏
、
三
十
九
枚
が
平
野
氏
の
隠
居
、
十
枚
が
庵
室
、
二
十
五

枚
が
宮
仕
、
三
八
八
枚
が
市
へ
渡
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
十
四
日
の
御
供
も

各
頭
人
が
負
担
す
る
二
升
五
合
の
白
米
が
半
饗
十
九
盃
に
さ
れ
て
、
後
に
神
主
家
に

五

盃
、
大
谷
氏
に
五
盃
、
平
野
氏
の
隠
居
に
二
盃
、
市
に
三
盃
、
宮
仕
に
四
盃
と
し

て

下
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
頭
人
の
負
担
を
軽
減
し
て
東
座
と
西
座
で
は
上
下

両
頭
人
で
米
三
斗
六
升
七
合
五
夕
方
、
長
之
屋
は
上
下
両
頭
人
で
米
二
斗
六
升
三
合

七

夕
五
才
の
負
担
と
し
、
そ
の
代
わ
り
に
一
頭
人
あ
た
り
銀
十
五
匁
以
上
と
、
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の

神
事
前
に
各
々
の
座
の
諸
頭
が
初
尾
米
と
し
て
米
一
升
を
頭
人
に
出
し
て
、
頭
人

か

ら
惣
公
文
に
渡
し
て
、
そ
の
銀
米
を
庄
屋
、
年
寄
、
三
公
文
に
貸
し
付
け
て
修
復

料

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
頭
人
を
務
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な

り
の
経
済
的
な
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
史
料
以
外
に
ま

と
ま
っ
た
頭
人
の
負
担
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
が
、
先
に
紹
介
し
た
「
相
撲
神
事

帳
」
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
（
天
正
七
歳
）

　
　
當
年
者
社
領
廿
五
石
御
寄
進
付
而
六
斗
ツ
・
頭
人
二
宮
ヨ
リ
下
行
候
条
去
年

　
　
寅
年
ヨ
リ
又
下
か
た
半
分
に
成
申
候
、
假
屋
資
子
モ
三
升
宛
懸
候
也

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
假
屋
資
子
三
升
が
頭
人
に
懸
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
い
う
假
屋
資
子
と
は
、
こ
の
当
時
に
は
あ
っ
た
假
屋
の
修
復
料
の
よ
う
な
性

格
の

も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
御
上
神
社
に
は
、
こ
の
假
屋
は
消
失
し

て

い

る
が
、
先
の
宝
永
元
年
の
史
料
の
中
で
も
「
假
屋
」
の
名
称
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
近
世
に
は
假
屋
と
称
す
る
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
ず
い
き
祭

り
で
は
な
い
が
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
の
史
料
に
は
「
神
舘
社
家
神
鉾
ノ
大
工
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

小
笹
原
村
鍛
冶
當
迄
西
の
仮
屋
二
着
座
、
侍
分
之
者
ハ
東
ノ
假
屋
へ
着
座
（
後
略
）
」

と
あ
り
、
あ
る
程
度
常
設
の
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
「
相
撲
神
事

帳
」
の
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
（
慶
長
十
三
歳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
天
正

十
二
年
亥
歳
新
入
請
け
候
へ
共
、
其
後
守
山
へ
逐
電
仕
、
資
子
ハ
か
け

　
　
候
へ
共
、
嫡
子
市
若
幼
少
候
て
平
野
所
二
奉
公
仕
候
故
頭
ヲ
勤
候
事
成
ま
し

　
　

き
と
遠
慮
仕
り
候
処
二
、
此
市
若
者
慶
長
八
年
辰
歳
失
申
候
間
、
資
子
い
ま

　
　
た
懸
不
申
中
絶
仕
候
間
、
當
年
座
中
よ
り
き
め
を
つ
き
資
子
を
か
け
さ
せ
饗

　
　

は
下
候
者
也

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
近
世
の
初
頭
に
は
頭
人
及
び
新
入
者
の
負
担
は
更
に
大
き
い
も

の

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上

述
べ
た
来
た
よ
う
に
、
御
上
神
社
の
ず
い
き
祭
り
は
中
世
後
期
か
ら
、
長
之

屋
、
東
座
、
西
座
と
い
う
宮
座
が
公
文
を
中
心
に
し
た
形
で
行
わ
れ
て
き
た
。
宮
座

内
部
の
組
織
的
な
変
遷
は
、
そ
の
一
部
を
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の

段

階
で
も
恐
ら
く
長
之
屋
は
、
そ
の
構
成
者
数
は
東
座
や
西
座
に
比
し
て
か
な
り
少

な
く
、
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
長
之
屋
の
権
威
が
、
そ
の
外
の
座
に
比
し
て
高
い
こ
と

を
示
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
宮
座
の
内
部
は
も
と
も
と
基
本
的
に
年
齢
階

梯
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。
御
上
神
社
に
伝
わ
る
祭
祀
が

こ
の
ず
い
き
祭
り
に
限
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
自
身
一
種
の
典
型
的
な
宮
座
の
祭

祀

と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
御
上
神
社
の
祭
祀
は
こ
の
ず
い

き
祭
り
に
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
御
上
神
社
と
し
て
は
「
春
祭
り
」
こ
そ
が
例
祭
で

あ
り
、
神
社
と
し
て
の
最
大
の
祭
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
春
祭
り
に
つ
い
て
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見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

②
御
上
神
社
の
春
祭
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
御
上
神
社
の
春
祭
り
に
つ
い
て
は
、
真
野
純
子
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
詳
し
い
報
告

が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
報
告
を
基
に
し
な
が
ら
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

現
在
の
春
祭
り
は
、
五
月
十
四
日
に
行
わ
れ
る
が
、
昭
和
三
十
七
年
以
降
は
神
輿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

老
朽
化
の
影
響
か
ら
か
、
そ
れ
ま
で
の
渡
御
と
大
き
く
様
相
を
変
え
て
し
ま
っ
た
。

そ

の

意
味
で
は
細
部
に
つ
い
て
は
若
干
の
変
更
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
古
態
を
残
し

て

い

る
ず
い
き
祭
り
と
際
立
っ
た
対
称
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
ず
い

き
祭
り
と
比
較
す
る
意
味
か
ら
、
昭
和
三
十
七
年
以
前
の
春
祭
り
に
つ
い
て
考
察
を

加
え
て
い
き
た
い
。

　
春
祭
り
の
祭
礼
次
第

　
四

月
一
日
　
マ
ツ
リ
ガ
ミ
（
祭
り
神
）

　

こ
の
日
は
、
年
毎
に
三
上
を
構
成
す
る
五
つ
の
集
落
を
順
番
に
廻
る
「
渡
し
番
」

（
ワ
タ
シ
バ
ン
）
に
当
た
っ
た
集
落
で
は
、
一
軒
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
、
集
会
所
等

で
春
祭
り
で
渡
し
番
が
務
め
る
役
に
当
た
る
人
を
総
代
が
中
心
に
な
っ
て
決
め
た
。

渡
し
番
で
出
す
役
は
、
昭
和
三
十
六
年
に
は
、
警
固
二
人
、
猿
田
彦
一
人
、
弓
持
二

人
、
練
童
一
人
、
獅
子
二
人
、
具
足
二
人
、
太
鼓
打
一
人
、
太
刀
持
十
人
、
馬
口
取

一
人
、
尻
引
一
人
、
射
引
二
人
、
御
供
昇
二
人
、
世
話
係
一
人
、
使
二
人
、
御
供
蒸

五

人
、
合
図
太
鼓
一
人
、
台
持
二
人
、
買
物
係
一
人
、
神
輿
番
二
人
、
供
二
人
、
三

大
神
役
四
人
、
唐
櫃
二
人
、
馬
係
一
人
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
役
は
す
べ
て
男

で

あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
日
に
集
落
に
よ
っ
て
は
、
五
月
十
四
日
の
春
祭
り
の
際
に

御
旅
所
に
供
え
ら
れ
る
御
供
用
の
米
を
精
米
し
た
。
実
際
の
祭
り
の
日
か
ら
一
月
以

上

も
前
に
役
割
を
決
め
る
の
は
、
葬
式
や
産
の
忌
の
た
め
に
、
役
が
当
た
っ
た
者
が

務
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
別
の
者
が
務
め
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

　

五
月
十
三
日
　
ヨ
ミ
ヤ
（
宵
宮
）

　

祭
り
の
前
日
の
十
三
日
の
午
後
一
時
頃
か
ら
、
渡
し
番
の
集
落
で
は
家
々
か
ら
一

人
ず
つ
が
出
て
、
神
社
の
境
内
に
あ
る
神
輿
庫
か
ら
三
社
の
神
輿
（
大
宮
・
若
宮
・

十
禅
師
）
を
出
し
て
、
拝
殿
に
飾
る
。
飾
っ
た
後
は
翌
日
ま
で
渡
し
番
か
ら
神
輿
番

役
二
人
が
出
て
一
晩
監
視
す
る
。

　

五
月
十
四
日
　
ホ
ン
ビ
（
本
日
）

　
当
日
の
午
前
中
に
渡
し
番
の
使
い
が
オ
モ
ノ
ヤ
ド
（
雄
物
宿
）
へ
挨
拶
に
行
く
。

雄
物
宿
と
い
う
の
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
三
基
の
神
輿
を
担
ぐ
雄
物
講
が
集
合
し
て

い

る
宿
の
こ
と
で
あ
る
。
羽
織
、
袴
、
白
足
袋
に
カ
ミ
ツ
ケ
草
履
（
鼻
緒
に
白
い
紙

を
巻
い
た
草
履
）
を
履
い
た
使
い
が
二
人
、
雄
物
宿
の
門
口
で
草
履
を
脱
い
で
、
足

袋
裸
足
に
な
っ
て
土
間
に
入
り
お
渡
り
の
予
定
の
時
刻
を
告
げ
て
挨
拶
す
る
。
こ
れ

を
ヤ
ド
ツ
カ
イ
（
宿
使
い
）
と
い
い
、
雄
物
講
が
五
つ
あ
る
の
で
五
箇
所
に
同
様
の

挨
拶
を
し
に
行
く
。

　
一
方
、
渡
し
番
の
宿
で
は
、
こ
の
日
の
朝
、
宿
の
せ
い
ろ
を
借
り
て
四
人
ほ
ど
で

米
を
蒸
し
た
。
こ
れ
を
御
供
さ
ん
蒸
し
と
い
っ
た
。
御
供
さ
ん
は
底
の
な
い
桶
状
の

型

に
炊
い
た
白
米
を
詰
め
て
形
を
作
り
、
こ
れ
に
真
菰
で
五
段
に
鉢
巻
き
を
し
た
も

の

で

あ
る
。
こ
の
型
は
神
社
か
ら
借
り
て
く
る
。
型
は
大
小
あ
る
が
、
大
き
い
方
は

高
さ
が
二
十
五
セ
ン
チ
、
幅
十
八
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
御
供
さ
ん
は
三
つ

作
り
板
折
敷
に
載
せ
る
。
こ
の
他
に
御
旅
所
で
の
供
え
物
と
し
て
、
若
布
の
二
杯
酢
、

蒸
し
海
老
、
甘
酒
を
用
意
し
、
御
供
さ
ん
を
つ
か
む
箸
は
カ
エ
バ
の
木
の
両
口
を
削
っ

て

作
っ
た
。
午
前
十
一
時
頃
に
な
る
と
、
神
社
で
祭
典
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
参
列
者

は
神
社
の
役
員
以
外
に
、
区
長
、
総
代
、
氏
子
総
代
等
で
あ
り
、
渡
御
列
に
加
わ
る

役
の
者
が
参
加
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
午
後
三
時
頃
に
な
る
と
、
渡
し
番
が
神
社
で
宮
入
り
の
太
鼓
を
叩
い
た
。
神
社
の

森
の
中
に
郷
倉
が
あ
り
、
そ
の
二
階
が
太
鼓
部
屋
に
な
っ
て
い
た
。
行
列
役
の
者
は
、

渡
し
番
の
宿
で
衣
装
を
着
け
て
、
時
間
ま
で
に
神
社
に
行
っ
て
、
雄
物
講
が
宮
入
り

す
る
ま
で
社
務
所
で
待
っ
て
い
た
。
渡
し
番
が
務
め
る
以
外
の
渡
御
列
の
役
で
あ
る
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侍
、
ホ
コ
持
役
、
宮
大
工
と
渡
し
番
の
役
の
人
々
が
揃
う
と
、
渡
し
番
の
警
固
役
二

人
が
雄
物
講
の
人
々
を
迎
え
に
い
く
。
一
方
、
雄
物
講
は
午
後
一
時
に
各
組
の
宿
に

集
合
し
て
宿
で
峠
を
着
用
し
て
か
ら
お
神
酒
を
呼
ば
れ
、
宮
入
り
の
太
鼓
の
合
図
で
、

宿
の
門
口
に
立
っ
て
榊
で
清
め
の
水
を
か
け
て
か
ら
揃
っ
て
出
発
す
る
。
雄
物
を
迎

え
に
行
っ
た
警
固
役
は
途
中
の
道
で
一
同
が
揃
う
と
、
宮
の
森
の
入
り
口
で
、
先
陣

の

雄
物
の
先
頭
二
人
に
挨
拶
し
、
先
導
し
な
が
ら
先
陣
ー
後
陣
－
十
禅
師
の
順
で
宮

の

森
に
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
か
ら
宮
の
森
に
行
く
道
は
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
て
お
り
、

見
合
い
と
称
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
組
の
雄
物
同
志
の
挨
拶
や
順
番
も
決
ま
っ
て
い
た
。

　
警

固
を
先
頭
に
し
て
雄
物
が
境
内
に
入
っ
て
く
る
と
、
渡
御
列
の
役
の
人
々
は
神

武
天
皇
遙
拝
所
で
神
主
の
御
祓
い
を
受
け
た
。
御
祓
い
が
済
む
と
、
雄
物
の
人
々
が

警
固
の
先
導
で
楼
門
の
中
に
入
っ
て
、
神
輿
の
安
置
し
て
あ
る
拝
殿
に
昇
る
。
雄
物

が
楼

門
の
中
に
入
る
と
、
神
主
や
他
の
役
の
者
が
楼
門
の
中
に
入
る
。
神
主
は
三
人

で
各
神
輿
の
前
に
立
っ
て
、
一
斉
に
祝
詞
を
あ
げ
る
。
祝
詞
の
間
に
雄
物
は
着
し
て

い

た
枠
を
脱
い
で
、
家
の
者
が
宿
の
者
に
渡
す
。
そ
の
後
、
神
輿
の
横
棒
を
晒
で
付

け
直
し
て
担
げ
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
祝
詞
の
後
、
御
祓
い
の
後
、
宮
大
工
が
拝
殿

中
央
に
置
か
れ
た
大
宮
の
鳳
風
（
ウ
ノ
ト
リ
と
い
う
）
を
外
し
て
、
神
輿
が
拝
殿
の

外

に
出
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
拝
殿
か
ら
楼
門
の
外
に
出
さ
れ
た
神
輿
は
、
楼
門
の

外

で
一
端
脚
立
を
置
い
て
安
置
し
、
大
宮
に
先
の
鳳
風
を
付
け
る
。
こ
れ
が
済
む
と
、

行
列
を
組
ん
で
御
旅
所
ま
で
渡
御
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
順
番
は
、
警
固
二
人
－
猿
田

彦
一
人
ー
鉾
持
ち
一
人
－
巫
女
一
人
－
練
童
一
人
ー
御
弓
二
人
－
射
張
二
人
ー
具
足

二
人
－
獅
子
頭
二
人
i
踊
り
子
八
人
ー
太
鼓
三
人
（
二
人
は
大
人
で
太
鼓
を
昇
き
、

子
供
一
人
が
叩
く
役
）
1
神
輿
三
基
（
大
宮
－
若
宮
－
十
禅
師
）
…
侍
ー
御
馬
－
宮
司

ー
社
家
ー
宮
大
工
ー
氏
子
総
代
の
順
で
あ
っ
た
。
御
旅
所
に
着
く
と
神
輿
三
基
を
並

べ
、
そ
の
後
ろ
の
松
の
木
に
猿
田
彦
の
面
を
付
け
た
鉾
を
立
て
か
け
る
。
渡
御
列
が

御
旅
所
に
到
着
す
る
前
に
、
渡
し
番
か
ら
供
え
物
の
入
っ
た
唐
櫃
を
担
い
で
運
ん
で

お

く
。
唐
櫃
に
入
っ
た
供
え
物
は
、
雄
物
が
板
折
敷
に
御
供
さ
ん
と
海
老
、
若
布
、

箸
、
カ
ワ
ラ
ケ
を
載
せ
て
も
ら
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
輿
の
前
に
供
え
る
。
他
に
御
供

さ
ん
三
つ
が
宮
司
、
大
宮
（
先
陣
・
後
陣
）
と
若
宮
の
雄
物
、
十
禅
師
の
雄
物
に
も
当

た
る
。
神
主
は
猿
田
彦
に
あ
る
所
に
拝
礼
し
て
か
ら
、
祝
詞
を
あ
げ
て
神
輿
の
御
祓

い

を
す
る
。
こ
の
行
事
が
済
む
と
、
供
え
物
を
下
げ
て
御
旅
所
で
い
た
だ
く
。
そ
の

後
、
到
着
し
た
時
と
同
じ
順
序
で
行
列
を
組
ん
で
御
上
神
社
に
向
か
う
。
楼
門
の
所

で

神
輿
昇
き
は
神
輿
を
肩
か
ら
外
し
て
手
に
下
げ
て
持
ち
拝
殿
に
安
置
す
る
。
神
輿

は
渡
御
前
と
反
対
の
方
向
に
し
て
安
置
し
、
雄
物
は
本
殿
前
、
若
宮
、
本
殿
裏
、
十

禅
師
の
順
に
柏
手
を
打
っ
て
三
社
に
お
礼
参
り
を
す
る
。
拝
殿
に
安
置
さ
れ
た
神
輿

は
、
受
け
取
り
番
と
い
っ
て
来
年
の
渡
し
番
を
務
め
る
集
落
の
者
が
片
づ
け
る
。
侍

は
神
社
に
戻
る
と
社
務
所
に
寄
っ
て
挨
拶
を
受
け
て
帰
る
。
一
方
、
社
務
所
で
は
神

主
、
氏
子
総
代
、
ホ
コ
（
鉾
）
持
ち
役
、
宮
大
工
が
集
ま
っ
て
直
会
を
開
く
。
渡
し
番

の
人
々

は

渡
御
か
ら
帰
る
と
、
渡
し
番
の
宿
に
集
ま
り
、
カ
ワ
ラ
ケ
に
一
杯
ほ
ど
御

神
酒
を
呼
ば
れ
て
帰
っ
た
。

　
春
祭
り
の
祭
祀
組
織

　
春
祭
り
の
祭
祀
組
織
は
、
ず
い
き
祭
り
の
祭
祀
組
織
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
春
祭
り
の
場
合
は
、
原
則
的
に
五
つ
の
集
落
を
横
断
的
に
組
織
す
る
長

之

屋
、
東
座
、
西
座
と
い
う
三
つ
の
宮
座
を
基
本
的
な
単
位
と
し
て
い
る
。
春
祭
り

の
場
合

は
、
そ
の
よ
う
な
横
断
的
な
組
織
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
五
つ
の
集
落
を

単
位
と
し
て
、
毎
年
、
順
番
に
「
渡
し
番
」
が
廻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
順

番
は
、
山
出
、
前
田
、
小
中
小
路
、
大
中
小
路
、
東
林
寺
の
順
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ

の

集
落
で
渡
し
番
を
務
め
る
時
は
、
集
会
所
や
公
民
館
等
の
寄
り
合
い
場
所
を
決

め

て
、
役
割
の
分
担
や
春
祭
り
に
使
用
す
る
供
え
物
等
の
準
備
に
使
用
し
た
。
渡
し

番
を
務
め
る
集
落
の
役
割
は
、
①
春
祭
り
の
渡
御
列
の
所
定
の
役
を
務
め
る
人
を
出

す
こ
と
、
②
御
旅
所
に
供
え
ら
れ
る
ゴ
ク
さ
ん
（
御
供
）
用
の
米
を
集
め
て
精
米
す

　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
渡
し
番
」
を
務
め
る
時
に
各
集
落
で
分
担
す
る
役
割
と
人
数
は
表
5
の
と
お
り

で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
役
は
、
四
月
一
日
の
マ
ツ
リ
ガ
ミ
（
祭
り
神
）
の
日
に
、
字
の
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人
々

が
集
ま
り
総
代
が
中
心
に
な
っ
て
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
実
際
の
祭
り

の

日
か
ら
一
月
以
上
も
前
に
役
割
を
決
め
る
の
は
、
葬
式
や
産
の
忌
の
た
め
に
、
役

が
当
た
っ
た
者
が
務
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
別
の
者
が
務
め
や
す
く
す
る
た

め

で
あ
る
と
い
う
。

　

さ
て
、
こ
の
渡
御
列
の
役
は
す
べ
て
「
渡
し
番
」
の
集
落
の
者
が
務
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
渡
し
番
」
が
集
落
を
単
位
と
し
て
輪
番
に

務
め

る
と
い
う
、
集
落
毎
の
負
担
を
平
等
化
す
る
合
理
的
な
役
割
分
担
方
式
で
あ
っ

た
一
方
で
、
一
部
の
役
に
つ
い
て
は
集
落
と
は
関
係
な
く
、
そ
の
役
を
務
め
る
者
が

家
と
し
て
固
定
化
し
、
い
わ
ば
世
襲
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
役
は
、
神
主
、
巫
女
、
あ
る
い
は
宮
大
工
と
い
う
、
い
わ
ば
祭
礼
に
お
い
て

家
の
職
掌
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
役
だ
け
で
な
く
、
神
輿
担
ぎ
（
雄
物
講
と
い
う
）

表5　渡し番の諸役（大中小の場合）

役　名 人数 年齢並びに基準 備　　　考

警　　　固 2人 中年 峠、バンバラ竹を持つ

もとは出入りが務める

猿　田　彦 1人

弓　持　ち 2人 青年団

練　　　童 1人 2、3歳

獅　　　子 2人 青年団

具　　　足 2人 青年団

太鼓昇き 2人 中年

太刀持ち 10人 小学校高学年 木刀をかたげる

馬の口取り 1人 馬に関係のある人

馬の尻引き 1人 小学校低学年 馬の尻追い

射　　　的 2人 青年団 木を十文字にした上に白い

着物をきせたものを持つ

御供昇き 2人 中年、青年団の団長

世　話　係 1人
使 2人 中年、40歳まで

御　供　蒸 5人 壮年

合図太鼓 1人 年長者 宮入りの合図

台　　　持 2人 家まわり

買　物　係 1人 壮年

神　輿　番 1人 壮年 現在は青年団

供 2人

三大神役 4人
唐　　　櫃 2人 青年～中年

馬　　　係 1人 馬を捜して借りる役
や

そ
の
警
護
役
で
あ
る
侍
分
・
仲
衆
の
役
に
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

集
落
単
位
の
役
割
と
世
襲
的
な
役
割
が
混
在
す
る
と
い
う
春
祭
の
体
制
は
、
明
治
以

降
の
も
の
で
は
な
く
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
の
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
史
料
は
「
宝
暦
十
一
年
御
祭
禮
一
件
」
（
御
上
神
社
文
書
第
一
六
〇
号
、

以
下

「御
祭
禮
一
件
」
と
略
す
）
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
史
料
は
、
前
年
に
勃
発

し
た
雄
物
講
の
間
の
紛
争
ー
大
宮
と
若
宮
、
十
禅
師
の
間
で
使
い
の
回
数
を
巡
っ
て
、

多
い
少
な
い
の
論
争
が
あ
り
、
喧
嘩
騒
ぎ
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
春
祭
り
の
渡

御
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
輿
へ
の
挨
拶
の
回
数
と
い
う
預
末
な
問
題
だ
け
で
な

く
、
春
祭
り
の
式
典
そ
の
も
の
を
再
確
認
す
る
内
容
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
の
中
で
は
、
「
祭
礼
行
列
の
次
第
」
と
し
て
、
「
渡
し
番
」
の
集
落
の
者

が
務
め
る
場
合
に
は
そ
の
人
数
を
記
し
、
特
定
の
家
の
者
が
務
め
る
場
合
に
は
自
明

　
　
　
　
　
の

こ
と
と
し
て
、
そ
の
名
前
も
人
数
に
記
さ
な
い
か
、
あ
る
い
は
複
数

　
」※真野純子「御上神社の春祭りと組織一御旅所への渡御列役についての一考察

　（「近江村落社会の研究」第5号　1980年3月25日所収）の表2による。

の

家
の
者
が
務
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
前
を
記
す
と
い
う
形
式
を

持
っ
て
お
り
（
表
6
参
照
）
、
こ
れ
と
近
代
の
渡
御
列
で
の
二
種
類
の

役
の
あ
り
方
ー
「
渡
し
番
」
単
位
で
決
定
さ
れ
る
役
と
特
定
の
家
筋
の

者
が
務
め
る
役
ー
を
比
較
す
る
と
、
社
家
が
氏
子
総
代
に
代
わ
っ
て
い

る
他
は
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

少

な
く
と
も
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
か
ら
昭
和
三
十
七
年
ま
で
渡

御
列
中
の
役
の
あ
り
方
は
あ
ま
り
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
。
し
か
し
、
全
く
変
化
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
単
に

家
筋
で
決
定
さ
れ
る
役
を
務
め
る
人
数
の
減
少
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な

く
、
「
御
馬
頭
」
の
場
合
、
宝
暦
十
一
年
の
時
点
で
も
、
「
御
馬
頭
之
事

　
同
朔
日
當
元
よ
り
大
谷
殿
江
御
馬
頭
之
儀
尋
之
差
圖
之
方
江
使
を
遣

ス

事
」
と
な
っ
て
お
り
、
毎
年
の
渡
御
列
の
役
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た

か
不

明
な
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
御
上
神
社
に
は
、
近
世
後
期
の
も
の

と
思
わ
れ
る
「
春
祭
り
祭
礼
絵
巻
」
（
以
下
「
祭
礼
絵
巻
」
と
略
す
）
が

残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
前
記
の
「
御
祭
禮
一
件
」
に
記
入
さ
れ
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表6　「宝暦十一年御祭禮一件」にみる春祭の諸役

役　名 人　数 備　考（名前及び注記等）

警固 2人

猿田彦

市御馬頭

御馬頭近年迄出シ来候分左之通

神主三上三位、社家大谷七郎右衛門、社家平野八郎兵衛、大谷家二軒、

平野家四軒、三上家一軒、稲畑家一軒、堀池家一軒

練童 2人

御弓 2人

射張 2人

具足 2人

獅子頭 先1人、跡1人
踊子 8人

太鼓 1人但持手番人

神輿 3社

御供人数侍分仲衆 平野為右衛門、平野兵助、大谷正蔵、平野八十郎、大谷文治、平野小八、

三L権之助、喜多家、武田家（断絶）、永田家（断絶）、山田家（断絶）、

平子清兵衛、平子市郎右衛門、稲畑勘左衛門、堀池市左衛門、中川与兵衛、

中川九左衛門、中川与左衛門、土川勘右衛門、土川長左衛門、土川弥十郎、

土川五郎助、土川久四郎、土川平兵衛、土川大兵衛、土川善兵衛、土川茂兵

衛、土川平三郎、土川武右衛門

神主

社家

社家

宮附大工

御役所よりの御祭礼執行奉行

た
役
と
人
数
に
よ
く
↓
致
す
る
が
、
こ
の
「
御
馬
頭
」
と
お
ぼ
し
き
役
は
描

か
れ

て

お
ら
ず
、
先
述
の
と
お
り
必
ず
参
加
す
る
役
で
は
な
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
一
見
す
る
と
集
落
単
位
で
渡
御
列
の

役
を
分
担
す
る
と
い
う
、
極
め
て
合
理
的
で
平
等
な
祭
礼
役
の
負
担
の
姿
を

示
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
、
一
部
の
役
割
は
特
定
の
家
筋
の
者
の
み
が
務

め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
形
式
が
少
な
く
と
も
宝
暦
十
一
年
（
一
七

六
一
）
か
ら
昭
和
三
十
七
年
ま
で
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
特
に
特
定
の
家
筋
の
者
の
み
が
務
め
る
役
に
つ
い
て
は
、
そ
の

家
と
と
も
に
十
分
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
に
特
定
の
家

筋
の
も
の
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
役
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
雄
物
講
（
オ
モ
ノ
講
）

　
春
祭
り
の
渡
御
列
に
は
、
大
宮
、
若
宮
、
十
禅
師
と
い
う
三
基
の
神
輿
が

参
加
す
る
。
こ
の
神
輿
の
中
で
大
宮
の
神
輿
に
は
、
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）

　
　
　
　
（
3
7
）

の

銘
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
か
な
り
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
神
輿
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
ぐ
メ
ン
バ
ー
が
固
定
し
て
お
り
、
そ
の

総
称
が
雄
物
講
で
あ
り
、
担
ぐ
神
輿
な
い
し
場
所
に
よ
っ
て
、
大
宮
殿
先
陣
・

大
宮
殿
後
陣
、
若
宮
殿
、
十
禅
師
殿
と
四
つ
の
組
織
に
分
か
れ
て
い
た
。
宝

暦

十
一
年
の
時
点
で
は
、
大
宮
殿
先
陣
は
十
二
人
、
大
宮
殿
後
陣
は
十
二
人
、

若
宮
殿
十
六
人
、
十
禅
師
殿
二
十
三
人
で
総
計
六
十
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の

史
料
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
住
む
集
落
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
表
に

す
る
と
表
7
の
よ
う
に
な
る
。
基
本
的
に
は
特
定
の
字
と
特
定
の
雄
物
講
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

の

関
係
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
真
野
純
子
氏
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
至

る
ま
で
そ
の
戸
数
に
変
化
は
な
く
、
ま
た
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
家
筋
と

し
て
固
定
し
て
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
文
四
年
（
一
六
六

四
）
の
「
寛
文
四
年
極
月
吉
日
妙
光
寺
駕
輿
丁
田
ノ
事
三
上
衆
訴
状
留
」
（
御

上
神
社
文
書
第
七
六
号
）
に
は
、
分
村
し
よ
う
と
し
て
い
た
隣
村
妙
光
寺
に
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対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

祭
禮
ハ
四
月
二
番
之
申
山
王
と
同
日
に
御
座
候
、
然
者
神
輿
之
先
を
か
き
候

　
　
者
を
先
陣
之
駕
與
丁
と
申
、
跡
を
か
き
候
を
後
陣
之
駕
與
丁
と
申
、
古
よ
り

　
　

家
筋
相
究
候
而
御
座
候
つ
き
各
神
田
御
座
候
而
、
致
当
日
二
駕
與
丁
之
者

　
　

面
々
寄
合
右
神
田
之
作
徳
米
を
以
食
を
給
奉
守
神
輿
御
事

　
一
定
の
家
筋
の
者
が
神
輿
担
ぎ
（
駕
與
丁
）
を
務
め
、
か
つ
一
定
の
田
地
を
有
し

て

い

た
。
実
際
に
近
年
ま
で
各
雄
物
講
は
、
雄
物
田
と
称
す
る
共
有
の
田
地
を
所
有

し
、
そ
の
徳
米
で
一
月
九
日
（
後
に
二
月
九
日
）
に
集
ま
り
、
飲
食
を
共
に
し
て
い

た
。
勿
論
、
宝
暦
十
一
年
の
時
点
に
於
け
る
雄
物
講
の
成
員
が
全
く
寛
文
四
年
と
同

じ
家
筋
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
神
輿
担
ぎ
と
い
う
職
掌
の
上
か
ら
、

そ
の
構
成
員
の
人
数
が
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
真
野

純
子
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
宝
暦
十
一
年
以
降
、
近
代
に
至
る
ま
で
極
端
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

家
筋
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
雄
物
講
の
成
員
は
、
ほ
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
世

を
通
じ
て
家
筋
と
し
て
一
定
し
て
い
た
と
考
え

　
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
名
前
の
判
明
す
る
宝
暦
十
一

　
構

　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
時
点
で
の
成
員
の
名
前
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
講物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
は
雄
物
講
の
成
員
は
す
べ
て
名
字
は
持
た

　
雄

　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
、
名
前
だ
け
が
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
み

　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
上
の
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
中
世
後
期
か
ら
、

ヨ件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
部
の
家
に
つ
い
て
は
名
字
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ

　
一

禮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
神
主
家
あ
る
い
は
社
家
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
関
係

祭御
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
深
い
家
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
所
で
あ

年
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
雄
物
講
の
成
員
が
こ
う
し
た
名
字
を
持
た
な
い

　
十暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
彼
ら
が
そ
う
し
た
家
筋

宝「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
者
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
か

麹
　
　
　
　
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
］
方
で
は
雄
物
田
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

う
共
有
の
田
地
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、
春
祭
り

雄物講の名称 人数 集　落　の　構　成

大宮殿先陣 12人 前田5人・小中小路5人・大中小路2人

大宮殿後陣 12人 小中小路1人・大中小路11人

若　　　　宮 16人 前田5人・小中小路5人・大中小路6人

十　禅　師 23人 東林寺15人・山出8人

に
お
い
て
は
、
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
役
に
一
定
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も

事
実
で
あ
り
、
後
で
他
の
役
と
と
も
に
春
祭
り
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
時
に
考
察
し

た
い
。

　

侍
分
・
仲
衆

　

上
記
の

雄
物
講
が
担
ぐ
三
基
の
神
輿
の
後
ろ
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
警
護
の
役
割
を

果
た
す
の
が
侍
分
・
仲
衆
と
よ
ば
れ
た
集
団
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
七
年
以
前
の
渡

御
列
で
は
、
梓
を
着
し
て
大
小
の
刀
を
指
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
「
祭

礼
絵
巻
」
で
も
、
同
様
の
姿
を
し
た
人
々
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
御
祭
禮

一
件
」
は
、
「
一
　
御
供
人
数
侍
分
仲
衆
」
と
し
て
計
二
十
五
人
の
名
前
が
記
載
さ

れ
て

い

る
。
そ
の
内
訳
は
、
平
野
姓
四
人
、
大
谷
姓
二
人
、
三
上
姓
一
人
、
平
子
姓

三

人
、
稲
畑
姓
一
人
、
堀
池
姓
一
人
、
中
川
姓
三
人
、
土
川
姓
十
人
で
あ
り
、
そ
の

他

に
喜
多
家
、
竹
田
家
、
永
田
家
、
山
田
家
の
四
軒
が
記
さ
れ
て
、
喜
多
家
を
除
く

三

軒
に
つ
い
て
は
「
断
絶
」
し
た
も
の
で
、
「
但
此
三
家
ハ
言
傳
二
而
記
置
之
」
と

記
載
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
家
筋
で
分
家
し
た
場
合
に
は
「
右
何
茂
別
家
之
節
者
、

本
家
二
準
シ
御
供
二
加
ル
」
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
先
に

述

べ
た
雄
物
講
の
場
合
と
対
照
的
に
、
彼
ら
が
す
べ
て
名
字
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
特
に
三
上
は
神
主
家
、
大
谷
・
平
野
は
社
家
と
同
じ
名
字
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
同
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
他
の
名
字
に
つ
い
て
も
、

先
に
紹
介
し
た
中
世
後
期
の
時
点
で
の
社
家
、
あ
る
い
は
東
座
・
西
座
の
中
に
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

れ

る
名
字
と
共
通
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
世
後
期

の

社
家
の
直
系
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
何
ら
か
の
形
で
彼
ら
と
関
係
す
る

家
々
と
有
力
な
名
主
に
繋
が
る
家
々
が
中
心
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
姓
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
古
来

か

ら
の
家
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
一
種
の
家
格
を
有
し
て
い
る
と
一
般
の
村
人
か

ら
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
『
特
殊
神
事
調
』

に
紹
介
さ
れ
た
「
神
主
奉
務
方
覚
書
」
の
中
に
は
、
侍
分
の
役
割
と
し
て
ず
い
き
祭

り
の
芝
原
式
の
際
に
、
着
座
し
た
こ
と
を
記
す
が
、
現
状
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
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な
い
。

　
一
方
、
こ
の
春
祭
り
の
中
で
の
侍
分
・
仲
衆
の
役
割
は
、
雄
物
講
ほ
ど
明
ら
か
で

は
な
い
。
真
野
純
子
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
～
九
年
の
間
に
、
侍
分
・
仲
衆

の

渡
御
へ
の
参
加
が
中
断
し
、
そ
の
後
、
大
正
期
に
入
っ
て
復
活
し
て
き
た
と
い
う

事
情
か
ら
、
伝
承
と
し
て
も
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

　
文
献
史
料
の
点
で
も
、
例
え
ば
御
旅
所
に
お
い
て
神
主
・
社
家
と
並
ん
で
饗
を
受

け
る
程
度
の
こ
と
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
祭
礼
絵
巻
」
に
は
、
大
小
の
刀

を
指
し
て
、
峠
を
つ
け
た
姿
で
意
気
揚
々
と
神
輿
の
側
に
付
き
添
う
彼
ら
の
姿
が
描

か
れ
て

お
り
、
神
輿
の
警
護
と
い
う
役
が
権
威
の
あ
る
も
の
と
し
て
一
般
的
に
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

社
家
・
神
主
・
御
馬
頭

　
社
家
・
神
主
は
言
う
ま
で
も
な
く
家
筋
と
し
て
固
定
し
て
い
る
職
掌
で
あ
る
。
社

家
は
近
世
を
通
じ
て
大
谷
氏
と
平
野
氏
が
務
め
、
神
主
家
は
三
上
氏
で
あ
っ
た
。
い

ず
れ
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
中
世
後
期
の
簗
争
論
の
中
で
も
、
神
館
家
、
社
家
と

し
て
登
場
す
る
三
上
氏
、
大
谷
氏
、
平
野
氏
の
系
譜
を
引
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「御
祭
禮
一
件
」
で
は
、
社
家
と
し
て
登
場
す
る
の
は
大
谷
七
郎
右
衛
門
と
平
野
八
郎

兵
衛
の
二
名
で
あ
り
、
基
本
的
に
こ
の
二
名
が
社
家
と
し
て
認
め
ら
れ
る
存
在
で

あ
っ
た
。

　

御
馬
頭
は
先
述
の
と
お
り
、
近
代
に
は
そ
の
姿
が
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
祭

礼
絵
巻
」
に
も
残
念
な
が
ら
こ
れ
に
比
定
で
き
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
御
馬
頭

が

あ
る
一
定
の
資
格
を
持
っ
た
家
筋
か
ら
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の

記
述
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
、
御
馬
頭
近
年
迄
出
シ
来
候
分
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
主
三
上
三
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
家
大
谷
七
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
家
平
野
八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
家
　
二
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
野
家
　
四
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
上
家
　
一
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
稲
畑
家
　
一
軒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
池
家
　
一
軒

　
　
　
右
之
外
者
中
絶
二
付
以
来
者
除
之
定
也

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
史
料
を
見
る
か
ぎ
り
、
御
馬
頭
は
神
主
家
と
社
家
二
軒
と
と
も

に
大
谷
家
二
軒
、
平
野
家
四
軒
、
三
上
家
一
軒
、
稲
畑
一
軒
、
堀
池
一
軒
が
務
め
る

役
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
大
谷
家
、
平
野
家
、
三
上
家
は
神
主
家
と
社
家
の
同
族

な
い
し
系
譜
関
係
の
あ
る
家
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
家
を
含
ん
で
、
こ
こ
に

記

さ
れ
た
神
主
家
と
社
家
以
外
の
す
べ
て
の
家
は
、
そ
の
軒
数
も
含
め
て
侍
分
・
仲

衆
の
中
で
同
じ
名
字
を
持
つ
家
と
一
致
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ

ち
、
御
馬
頭
の
役
は
、
神
主
家
と
社
家
に
加
え
て
侍
分
・
仲
衆
の
一
部
か
ら
出
さ

れ

る
役
で
あ
っ
た
。

　
市
（
巫
女
）

　
真
野
純
子
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
春
祭
り
に
は
前
田
の
平
子
家
か
ら
菩
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

寺
に
嫁
入
り
し
た
女
性
が
巫
女
と
し
て
渡
御
列
に
加
わ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
平
子
家

が

「宝
永
元
年
当
社
若
宮
大
明
神
相
撲
神
事
改
帳
」
（
御
上
神
社
文
書
第
二
二
一
号
）

に
記
さ
れ
た
「
往
古
ハ
市
三
人
有
之
、
一
ノ
御
子
、
ニ
ノ
御
子
、
三
ノ
御
子
と
て
有

之

候
得
共
、
今
ハ
一
二
絶
て
三
ノ
御
子
筋
勤
」
の
中
の
三
ノ
御
子
筋
の
家
に
あ
た
る

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
だ
け
で
は
即
断
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
近
世

に
は
こ
の
市
が
特
定
の
家
筋
か
ら
出
さ
れ
る
役
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
な

お
、
春
祭
の
際
に
市
は
渡
御
列
に
加
わ
る
だ
け
で
な
く
、
湯
立
て
を
行
っ
た
こ
と
が

真
野
純
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
出
入
（
デ
イ
リ
）

　

渡
御
列
に
は
猿
田
彦
の
面
を
付
け
た
棒
を
持
っ
て
渡
御
に
参
加
し
、
御
旅
所
で
の

御
供
配
り
等
の
役
割
を
果
た
す
出
入
（
デ
イ
リ
）
も
世
襲
制
で
、
真
野
純
子
氏
の
調

査

に
よ
れ
ば
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
以
降
、
昭
和
二
十
六
年
ま
で
「
源
太
郎
」
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が
務
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
出
入
は
ず
い
き
祭
り
の
芝
原
式
で
鉾
を
持
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

て

所
作
を
演
じ
る
等
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。

　

ホ
コ
（
鉾
）
持
ち

　

真
野
純
子
氏
が
、
渡
御
列
に
扇
の
鉾
（
ホ
コ
）
を
持
っ
て
隣
村
北
桜
の
南
村
新
三
家

（屋
号
カ
ジ
ヤ
）
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
役
は
「
御
祭
禮

一
件
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
「
祭
礼
絵
巻
」
に
も
そ
れ
ら
し
い
姿
を
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
野
純
子
氏
が
紹
介
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
は
北
桜

　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

に
は
「
ほ
う
ら
い
衆
」
が
居
住
し
、
三
上
山
の
落
ち
葉
で
「
ほ
う
ら
い
」
（
焙
烙
）

を
焼
成
し
、
春
祭
り
に
も
扇
鉾
を
持
っ
て
渡
御
列
に
参
加
す
る
神
役
を
務
め
る
以
外

に
、
「
ほ
う
ら
い
」
（
焙
烙
）
の
一
部
を
神
館
所
に
納
め
た
ほ
か
、
「
涼
み
」
と
称
し

て

神
主
・
社
家
に
「
塗
饗
」
を
振
る
舞
う
と
い
う
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
、
各
種

　
　
（
4
4
）

の

史
料
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
渡
御
列
へ
の
参
加
は
、
元
文
年
中
（
一
七
三

六

～
一
七
四
一
）
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
正
四
年
に
「
明
治
十
五
年

以

来
廃
絶
セ
ル
例
祭
渡
御
ノ
古
例
式
ヲ
モ
復
興
シ
、
益
々
祭
祀
ノ
實
ヲ
挙
グ
ル
ニ
努

メ
度
」
と
し
て
祭
日
の
変
更
と
神
輿
供
奉
役
の
復
興
が
図
ら
れ
た
時
に
、
復
活
し
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

大
工

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
神
輿
を
拝
殿
か
ら
外
す
際
に
、
そ
の
鳳
風
（
ウ
ノ
ト
リ
）
を

外

し
、
ま
た
渡
御
に
加
わ
る
宮
大
工
も
家
筋
に
よ
っ
て
務
め
る
役
で
あ
っ
た
。
近
代

で

は
も
と
宮
大
工
の
家
筋
に
あ
た
る
今
堀
伊
右
衛
門
（
山
出
）
の
勤
め
で
あ
り
、
先

に
紹
介
し
た
「
若
宮
相
撲
神
事
帳
」
の
中
に
「
正
徳
元
年
九
月
神
事
大
工
九
郎
右
衛

門
跡
庄
介
新
入
相
勤
」
と
あ
り
、
文
化
十
三
年
（
一
八
］
六
）
に
は
「
大
工
伊
右
衛

門
」
の
名
前
が
見
え
、
こ
の
時
期
か
ら
先
の
伊
右
衛
門
が
大
工
を
務
め
て
い
た
こ
と

が
わ

か

る
。
こ
の
大
工
役
も
春
祭
り
の
渡
御
列
に
加
わ
る
だ
け
が
役
目
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

真
野
純
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
大
正
十
三
年
の
御
上
神
社
の
官
社
昇
格
の
際
ま
で
は
、

宮
の
森
に

住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
。

　
以

上
、
春
祭
り
の
渡
御
列
の
役
の
中
で
、
家
筋
に
よ
っ
て
務
め
ら
れ
る
役
と
そ
の

家
筋
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
神
主
、
社
家
、
市
と
い
っ
た
諸
役
は
、
春
祭
り
以
外
で

も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
神
社
の
祭
祀
に
直
接
関
わ
る
べ
き
役
で
あ
り
、
家
筋
に
決
定

さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
侍
分
・
仲
衆
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

春
祭
り
の
渡
御
に
参
加
す
る
以
外
に
明
確
な
祭
祀
上
の
役
割
を
担
っ
て
い
な
い
。
た

だ
、
「
御
祭
禮
一
件
」
に
は
、
か
れ
ら
が
す
べ
て
有
姓
者
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
ら
の

名
字
が
基
本
的
に
は
中
世
後
期
の
社
家
衆
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
世
後
期
に
お
け
る
い
わ
ば
有
力
者
と
し
て
の

権
威
が
、
春
祭
り
に
家
筋
と
し
て
参
加
で
き
る
と
い
う
権
利
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
雄
物
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
彼
ら
は
独
自
の
雄
物
田
（
財
産
）
を
所
有
し
、
独
自

に
講
を
開
い
て
集
ま
る
と
い
う
姿
で
あ
っ
た
。
先
の
「
御
祭
禮
一
件
」
で
は
四
つ
の

雄
物
講
に
対
す
る
使
い
の
回
数
が
争
論
の
も
と
に
な
っ
て
お
り
、
互
い
に
そ
の
優
位

性

を
七
度
半
の
使
い
を
受
け
る
か
、
三
度
半
か
二
度
半
か
と
い
う
、
表
面
上
は
極
め

て

些
細

に
思
え
る
理
由
が
そ
の
発
端
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
神
主
家
や
社
家

の
裁
定
を
仰
ぐ
一
大
争
論
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
争
論
は
決
し
て
神
主
家
や
社
家
、

あ
る
い
は
侍
分
・
仲
衆
に
対
す
る
雄
物
の
争
論
で
は
な
い
が
、
↓
方
で
は
彼
ら
内
部

の

優
位
性
に
対
す
る
意
向
を
無
視
し
て
は
祭
礼
が
行
え
な
い
と
い
う
状
況
が
、
こ
の

時
点
で
は
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
神
主
ー
社
家

ー
侍
分
・
仲
衆
－
雄
物
－
雄
物
以
外
と
い
う
一
種
の
階
層
意
識
が
こ
の
祭
礼
の
中
に

色
濃
く
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
近
代
で
は
既
に
明
確
で
は
な
く
な
っ
た
侍
分
・
仲
衆
は
、
本
来
、
次
の
点
で

も
特
殊
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
「
御
祭
禮
一
件
」
の
中
か
ら
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
宝
暦
の
時
点
で
も
既
に
そ
の
存
在
が
曖
昧
に
な
っ
て

い

た
御
馬
頭
に
注
目
し
よ
う
。
御
馬
頭
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る
家
筋
は
、
社
家
か

そ
の
同
族
、
こ
れ
に
侍
分
・
仲
衆
の
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
祭
祀
上
の
役
割

は
、
御
上
神
社
の
場
合
明
確
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
草
津
市
の
老
杉
神
社
の
祭
礼
で

は
、
畿
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
、
祭
礼
前
の
一
週
間
別
火
精
進
を
行
い
、
奉
幣
行
列
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

参
加
す
る
と
い
う
特
殊
な
役
割
を
与
え
ら
れ
、
一
種
の
神
聖
化
さ
れ
た
役
で
あ
っ
た
。
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も
ち
ろ
ん
こ
の
事
例
が
そ
の
ま
ま
御
上
神
社
の
御
馬
頭
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と

で
は

な
い
が
、
御
上
神
社
に
近
接
す
る
兵
主
神
社
の
例
で
も
、
現
在
で
は
そ
の
祭
祀

上

の
役
割
は
明
確
に
し
得
な
い
が
、
そ
の
氏
子
圏
の
安
治
村
で
は
、
近
世
に
御
馬
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

を
務
め
た
童
児
名
を
記
載
し
た
帳
面
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ

う
に
、
御
上
神
社
の
場
合
も
本
来
は
単
な
る
渡
御
列
に
加
わ
る
以
上
の
役
割
を
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
役
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
先
の
神
主
家
と
社
家
と
そ
の
同
族
以
外

に
一
部
の
侍
分
・
仲
衆
の
家
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
侍

分
・
仲
衆
の
家
々
は
、
中
世
後
期
の
社
家
衆
と
考
え
ら
れ
る
家
と
名
字
を
ほ
ぼ
同
一

に
し
て
い
る
。
近
世
を
通
じ
て
社
家
は
平
野
家
と
大
谷
家
の
二
軒
が
務
め
て
い
た
。

し
か
し
、
中
世
後
期
に
は
も
う
少
し
そ
の
数
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
の
簗
争
論

　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の

史
料
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
本
来
、
侍
分
・
仲
衆
は
そ
う
し
た
中
世
後
期
の
社
家

衆
に
繋
が
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
春
祭
り
の
際
に
一
定
の
権
威
を
保
証
さ
れ
て
い
た

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
実
は
渡
し
番
を
務
め
る
集
落
で
も
、
家
筋
で
決
ま
っ
て
い
る
役
割
が
あ
っ

た
。
近
代
以
降
、
字
に
よ
っ
て
ヤ
ド
マ
ワ
リ
な
い
し
公
民
館
に
移
行
す
る
「
当
元
家
」

と
称
す
る
宿
の
存
在
で
あ
る
。
「
御
祭
礼
一
件
」
に
よ
れ
ば
、
字
毎
に
決
ま
っ
て
い

る
こ
れ
ら
の
当
元
家
は
、
前
田
は
三
上
三
位
、
小
中
小
路
は
勘
左
衛
門
、
大
中
小
路

は
吉
右
衛
門
、
山
里
（
山
出
と
東
林
寺
）
は
社
家
七
郎
右
衛
門
（
大
谷
氏
）
と
な
っ

て

い

た
。
居
住
地
区
毎
に
別
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
当
元
家
は
、
マ
ツ
リ
ガ
ミ
の
日
に

渡

し
番
の
務
め
る
役
を
決
め
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
者
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
、
一
定
以
上
の
大
き
さ
を
持
っ
た
家
屋
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
は

当
然
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
当
元
家
が
そ
の
字
の
有
力
者
の
家
に
な
る
と
い
う
の
は

一
種
の
必
然
で
あ
る
が
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
家
を
見
る
と
、
三
上
三
位
は
神
主
家
、

社
家
七
郎
右
衛
門
（
大
谷
氏
）
は
社
家
、
吉
右
衛
門
は
東
座
の
公
文
（
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
屋
敷
は
も
と
も
と
喜
多
氏
の
屋
敷
跡
で
あ
っ
た
）
、
勘
左
衛
門
は
稲

畑
氏
で
侍
分
・
仲
衆
に
属
す
る
家
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
家
々
は
、
基

本

的
に
は
神
主
家
と
中
世
後
期
の
社
家
衆
の
系
譜
に
連
な
る
存
在
か
中
世
後
期
か
ら

名
字
を
有
す
る
よ
う
な
有
力
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
春
祭
り
の

祭
祀
組
織
は
一
見
す
る
と
、
集
落
を
単
位
と
し
て
そ
の
役
を
村
民
に
広
く
分
担
さ
せ

る
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
神
輿
担
ぎ
（
雄
物
）
は
家
筋
に
よ
っ
て
固
定
化
さ

れ
、
そ
の
警
固
役
（
侍
分
・
仲
衆
）
、
御
馬
頭
は
中
世
後
期
の
社
家
衆
に
連
な
る
家

筋
が
出
す
役
で
あ
り
、
市
、
大
工
、
ホ
コ
持
ち
も
そ
の
職
掌
を
担
う
家
筋
が
固
定
化

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
要
な
役
割
に
つ
い
て
は
社
家
と
そ
れ
に
連
な
る
家
々

が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ず
い
き
祭
り

の

祭
祀
組
…
織
と
春
祭
り
の
祭
祀
組
織
が
、
全
く
別
の
組
織
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え

な
が
ら
も
、
そ
の
根
底
に
は
一
貫
し
て
神
主
家
と
社
家
衆
の
主
導
性
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
と
め

　

さ
て
、
以
上
述
べ
て
来
た
ず
い
き
祭
り
と
春
祭
り
の
祭
祀
と
そ
の
祭
祀
組
織
の
持

つ
意
味
に
つ
い
て
最
後
に
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
ず
い
き
祭
り
で
あ
る
が
、
こ

の

名
称
自
身
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
正
式
の
名
称
で
は
な
い
。
正
確
に
は
若
宮
殿
相

撲
神
事
と
呼
ば
れ
、
こ
の
祭
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
若
宮
神
社
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
こ
の
行
事
の
際
に
も
、
ず
い
き
神
輿
の
奉
納
の
後
の
神
事
は
、

あ
く
ま
で
本
殿
（
天
之
目
一
箇
神
）
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
そ
の
名

称
か

ら
す
る
と
若
宮
神
社
に
対
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

そ
し
て
、
こ
の
若
宮
は
『
近
江
與
地
誌
略
』
に
も
地
主
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一

般
的
に
御
上
神
社
の
祭
祀
組
織
と
言
え
ば
、
肥
後
和
男
氏
の
『
近
江
に
於
け
る
宮
座

の

研
究
』
以
来
、
こ
の
ず
い
き
祭
り
の
三
つ
の
宮
座
ー
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
の
三

座

に
よ
る
構
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
勿
論
、
ず
い
き
祭
り
の
祭
祀
組
織
が

現
在
に
至
る
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
宮
座
で
あ
る
事
は
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
一
方
で
こ
の
ず
い
き
祭
り
は
、
あ
く
ま
で
御
上
神
社
の
若
宮
の
祭
り
ー
相
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撲
神
事
で
あ
っ
て
、
御
上
神
社
の
ト
ー
タ
ル
の
祭
祀
組
織
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ず
い
き
祭
り
で
は
現
在

の

神
事
の
あ
り
方
及
び
史
料
的
に
辿
り
う
る
神
事
の
あ
り
方
か
ら
し
て
も
、
最
も
権

威
の

あ
る
存
在
は
総
公
文
（
祝
公
文
と
も
い
う
）
の
大
谷
氏
で
あ
り
、
こ
の
大
谷
氏

は
一
方
で
は
社
家
で
あ
り
、
か
つ
近
世
初
期
の
庄
屋
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
谷
氏

は
、
社
家
の
資
格
で
こ
の
神
事
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
長
之
屋

の

公
文
あ
る
い
は
総
公
文
と
し
て
で
あ
り
、
ず
い
き
祭
り
に
お
い
て
は
、
長
之
屋
の

他
の

構
成
員
と
同
様
に
頭
人
を
務
め
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
し
、
こ
の
頭
人
を
務
め

る
義
務
も
総
公
文
と
し
て
特
別
扱
い
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み

に
長
之
屋
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
神
主
家
も
ま
た
そ
の
構
成
員
で
あ
り
、
他
の
座
衆
と

同
様
に
頭
人
を
務
め
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
史
料
的
に
も
明
ら

（5
0
）

か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ず
い
き
祭
に
お
い
て
は
、
三
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
家
は
、
そ

の
家
筋
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
座
の
構
成
員
と
し
て
頭
人
を
務
め
る
の
で
あ
り
、

座
の

内
部
で
は
そ
の
座
の
公
文
と
座
衆
と
い
う
関
係
だ
け
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
ず
い
き
祭
り
の
座
組
織
は
御
上
神
社
全
体
の
祭
祀
組
織
そ
の
も
の

で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
ず
い
き
祭
り
と
い
う
特
定
の
神
事
の
祭
祀
組
織
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
行
事
は
御
上
神
社
全
体
の
祭
礼
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

の

で

は
な
く
、
地
主
神
で
あ
る
若
宮
神
社
の
神
事
（
ジ
ン
ジ
）
で
あ
る
こ
と
に
も
注

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
神
事
は
中
世
の
後
期
に
は
既
に
存
在
し
た
、
古
代
以
来
の
権
威

を
主
張
す
る
神
主
家
と
社
家
層
に
対
す
る
経
済
的
に
上
昇
し
て
き
つ
つ
あ
っ
た
名
主

層
の
対
立
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
隷
属
す
る
者
を
取
り
込
ん
だ
形
で
座
を
作
り
な
が
ら
、

基
本

的
に
は
同
じ
よ
う
に
頭
人
役
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
祀
の
場

に
お
け
る
一
種
の
平
等
性
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
解
消
し
よ
う
と
し
た
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
簗
争
論
に
お
い
て

は
、
社
家
層
と
名
主
層
と
二
つ
の
階
層
的
な
対
立
は
、
表
面
的
に
は
東
林
寺
衆
と
三

村
衆
と
い
う
集
落
を
単
位
と
し
た
争
論
の
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
ず
い
き

祭
り
で
は
、
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
と
い
う
宮
座
が
同
様
の
頭
人
を
務
め
る
形
式
で

行
わ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
宮
座
の
座
衆
が
居
住
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
集

落
と
座
衆
の
居
住
地
の
関
係
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

と
も
す
れ
ば
表
面
化
し
つ
つ
あ
っ
た
集
落
間
の
対
立
を
三
座
の
宮
座
が
覆
っ
て
、
地

主

神
と
し
て
の
若
宮
神
社
の
祭
祀
1
1
ず
い
き
祭
に
求
心
的
な
機
能
を
持
た
せ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
長
之
屋
、
東
座
、
西
座
に
は

序
列
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
奉
納
し
た
ず
い
き
神
輿
の
拝
殿
で
の
指
定
場
所
や
、
芝

原
式
に
お
け
る
長
之
屋
と
長
之
屋
公
文
（
総
公
文
）
と
し
て
の
優
位
性
に
見
ら
れ
る

の

は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
東
座
に
し
ろ
、
西
座
に
し
ろ
本
来
の
公
文
を
務
め
る

べ
き
家
が
失
わ
れ
て
も
、
あ
え
て
別
の
家
を
公
文
に
据
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
の
行

事
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
、
三
座
の
序
列
意
識
よ

り
も
神
事
の
執
行
体
制
と
し
て
の
各
座
の
公
文
と
座
衆
の
あ
り
方
を
優
先
さ
せ
て
存

続
し
て
き
た
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
の
春
祭
り
は
あ
く
ま
で
御
上
神
社
そ
の
も
の
の
祭
礼
で
あ
り
、
渡
御
列
に
は

大

宮
・
若
宮
・
十
禅
師
の
三
基
の
神
輿
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
御

上

神
社
そ
の
も
の
の
祭
礼
で
あ
っ
た
。
春
祭
り
は
、
先
述
の
よ
う
に
神
主
家
・
社

家
・
巫
女
・
侍
分
・
仲
衆
、
あ
る
い
は
ホ
コ
持
ち
（
蓬
茉
衆
）
や
宮
大
工
、
雄
物
講

と
い
う
、
い
わ
ば
祭
礼
で
の
役
が
そ
の
家
な
り
、
家
筋
の
職
掌
と
し
て
固
定
し
て
い

る
も
の
と
、
一
方
で
こ
の
祭
礼
の
執
行
の
た
め
に
年
毎
に
集
落
単
位
で
回
す
役
と
い

う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
も
ち
ろ
ん
、
集
落
単
位
で
回
す
と
い
う

形
式
を
取
り
つ
つ
も
、
本
来
は
各
集
落
に
は
も
と
も
と
神
主
・
社
家
衆
あ
る
い
は
有

力
者
が
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
當
元
家
と
い
う
固
定
さ
れ
た
家
を
中
心
に
、
集
落
単

位
の
役
が
配
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
あ
く
ま
で
集
落
単
位
の
役
は
そ
の

集
落
内
部
で
役
を
分
担
し
た
の
で
あ
る
。
家
筋
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
役
も
、
内

容
的
に
は
、
神
主
・
社
家
・
巫
女
と
い
う
司
祭
者
的
役
割
を
果
た
す
者
と
侍
分
・
仲

衆
と
い
う
中
世
の
社
家
層
の
系
譜
を
引
く
者
、
神
輿
を
担
ぐ
者
及
び
渡
御
列
上
の
役

で
家
の
職
掌
と
し
て
決
ま
っ
て
い
る
宮
大
工
と
出
入
り
、
ま
た
、
本
来
は
御
上
神
社
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と
特
殊
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
蓬
莱
衆
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
残
念
な
が
ら
「
御
祭
禮
一
件
」
で
も
、
春
祭
り
に
お
け
る
様
々
な
役
が
持
つ
宗
教

的
な
意
味
付
け
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
唯
一
の
こ
の
史
料
が
作

成

さ
れ
る
き
っ
か
け
が
、
前
年
の
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
に
當
元
家
か
ら
、
春
祭

り
の
時
に
雄
物
講
に
対
す
る
渡
し
番
か
ら
の
挨
拶
が
、
大
宮
の
先
陣
と
後
陣
、
若
宮
、

十
禅
師
に
よ
っ
て
、
七
度
半
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
争
論
を
き
っ
か
け
と
し
て
作
ら

れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
雄
物
講
の
間
に
何
ら
か
の
祭
祀
上
の
特
権
意
識
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
真
野
純
子
氏
の
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
も
、

こ
れ
ら
の
渡
御
列
に
お
け
る
様
々
な
諸
役
の
祭
祀
上
の
役
割
は
明
確
で
は
な
い
。
た

だ
、
神
主
や
巫
女
は
そ
の
本
来
的
な
職
掌
か
ら
祭
礼
に
お
い
て
司
祭
者
的
な
役
割
を

持
っ
て
い
た
こ
と
と
、
春
祭
り
に
お
け
る
御
供
の
分
配
状
況
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
で

社
家
と
侍
分
・
仲
衆
が
権
威
あ
る
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を

想
像
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
御
馬
頭
に
つ
い
て
も
、
本
来
、
こ
の
役
割
が
社
家
及
び

そ
の
同
族
と
考
え
ら
れ
る
人
々
あ
る
い
は
侍
分
・
仲
衆
の
一
部
か
ら
務
め
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
、
近
隣
の
神
社
の
祭
礼
に
お
け
る
御
馬
頭
の
事
例
か
ら
、
本

来
は
何
ら
か
の
宗
教
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
み
で

あ
る
。
ま
し
て
や
、
集
落
単
位
で
務
め
る
役
の
渡
御
列
の
役
は
、
「
祭
礼
絵
巻
」
に

描
か
れ

た
姿
以
外
に
何
も
具
体
的
な
役
割
は
見
え
て
こ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
渡
御
列
に
お
け
る
個
々
の
役
の
役
割
に
つ

い
て

不
明
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
司
祭
者
的
な
役
割
が
基
本
的
に
神
主
・
社
家
・
巫

女
等
の
御
上
神
社
と
宗
教
的
に
は
特
別
な
関
係
を
持
つ
と
さ
れ
た
特
定
の
家
筋
に

よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
な
お
社
家
と
同
様
、
中
世
後
期
の
有
力
者
と
し
て
の
系
譜
を
持

つ

と
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
侍
分
・
仲
衆
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
基
本
的
に

祭
礼
を
執
行
す
る
単
位
と
し
て
は
集
落
を
基
本
と
し
て
、
年
毎
に
順
番
に
五
つ
の
集

落
が
こ
れ
を
務
め
る
体
制
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の

で

あ
る
。
先
に
述
べ
た
ず
い
き
祭
り
が
、
集
落
を
単
位
と
し
な
い
宮
座
に
よ
っ
て
祭

祀
が
行
わ

れ
て

き
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
春
祭
り
は
む
し
ろ
一
定
の
役
を
除
け
ば
、

全
く
集
落
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
春
祭
り

の

祭
祀
は
集
落
間
で
の
役
負
担
を
平
等
に
し
て
、
御
上
神
社
と
い
う
五
つ
の
集
落
の

共
通
の
氏
神
の
祭
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
宗
教
的
な
役
割
は
既
に
明
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
役
を
除
け
ば
集
落
を

単
位
と
し
て
平
等
に
負
担
す
る
と
い
う
役
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
渡
御
列
こ
そ
が
、

こ
の
春
祭
り
が
五
つ
の
集
落
の
氏
神
の
祭
礼
で
あ
る
こ
と
の
一
番
大
き
な
意
義
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
以
前
に
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
祭

礼

に
お
い
て
は
、
近
世
以
前
の
祭
礼
の
あ
り
方
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

隣
村
北
桜
の
蓬
莱
衆
は
、
十
八
世
紀
の
半
ば
ま
で
春
祭
り
の
役
の
一
部
を
担
う
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

で

あ
り
、
御
上
神
社
と
の
特
殊
な
関
係
の
あ
り
方
は
、
こ
の
春
祭
り
が
近
世
以
前
の

祭
礼
に
遡
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
一
端
を
見
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

渡
御
列
に
お
い
て
＝
疋
部
分
の
役
は
中
世
後
期
来
の
神
主
家
や
社
家
と
そ
の
同
族

と
考
え
ら
れ
る
家
筋
が
占
め
な
が
ら
も
、
そ
の
他
の
役
に
つ
い
て
は
集
落
単
位
の
役

と
し
て
認
め
て
い
く
と
い
う
役
割
分
担
の
あ
り
方
が
、
結
果
的
に
近
世
以
前
の
祭
礼

の

あ
り
方
の
一
部
を
残
存
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
逆

に
こ
の
よ
う
に
、
中
世
に
遡
る
神
主
家
や
社
家
と
い
う
特
定
の
家
の
神
社
祭
祀

に
お
け
る
一
種
の
特
権
を
維
持
さ
せ
た
の
は
、
春
祭
り
は
、
集
落
を
単
位
と
し
て
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

礼
全
体
の

準
備
や
執
行
を
委
ね
る
形
式
を
と
る
反
面
、
秋
の
ず
い
き
祭
り
は
神
事
と

し
て
家
筋
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
つ
の
座
を
結
成
し
、
そ
の
中
で
は
座
衆
と
し
て

基
本
的
に
は
平
等
に
頭
人
を
務
め
、
こ
の
頭
人
が
中
心
に
な
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
る

と
い
う
、
二
つ
の
行
事
の
組
織
原
理
の
違
い
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
ら
が
一
方
で
地
主
神
で
あ
る
若
宮
神
社
の
祭
祀
を
宮
座
の
祭
祀

と
し
て
、
一
方
の
春
祭
り
は
家
筋
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
一
定
の
役
以
外
は
、
各
集

落
単
位
で
輪
番
に
務
め
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
極
め
て
巧
妙
な
体
制
を
と
る
こ

と
に
よ
っ
て
主
導
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
組
織
原
理
の
違
い
は
、
春
祭
り
は
務
め
る
べ
き
役
割
が
特

定
の
家
筋
と
集
落
の
輪
番
と
い
う
二
重
構
造
の
中
で
渡
御
そ
の
も
の
を
構
成
し
参
加
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す
る
こ
と
が
祭
礼
と
し
て
存
続
し
、
ず
い
き
祭
り
は
集
落
を
越
え
た
家
筋
に
よ
っ
て

構
成

さ
れ
る
座
の
中
で
頭
人
が
中
心
に
な
っ
て
祭
祀
を
行
う
と
い
う
神
事
と
し
て
存

続

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
勿
論
長
い
歴
史
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
来
た
も

の

で

あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
方
が
よ
り
始
原
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
全
く

別
の
原
理
に
基
づ
く
祭
祀
で
あ
り
、
両
者
が
補
完
的
な
役
割
を
果
し
な
が
ら
存
続
し

て

き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ず
い
き
祭
り
は
宮
座
を

祭
祀
組
織
と
す
る
神
事
と
し
て
、
一
方
の
春
祭
り
は
氏
神
の
祭
礼
で
あ
る
例
祭
と
い

う
名
称
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
象
徴
的
に
両
者
の
祭
祀
の
異
な
り
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
御
上
神
社
に
つ
い
て
の
文
献
は
数
多
い
が
、
特
に
ず
い
き
祭
り
及
び
春
祭
り
の
論
考
を
中

　
心
と
す
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

肥

後
和
男
『
近
江
に
お
け
る
宮
座
の
研
究
』
（
「
東
京
文
理
科
大
学
文
科
紀
要
」
一
六
　
一
九

　

三

八
年
六
月
）

　
　

菅
沼
晃
次
郎
「
野
洲
の
ズ
イ
キ
祭
ー
野
洲
町
三
上
ー
」
（
「
民
俗
文
化
」
四
七
号
　
一
九
六

　

七
年
八
月
）

　
　

高
牧
實
「
中
世
末
に
お
け
る
湖
東
の
宮
座
」
（
「
聖
心
女
子
大
学
論
集
」
五
〇
号
　
一
九
七

　

七
年
十
月
刊
、
同
氏
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
一
九
八
六
年
十
一
月
刊
に
再
録
）

　
　

徳
川
真
理
子
「
宮
座
の
社
会
学
的
一
考
察
i
滋
賀
県
野
洲
郡
野
洲
町
三
上
の
事
例
ー
」
二
仏

　

大
社
会
学
」
二
　
一
九
七
七
年
三
月
）

　
　

拙
稿

「
御
上
神
社
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
の
一
考
察
i
ず
い
き
祭
り
と
春
祭
り
の
関
連
を

　

通
し
て
」
（
近
藤
直
也
編
『
座
！
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
学
的
視
点
』
所
収
　
一
九
九
一
年
四
月
）

　
　

桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
祭
祀
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
一
号
　
一
九
七

　

六
年
一
二
月
）

　
　

桜
井
（
真
野
）
純
子
「
三
上
に
お
け
る
神
事
当
番
と
そ
の
運
営
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」

　

第
四
号
　
一
九
七
九
年
三
月
）

　
　

桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
　
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ
い
て
の

　
　
］
考
察
ー
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
一
九
八
〇
年
三
月
）

　
　

上
野
和
男
「
御
上
神
社
の
秋
祭
の
構
造
と
親
族
組
織
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五

　

号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

　
　

上
野
和

男
「
御
上
神
社
秋
祭
り
に
お
け
る
頭
屋
の
役
割
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第

　
　
六
号
　
一
九
八
一
年
三
月
）

　
　
　
山
口
昌
男
「
相
撲
に
お
け
る
儀
礼
と
宇
宙
観
」
（
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
一

　
　

五
　
一
九
八
七
年
三
月
）

　
　
　
金
子
哲
「
神
と
人
の
問
に
て
1
宮
座
に
お
け
る
二
つ
の
原
理
ー
」
（
石
井
進
編
『
中
世
の
村

　
　

と
流
通
』
※
一
九
九
二
年
十
月
所
収
）

　
　
　
宮
畑
巳
年
生
『
近
江
の
祭
と
民
俗
』
（
一
九
八
八
年
十
↓
月
）

　
　
　
野

洲
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
（
銅
鐸
博
物
館
）
編
『
近
江
の
古
社
　
御
上
神
社
の
歴
史
と

　
　
美
術
』
（
平
成
八
年
度
秋
期
企
画
展
図
録
　
一
九
九
六
年
六
月
）

　
　
　
行
事
の
記
録
及
び
資
料
等
の
紹
介
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
神
祇
院
編
『
官
国
幣
社
特
殊
神
事
調
』
（
一
九
四
一
年
三
月
・
増
補
版
一
九
八
八
年
六
月
）

　
　
　
野
洲
郡
役
所
編
『
野
洲
郡
史
』
上
・
下
二
九
二
七
年
二
月
刊
）

　
　
　
野
洲
町
編
『
野
洲
町
史
』
第
一
巻
・
第
二
巻
（
通
史
編
一
・
二
）
（
］
九
八
六
年
三
月
）

　
　
　
長
谷
川
嘉
和
編
『
祭
礼
事
典
・
滋
賀
県
』
（
一
九
九
一
年
八
月
）

　
　
　
式
内
社
研
究
会
編
『
式
内
社
調
査
報
告
』
第
一
二
巻
（
一
九
八
一
年
二
月
）

　
　
　
原
田
敏
明
監
修
『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
第
2
巻
（
一
九
六
九
年
一
月
）

　
　
　
原
田
敏
明
監
修
『
日
本
祭
礼
行
事
集
成
』
第
4
巻
二
九
七
一
年
四
月
）

　
　
　
祝
宮
静
考
註
「
近
江
国
野
洲
川
漁
業
史
資
料
」
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
一
八
　
一

　
　
九
三
七
年
八
月
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
』
第
一
八
巻
　
一

　
　
九
七
三
年
五
月
再
録
）

　
　
　
神
社
経
営
等
に
関
す
る
も
の
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
真
野
純
子
「
神
社
に
従
属
す
る
土
器
作
り
の
展
開
過
程
ー
近
江
御
上
神
社
と
ホ
ウ
ラ
イ
衆

　
　
ー
」
（
日
本
中
世
土
器
研
究
会
編
『
中
近
世
土
器
の
基
礎
研
究
珊
』
一
九
九
二
年
十
二
月
刊
）

　
　

牧
田
勲
「
領
主
支
配
と
村
の
自
治
ー
近
世
の
山
秩
序
と
村
ー
」
（
「
摂
南
法
学
」
第
一
六
号

　
　
　
一
九
九
六
年
八
月
刊
）

（
2
）
　
こ
の
論
文
で
使
用
す
る
「
御
上
神
社
文
書
」
は
、
御
上
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
謄
写
版

　
　
の
も
の
を
主
に
使
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
藤
田
恒
春
氏
の
撮
影
さ
れ
た
写
真
版
で
補
完
し
た
。

　
　
な
お
、
快
く
こ
れ
ら
の
史
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
御
上
神
社
の
み
な
さ
ま
と
藤
田
恒
春
氏
、

　

播
磨
良
紀
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
3
）
　
註
（
1
）
参
照
。
そ
の
他
、
三
上
の
ず
い
き
祭
り
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
隣
村
の
妙
光
寺
、

　
　
北
桜
、
南
桜
に
関
す
る
論
文
・
報
告
、
あ
る
い
は
祭
祀
以
外
の
分
野
に
つ
い
て
の
論
文
・
報

　

告
も
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
頭
人
を
務
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
座
に
限
ら
ず
非
常
に
名
誉
な
こ
と
と
さ
れ
、
例
え

　

ば

家
の
修
理
や
新
築
等
ま
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
保
存
会
は
や
や
も
す
れ
ば
盛
大
に
な

　

り
が
ち
な
こ
の
行
事
を
末
永
く
存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
費
用
負
担
を
少
し
で
も
軽
く
し
た
い

　

と
い
う
意
図
も
あ
っ
て
結
成
さ
れ
た
側
面
も
あ
る
。
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（
5
）
筆
者
は
昭
和
五
十
六
年
以
来
、
た
び
た
び
こ
の
行
事
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
こ
に

　

記
述
す
る
の
は
、
昭
和
六
十
三
年
頃
ま
で
の
行
事
の
記
録
で
あ
る
。
保
存
会
の
結
成
後
は
、

　

特
に
重
親
類
等
に
対
す
る
饗
応
の
簡
略
化
や
共
通
化
、
ま
た
、
重
親
類
か
ら
の
見
舞
い
の
制

　
　
限
等
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
、
行
事
全
体
の
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
し
、
久
し
く
見
る
こ
と
の
無

　
　
か
っ
た
鯨
の
献
撰
等
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
6
）
　
神
祇
院
編
『
官
国
幣
社
特
殊
神
事
調
』
（
一
九
四
一
年
三
月
・
『
増
補
版
一
九
八
八
年
六
月
）

（
7
）
　
た
だ
し
、
結
果
的
に
そ
の
頭
人
の
本
家
あ
る
い
は
分
家
が
あ
る
場
合
に
は
、
先
に
述
べ
た

　
　
原
則
か
ら
同
じ
座
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
本
家
な
り
分
家
は
頭
人
に
と
っ
て
重
親

　
　
類
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
結
果
的
に
同
じ
座
に
属
す
る
者
が
手
伝
う
こ
と
に
は
な
る
。

　
　
し
か
し
、
基
本
的
に
は
重
親
類
と
座
は
全
く
原
理
を
異
に
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
8
）
　
栖
雲
軒
は
、
三
上
栖
雲
軒
士
忠
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
当
時
、
湖
南
地
方
を
中
心
に
活
躍
し

　
　
て
い
た
六
角
氏
の
奉
行
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
（
『
八
日
市
市
史
』
第
二
巻
中
世
　
一
九
七
九

　
　
年
四
月
）

（
9
）
高
牧
實
「
中
世
末
に
お
け
る
湖
東
の
宮
座
」
二
聖
心
女
子
大
学
論
集
」
五
〇
号
　
一
九
七

　
　
七
年
一
月
刊
、
同
氏
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
一
九
八
六
年
十
一
月
に
再
録
）

（
1
0
）
　
祝
宮
静
考
註
「
近
江
国
野
洲
川
漁
業
史
資
料
」
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
一
八
　
一

　
　
九
三
七
年
八
月
刊
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
日
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
』
第
一
八
巻

　
　
一
九
七
三
年
五
月
再
録
）
に
こ
の
簗
争
論
に
つ
い
て
の
御
上
神
社
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　
簗
争
論
の
経
過
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
高
牧
氏
前
掲
論
文
、
『
野
洲

　
　
郡
史
』
、
『
野
洲
町
史
』
に
も
そ
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
祝
宮
静
「
三
上
供
祭
簗
を
続
る
一
紛
争
」
（
祝
宮
静
考
註
「
近
江
国
野
洲
川
漁
業
史
資
料
」

　
　
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
彙
報
一
八
　
一
九
三
七
年
八
月
刊
、
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
日

　
　
本
常
民
生
活
資
料
叢
書
』
第
一
八
巻
　
一
九
七
三
年
五
月
再
録
に
所
収
）

（
1
2
）
　
野
洲
川
と
並
ん
で
三
上
山
も
重
要
な
財
産
で
あ
り
、
そ
の
進
退
は
神
主
家
と
社
家
の
手
に

　
　
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
近
世
初
頭
に
は
隣
村
北
桜
と
の
争
論
が
あ
り
、
ま
た
、
年
貢
負

　
　
担
が
発
生
す
る
等
の
事
件
が
あ
っ
た
が
、
三
上
村
と
し
て
の
結
合
を
全
面
に
そ
の
危
機
を
乗

　

　
り
切
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　

　
こ
の
三
上
山
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
牧
田
勲
「
領
主
支
配
と
村
の
自
治
ー
近
世
の
山

　
　
秩
序
と
村
！
」
（
「
摂
南
法
学
」
第
一
六
号
　
一
九
九
六
年
八
月
）
に
詳
し
い
。

（
1
3
）
　
「
三
上
大
明
神
年
中
行
事
井
社
務
勤
行
略
記
」
、
「
寛
文
文
書
三
上
大
明
神
之
事
」
、
「
元
禄
十

　
　
六
年
五
月
三
上
社
由
来
社
人
覚
書
」
、
「
宝
永
七
年
八
月
三
上
神
社
録
」
（
原
田
敏
明
監
修
『
日

　
　
本
祭
礼
行
事
集
成
』
第
二
巻
〈
一
九
六
九
年
一
月
刊
〉
所
収
）

（
1
4
）
　
祝
宮
静
考
註
「
近
江
国
野
洲
川
漁
業
史
資
料
」
所
載
の
「
申
上
川
面
簗
條
々
事
」
に
み
ら

　
　
れ

る
「
ま
う
と
」
に
つ
い
て
「
ま
う
と
ヵ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
文
面
か
ら
し
て
「
ま

　
　
う
と
」
1
1
も
う
と
（
間
人
）
す
な
わ
ち
村
人
身
分
を
持
た
な
い
者
の
意
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
た
だ
し
、
こ
の
十
六
世
紀
半
ば
の
時
点
で
、
先
の
表
3
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
両
者
に
共

　

通

し
た
名
字
（
因
幡
田
氏
）
が
あ
る
よ
う
に
社
家
衆
と
名
主
が
全
く
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と

　
　
は
考
え
ら
れ
ず
、
一
定
の
交
流
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
1
6
）
特
に
多
数
の
新
入
者
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
冒
頭
の
永
禄
四
年
二
五
六
こ
で
あ
り

　

十
一
人
も
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
宮
座
が
再
興
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
組
織
と
し
て
一

　

定
以
上

の

成
員
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
　
後
の
記
録
で
あ
る
が
、
「
寳
永
元
年
九
月
一
日
若
宮
大
明
神
相
撲
神
事
改
帳
」
（
御
上
神
社

　

文
書
第
二
一
二
号
）
の
中
に
は
、
相
撲
神
事
（
九
月
十
四
日
の
朝
）
に
長
之
屋
、
東
座
、
西

　

座
の
諸
頭
が
頭
人
の
家
に
「
御
饗
」
を
受
け
に
行
く
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
現
在
で
は
全
く

　
　
そ
の
姿
を
消
し
て
い
る
が
、
同
文
書
に
は
、
「
木
白
箸
　
小
土
器
に
あ
ら
め
　
さ
く
ろ
相
添
送

　
　
ル
事
」
と
あ
り
、
ま
た
、
春
祭
り
に
も
「
饗
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
種
の
白
蒸
に
箸

　
　
を
付
け
、
あ
ら
め
と
ざ
く
ろ
を
小
土
器
に
入
れ
て
添
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
8
）
　
春
祭
り
の
時
に
は
、
東
林
寺
と
山
出
が
合
同
し
て
渡
し
番
の
単
位
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

　
　
を
山
里
と
呼
び
、
東
林
寺
を
里
、
山
出
を
山
と
呼
ぶ
通
称
は
現
在
も
存
在
す
る
。

（
1
9
）
　
東
林
寺
殿
の
名
前
は
、
「
相
撲
神
事
帳
」
等
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
0
）
　
萩
原
龍
夫
「
「
村
人
」
の
意
味
の
変
遷
」
（
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
一
九
六
二
年
三
月
所

　
　
収
二
九
三
～
八
〇
八
ペ
ー
ジ
）

（
2
1
）
　
照
覚
寺
は
、
前
田
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
属
す
る
寺
院
で
あ
る
。
も
と
は
「
照
恩

　
　
寺
」
と
呼
ば
れ
、
享
保
年
中
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
改
称
し
た
と
さ
れ
る
。

（
2
2
）
　
こ
の
「
入
人
衆
」
は
、
三
上
村
に
後
か
ら
入
っ
て
き
た
人
々
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、

　

　
実
際
に
「
入
人
衆
」
が
、
争
論
の
起
こ
っ
た
明
和
八
年
か
ら
あ
ま
り
遡
ら
な
い
時
期
の
者
で

　

　
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
の
論
拠
と
し
て
「
兎
角
古
来

　

　
ヨ
リ
之
通
」
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
入
人
衆
」
は
、
彼
ら
の
家
筋

　
　
が
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
　
「
寳
永
元
年
九
月
一
日
若
宮
大
明
神
相
撲
神
事
改
帳
」
（
御
上
神
社
文
書
第
一
＝
、
一
号
）

（
2
4
）
　
「
座
公
事
定
書
案
」
（
今
堀
日
吉
神
社
文
書
第
三
三
号
、
仲
村
研
編
『
今
堀
日
吉
神
社
文
書

　
　
集
成
』
一
九
八
一
年
四
月
所
収
）

（
2
5
）
　
註
（
1
3
）
参
照
。

（
2
6
）
　
註
（
1
3
）
参
照
。

（
2
7
）
　
「
寛
文
四
年
極
月
吉
日
妙
光
寺
駕
輿
r
田
ノ
事
三
上
衆
訴
状
留
」
（
御
上
神
社
文
書
第
七
六

　
　
号
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
ま
で
妙
光
寺
は
三
上
村
の
一
集
落
で
あ
り
、
妙
光
寺
の
中
に
は

　
　
駕
輿
丁
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
斎
藤
弘
美
氏
の
「
近
世
村
落
の
形
成
と
分
村

　
　
　
妙
光
寺
村
の
場
合
」
二
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
4
号
　
一
九
七
九
年
三
月
）
、
「
分
村

　
　
と
祭
祀
組
織
ー
妙
光
寺
三
上
神
社
　
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
5
号
　
一
九
八
〇
年

　

　
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
妙
光
寺
も
寛
文
四
年
二
六
六
四
）
ま
で
は
、
ず
い
き
祭
り
に
も
参
加
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し
て
い
た
し
、
春
祭
り
に
も
参
加
し
て
い
た
と
さ
れ
、
翌
五
年
（
一
六
六
五
）
に
分
村
し
、

　
　
新

た
に
同
村
内
に
三
上
神
社
を
勧
請
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
も
、
ず
い
き

　
　
祭
り
の
座
は
何
ら
か
の
影
響
ー
座
衆
の
減
少
i
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
が
、
「
相
撲
神
事
帳
」

　
　
で
は

明
確
に
確
認
で
き
な
い
。

（
2
8
）
　
野
洲
町
編
『
野
洲
町
史
』
第
一
巻
（
〈
通
史
編
一
〉
一
九
八
六
年
三
月
刊
）
二
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
2
9
）
　
「
自
永
録
四
年
至
明
治
八
年
相
撲
神
事
西
公
文
書
記
録
」
（
御
上
神
社
文
書
第
二
二
四
号
）

（
3
0
）
　
な
お
、
こ
の
文
書
を
作
成
し
署
名
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
神
主
、
社
家
、
各
公
文
、

　
　
庄

屋
、
年
寄
等
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

　
　

は
、
社
家
の
大
谷
氏
と
公
文
の
大
谷
氏
で
は
そ
の
名
前
が
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
庄
屋
に
つ

　
　
い
て

は
、
社
家
乍
庄
屋
と
い
う
肩
書
を
記
し
て
い
る
の
で
、
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い

　
　
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
で
は
社
家
で
あ
り
、
か
つ
公
文
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
軒
の
大
谷

　
　
氏

に
集
中
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
社
家
の
大
谷
氏
と
公
文
の
大
谷
氏
が
別
の
家
で
あ

　
　

る
か
、
あ
る
い
は
同
じ
家
で
あ
る
と
す
る
と
、
親
子
か
兄
弟
の
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　

に
な
ろ
う
。
他
に
史
料
が
な
い
の
で
結
論
と
し
て
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
同
一
の
名

　
　
字
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
同
一
の
家
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
少
な
く
と
も
同
族
で
あ
っ
た
こ

　
　
と
は
確
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

（
3
1
）
　
こ
の
記
録
の
中
に
、
長
之
屋
の
上
下
頭
人
の
集
め
る
初
尾
米
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
に

よ
れ
ば
上
座
頭
人
は
九
升
、
下
座
頭
人
は
二
斗
一
升
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
頭

　

　
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
合
計
す
る
と
三
斗
と
な
り
、
諸
頭
一
人
に
一
升
ず
つ

　
　
で
あ
る
か
ら
、
長
之
屋
の
諸
頭
は
三
十
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
は
先
に
推
定
し
た

　
　
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
最
後
期
の
数
二
十
六
人
～
二
十
八
人
に
近
く
、
例
え
ば
一
軒
の
家
に
複

　
　
数
の
成
人
男
性
が
い
る
場
合
に
諸
頭
を
二
人
と
数
え
る
と
す
る
と
、
座
を
構
成
す
る
軒
数
は

　
　
三
十
軒
よ
り
あ
る
程
度
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
3
2
）
　
「
貞
享
四
年
四
月
十
五
日
加
与
丁
無
作
法
社
人
等
訴
状
」
（
御
上
神
社
文
書
第
一
二
〇
号
）

（
3
3
）
　
こ
こ
で
い
う
「
資
子
」
が
先
に
紹
介
し
た
「
假
屋
資
子
」
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明

　
　
で
あ
る
が
十
六
世
紀
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
初
尾
米
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
す
な
わ
ち
、
座
の
正
式
の
構
成
員
な
ら
ば
、
こ
れ
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
性

　
　
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お
く
。
た
だ
、
「
資
子
」
と
い
う
文
言
が
も
と
も
と
何
を
意

　
　
味
し
た
か
、
現
時
点
で
は
他
に
用
例
を
確
認
で
き
ず
断
定
は
で
き
な
い
。

（
3
4
）
　
桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
　
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ
い
て

　
　
の
一
考
察
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

（
3
5
）
　
現
在
の
春
祭
り
で
は
、
従
来
の
渡
御
列
で
は
、
老
朽
化
し
た
神
輿
は
拝
殿
に
飾
ら
れ
る
だ

　

け
と
な
り
、
代
わ
っ
て
子
供
神
輿
が
三
基
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
も
と
も
と
家

　

筋
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
た
諸
役
も
全
く
姿
を
消
し
て
い
る
。

（
3
6
）
　
桜
井
（
真
野
）
純
子
氏
に
よ
れ
ば
、
春
祭
り
の
渡
し
番
の
経
費
負
担
に
つ
い
て
は
、
近
世

　
　

に
は
御
上
神
社
の
森
の
中
に
開
発
さ
れ
た
田
地
の
作
徳
米
か
ら
負
担
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

　
　
い

た
。
（
桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
ー
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ

　
　
い
て

の

一
考
察
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

（
3
7
）
　
野
洲
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
（
銅
鐸
博
物
館
）
編
『
近
江
の
古
社
　
御
上
神
社
の
歴
史
と

　
　
美
術
』
（
平
成
八
年
度
秋
期
企
画
展
図
録
　
一
九
九
六
年
六
月
）

（
3
8
）
　
桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
－
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ
い
て

　
　
の

一
考
察
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

（
3
9
）
　
宝
暦
十
一
年
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
こ

　
　

と
か
ら
、
そ
の
数
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
4
0
）
　
前
掲
、
表
2
、
表
3
参
照
。
な
お
、
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
「
侍
衆
」
が
一
定
の
権
威
を
有

　
　
し
て
お
り
、
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
正
期
の
「
駒
井
益
庵
折
紙
」
の
中

　
　
で

侍
分
の
者
が
夫
役
免
除
の
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
（
牧
田
勲

　
　
「
領
主
支
配
と
村
の
自
治
ー
近
世
の
山
秩
序
と
村
ー
」
（
「
摂
南
法
学
」
第
十
六
号
　
一
九
九
六

　
　
年
八
月
刊
）

（
4
1
）
　
桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
－
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ
い
て

　
　
の

一
考
察
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

（
4
2
）
　
換
言
す
れ
ば
、
出
入
は
春
祭
り
で
は
鉾
に
猿
田
彦
の
面
を
付
け
て
奉
持
し
、
ず
い
き
祭
り

　
　
で
は

芝
原
式
の
時
に
こ
の
面
を
被
っ
て
、
鉾
を
公
文
以
下
の
出
席
者
を
突
く
真
似
を
し
た
こ

　
　

と
に
な
る
。
ず
い
き
祭
り
に
出
る
こ
の
役
に
つ
い
て
は
、
橋
本
裕
之
氏
は
「
王
の
舞
」
で
あ

　
　

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
来
、
王
の
舞
が
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
主
に
中
央
の

　
　
大

社
寺
に
お
け
る
祭
礼
で
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
地
方
に
は
荘
園
鎮
守
社
や
寺

　
　
院
の
祭
礼
や
芸
能
構
成
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
伝
播
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
（
「
王
の
舞

　
　
の
分
布
と
特
色
　
若
狭
地
方
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
』
一
九
九
七

　
　
年
二
月
所
収
）
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ず
い
き
祭
り
に
見
ら
れ
る
猿
田
彦
は
、
本
来
、
春
祭
り
こ

　

　
そ
ふ
さ
わ
し
い
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
春
祭
り
に
は
形
式
的
な

　
　
渡
御
へ
の
参
加
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
芸
能
的
な
所
作
を
残
す
の
は
ず
い
き
祭
り
の
芝
原
式

　

　
で
あ
り
、
こ
の
間
の
事
情
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
ず
い
き
祭
り
が

　
　
神
事
と
し
て
中
世
後
期
の
座
と
し
て
の
紐
帯
を
示
す
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
、

　
　
む
し
ろ
、
こ
の
王
の
舞
が
選
択
的
に
芝
原
式
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
3
）
　
北
桜
の
蓬
莱
衆
の
春
祭
り
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
真
野
純
子
「
神
社
に
従
属
す
る
土
器
作

　
　
り
の
展
開
過
程
ー
近
江
御
上
神
社
と
ホ
ウ
ラ
イ
衆
ー
」
（
日
本
中
世
土
器
研
究
会
編
『
中
近
世

　
　
土
器
の
基
礎
研
究
珊
』
一
九
九
二
年
十
二
月
刊
）
が
詳
し
い
。

（
4
4
）
　
「
慶
長
十
一
年
三
月
五
日
大
谷
道
安
三
上
山
覚
書
」
（
御
上
神
社
文
書
第
四
八
号
）
、
「
貞
享

　
　
四
年
四
月
十
五
日
加
与
丁
無
作
法
社
人
等
訴
状
」
（
御
上
神
社
文
書
第
一
二
〇
号
）
、
「
慶
長
三

　

年
三
月
十
五
日
蓬
莱
衆
神
役
ノ
意
趣
申
送
ル
ノ
状
写
」
（
御
上
神
社
文
書
第
六
六
号
）
、
「
北
櫻
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蓬
茉
衆
三
上
社
由
来
代
官
へ
指
上
ケ
状
」
（
御
上
神
社
文
書
第
一
八
八
号
）
等
に
見
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
な
お
、
桜
井
（
真
野
）
氏
は
、
「
慶
長
三
年
三
月
十
五
日
蓬
莱
衆
神
役
ノ
意
趣
申
送
ル

　
　
ノ
状
写
」
（
御
上
神
社
文
書
第
六
六
号
）
偽
文
書
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
（
註
（
4
3
）

　

参
照
）
。

（
4
5
）
　
桜
井
（
真
野
）
純
子
「
御
上
神
社
の
春
祭
り
と
組
織
ー
御
旅
所
へ
の
渡
御
列
役
に
つ
い
て

　
　
の
一
考
察
」
（
「
近
江
村
落
社
会
の
研
究
」
第
五
号
　
一
九
八
〇
年
三
月
）

（
4
6
）
　
喜
多
慶
治
「
滋
賀
県
草
津
市
下
笠
町
の
宮
座
と
同
所
老
杉
神
社
の
神
事
に
つ
い
て
」
二
近

　
　
畿
民
俗
」
三
四
号
　
一
九
六
四
年
三
月
）

（
4
7
）
　
高
牧
實
「
中
世
末
に
お
け
る
湖
東
の
宮
座
」
（
「
聖
心
女
子
大
学
論
集
」
五
〇
号
　
一
九
七

　
　
七
年
十
月
刊
、
同
氏
『
宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
一
九
八
六
年
十
一
月
刊
に
再
録
）

（
4
8
）
　
表
2
・
表
3
参
照
。

（
4
9
）
　
寒
川
辰
清
編
輯
『
近
江
與
地
志
略
』
巻
之
六
六
　
享
保
十
九
年
二
七
一
二
四
）
成
立

（
5
0
）
　
「
三
上
若
宮
殿
相
撲
神
事
帳
」
（
御
上
神
社
文
書
第
二
二
二
号
）
に
「
神
舘
殿
」
が
頭
人
を

　
　
務
め
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
（
表
8
参
照
）
。

（
5
1
）
　
地
主
神
は
中
世
以
降
、
社
寺
を
建
立
す
る
際
に
、
も
と
か
ら
そ
の
地
に
鎮
座
す
る
神
を
称

　
　
す
る
名
称
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
『
日
本
民
俗
事
典
』
大
塚
民
俗
学
会
編
　
一
九
七
二
年
二
月
）

　
　
御
上
神
社
の
場
合
、
ず
い
き
祭
り
の
対
象
で
あ
る
若
宮
神
社
が
こ
の
地
主
神
で
あ
る
と
さ
れ

　

　
て
い
る
。
こ
の
祭
り
は
三
つ
の
宮
座
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
、
基
本
的
に
村
民
は
所
属
す
る
座

　

　
に
お
い
て
頭
人
と
な
り
、
こ
の
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
祭
り
に
関

　
　
し
て
は
、
平
等
に
義
務
と
権
利
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
祭
り
の
対
象
が
、

　
　
地
主

神
で
あ
る
若
宮
神
社
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
御
上
神
社
本
社
の
祭
礼
で
あ
る
春
祭
り

　
　
が
家
筋
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
職
掌
を
持
つ
と
い
う
体
制
と
比
較
し
て
、
象
徴
的
な
意
義
を

　
　
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
5
2
）
　
北
桜
の
蓬
莱
衆
と
御
上
神
社
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
真
野
純
子
「
神
社
に
従
属
す
る
土
器

　
　
作
り
の
展
開
過
程
ー
近
江
御
上
神
社
と
ホ
ウ
ラ
イ
衆
1
」
（
日
本
中
世
土
器
研
究
会
編
『
中
近

　
　
世
土
器
の
基
礎
研
究
珊
』
一
九
九
二
年
十
二
月
刊
）
の
中
で
詳
し
く
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

（
5
3
）
　
滋
賀
県
は
、
宮
座
が
濃
密
に
分
布
す
る
地
域
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
宮
座
の
行
事
と
し
て

　
　
行
わ
れ
る
儀
礼
や
行
事
を
一
般
的
に
神
事
（
ジ
ン
ジ
）
と
称
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
祭
り
の

　
　
構
造
を
説
明
す
る
際
に
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
神
事
（
シ
ン
ジ
）
と
は
意
味
が
異
な
る
。

　
（
四
日
市
市
立
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

〇

年
六
月
三
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
一
月
五
日
審
査
終
了
）
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表
8
　
「
三
上
若
宮
相
撲
神
事
帳
」

年
代

新
入
者
名

注
記
等

頭
人

永
禄
4

平
野
殿
三

野
殿
四

林
寺
村
小
太
郎
左
衛
門
嫡
子
亀
千
世
（
天
正
三
光
明
院
資
人
）

子
ハ
難
無
之
候
如
此
候

因
幡
田
新
二
郎
殿
北
殿
下
人
三
郎
五
郎

　
　
　
　
　

　
　
　

天
正
八
辰

　
　
（
天
正
三
亥
年
頭
人
）
※

永
禄
5

東
林谷

殿
下

林
寺
村
三
郎
五
郎
嫡
子
（
天
正
七
卯
年
頭
人
）
？
東
座
（
三
郎
太
郎
）

逐
電
仕
候
て

死
去
候

因
幡
田
殿
嫡
子
（
子
ハ
無
之
候
へ
共
被
勤
候
）
東
林
寺
村
介
太
郎
殿

子
ハ
錐
無
之
候
如
此
候
後
絶
也

因
幡
田
殿
嫡
子
（
後
絶
也
）
東
林
寺
村
介
太
郎
殿
嫡
子
（
天
正
九
巳
年
頭
人
）
※

永
禄
6

東
林
寺
村
弥
五
郎
東
林
寺
村
辻
ノ
三
郎
五
郎

山
本
甚
九
郎
殿
下
人
藤
左
衛
門
二
男
入
道
（
天
正
二
戌
年
死
）
山
出
村
亀
石
（
天
正
七
卯
年
頭
人
）
※
　
亀
石
↓
亀
殿
？
東
林
寺
村
中
村
道
悦
下
人
弥
五
郎
嫡
子
（
天
正
九
巳
年
頭
人
）
※

永
禄
7
東
林
寺
村
辻
ノ
与
三
郎
嫡
子
（
天
正
十
午
年
頭
人
）
※
北
殿
下
人
小
中
小
路
村
孫
四
郎
嫡
子
（
天
正
十
一
未
年
頭
人
）
※

東
林
寺
村
辻
ノ
与
三
郎
小
中
小
路
村
北
殿
下
人
孫
四
郎

永
禄
8

神
館
殿
若
子
（
天
正
三
寅
年
御
頭
人
）
※

逐
電
仕
候

大中
小
路
村
二
郎
太
郎
東
林
寺
村
藤
二
郎

大
中
小
路
村
二
郎
太
郎
嫡
子
東
林
寺
村
藤
二
郎
嫡
子
（
天
正
十
二
年
死
）

永
禄
9
妙
光
寺
村
二
郎
三
郎
嫡
子
菊
千
代
大
谷
殿
三
男
孫
二
郎
殿
（
天
正
十
四
年
頭
人
）
※

東
林
寺
村
大
工
ノ
九
郎
三
郎
前
田
村
小
二
郎

大

工
九

郎
三
郎
嫡
子
（
文
禄
三
午
年
頭
人
）
※

子
難
無
之
候
如
此
候

永
禄
1
0
平
野
修
理
殿
嫡
子
（
天
正
十
午
年
頭
人
仙
千
代
丸
）
※
立
入
へ
養
子
次
兵
衛
門
殿
嫡
子
お
せ
ん
丸
（
天
正
十
八
寅
年
頭
人
）
※

逐
電
仕
候
て

死
去
仕
候

平
野
修
理
殿
東
林
寺
村
小
太
郎
左
衛
門

永
禄

H
因
幡
田
与
太
郎
殿
嫡
子

因
幡
田
与
太
郎
殿
東
林
寺
村
彦
七

東
林
寺
村
彦
七
嫡
子
菊
千
代
（
天
正
十
五
亥
年
頭
人
）
※

永
禄
1
2
堀
池
掃
部
助
嫡
子
（
天
正
十
四
頭
人
）
※
上
憂
孫
四
郎
殿
（
天
正
八
辰
年
頭
人
）
※

堀
池
掃
部
助
殿
平
野
十
右
衛
門
殿
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年
代
元
亀
1

新
入
者
名
今
ハ
岡
村
民
部
殿
東
定
坊
嫡
子
百
千
代
殿
（
天
正
十
二
申
年
頭
人
）
※

注
記
等

頭
人

北
殿林

寺
殿
下
人
甚
三
郎

東
林
寺
殿
下
人
甚
三
郎
嫡
子
（
天
正
十
五
亥
年
頭
人
）
※
北
殿
下
人
大
中
小
路
村
孫
二
郎
嫡
子
二
郎
四
郎
（
天
正
十
三
酉
年
頭
人
）
※
永
田
殿
下
人
東
林
寺
村
弥
四
郎
嫡
子

子
難
無
之
候
如
此
候
盗
ヲ
仕
成
敗

元
亀
2

子
ハ
難
無
之
候
如
此
候

大
谷
左

工林
中
小
路
村
永
田
源
介
殿
下
人
三
郎
二
郎
嫡
子
（
天
正
十
八
寅
年
頭
人
）
※
小
林
介
左
衛
門
尉
殿
嫡
子
松
千
代
丸
（
天
正
二
戌
年
死
去
候
）

大
谷
殿
永
田
源
介
殿
下
人
三
郎
二
郎

元
亀
3

小林
一
類
ハ
御
神
事
難
被
請
而
入
申
候

。
候
既
二
付

山
本
甚
九
郎
殿
下
人
東
林
寺
村
源
三
郎
嫡
子
（
天
正
二
十
辰
年
頭
人
）
※
岩
倉
橘
次
殿
（
天
正
九
巳
年
）
？

酔
狂
二
付
而
生
害

今
ハ
苗
村
民
部
東
定
坊
山
本
甚
九
郎
殿
下
人
藤
七
右
衛
門

天
正
1

平
子
弥
七
殿
嫡
子
（
天
正
十
七
丑
年
頭
人
）
※
大
谷
殿
下
人
衛
門
次
郎
嫡
子
青
木
嶋
（
慶
長
二
酉
年
死
去
仕
候
）

子
ハ
難
無
之
候
如
此
候
子
ハ
難
無
之
候
如
此
候

平
子谷

殿
下
人
衛
門
二
郎

天
正
2

平
野
小
六
殿
嫡
子
（
天
正
十
七
丑
年
頭
人
）
※
堀
池
又
四
郎
殿
嫡
子
（
天
正
十
九
夘
年
頭
人
）
※

平
野
小
六
殿
嫡
堀
池
又
四
郎
殿

天
正
3
神
館
殿
（
清
昌
御
嫡
子
）
（
文
禄
二
巳
年
御
頭
也
）
※
東
林
寺
弥
之
（
天
正
二
十
年
肥
前
国
な
こ
や
に
て
死
去
）
平
野
殿
下
人
東
林
寺
一
若
嫡
子
（
慶
長
八
辰
年
二
失
）

御
子
ハ
錐
無
之
因
幡
守
殿
御
頭
ヲ
被
勤
候
而
如
此
候

神
館
殿
平
野
殿
下
人
一
若

天
正
4

子
ハ
難
無
之
候
如
此
候

天
正
5

平
野
又
二
郎
殿
嫡
子
平
野
長
助
殿
二
男
（
同
年
十
二
月
二
日
死
）

平
野
又
二
郎
殿
大
工
記
六
三
郎

梅
本
坊
弟
師
（
慶
長
四
寅
年
頭
人
）
※
大
谷
孫
二
郎
殿
嫡
子
勝
六
丸

弟
師
難
無
之
候
如
此
候
子
ハ
錐
無
之
候
如
此
候

大
谷
殿
二
男
梅
本
坊
小
中
小
路
村
新
七
二
男
千
代
夫

北
殿
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
正
七
年
九
月
二
十
七
日
死
）

天
正
6

東
林
寺
新
介
殿
嫡
子
（
天
正
十
午
六
月
十
三
日
二
死
去
）

子
ハ
難
無
之
候
如
此
候

因
幡
田
新
三
郎
殿
嫡
子
（
天
正
十
九
卯
年
頭
人
）
※

東
林
寺
新
介
殿
因
幡
田
新
三
郎
殿

天
正
7

山
出
村
亀
殿
嫡
子
（
文
禄
二
巳
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

山
出
村
亀
殿
東
林
寺
辻
兵
衛
嫡
子
新
三
郎

天
正
8

新
三

林
寺
村
太
郎
四
郎
嫡
子
（
天
正
十
午
年
八
月
に
死
去
）
前
田
小
太
郎
嫡
子
長
介
下
人
亀
千
代
（
慶
長
八
卯
年
頭
人
）

上
堂
金

野
小
三

郎
方
嫡
子
（
慶
長
二
酉
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

上
堂
金

野
小
三
郎
方

天
正
9

東
林
寺
虎
千
代
嫡
子
（
文
禄
三
午
年
頭
人
）
※
東
林
寺
村
弥
五
郎
嫡
子
市
若
嫡
子
（
慶
長
四
亥
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

東
林
寺
虎
千
代
東
林
寺
村
弥
五
郎
嫡
子
市
若

天
正
10

大谷
下
人
虎
千
代
（
天
正
十
三
酉
年
死
）
平
野
仙
千
世
嫡
子
（
慶
長
三
戌
年
頭
人
）
※
辻
ノ
与
三
郎
嫡
子
ノ
嫡
子

修
理
殿

林
寺
村
与
三
郎
嫡
子

（慶
長
六
丑
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
続
ハ
無
之
候
へ
共
相
勤
候
如
此
候
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天
正
11

太
郎
四

郎
嫡
子

（慶
長
八
辰
年
失
申
候
）

大
谷
下
人

中
小
路
村
孫
四
郎
嫡
子
玉

天
正
12

小

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
（
去
歳
未
年
頭
人
に
候
て
新
入
可
請
儀
二
候
へ
共
、
地
下
之
儀
二
大
坂
へ
罷
行
付
而
当
年
如
此
候
）
苗
村
子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

東
定
坊
民
部
嫡
子
百
右
衛
門
尉
殿
北
殿
下
人
三
郎
二
郎

　
　
　
　
　
　
　

（慶
長
六

丑

中
小
路
村
北
下
人
三
郎
二
郎
嫡
子

（慶
長
二
酉
年
頭
人
）
※

天
正
13

大
中
小
路
村
二
郎
四
郎
嫡
子
辰
千
代
（
慶
長
三
戌
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

大中
小
路
村
孫
二
郎
嫡
子
二
郎
四
郎
東
林
寺
村
辻
兵
衛
二
男
ふ
ち

東
林
寺
村
ふ
ち
嫡
子
死
去
仕
候

天
正
14

大
谷

孫
二
郎
嫡
子
小
勝
丸
死
去
仕
候

大
谷
孫
二
郎
掃
部
嫡
子
堀
池
出
庭

堀
池
掃
部
嫡
子
出
庭
嫡
子
越
前
ニ
テ
死

子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候

天
正
15

東
林
寺
村
菊
千
代
嫡
子
庄
七
事
（
慶
長
七
寅
年
頭
人
）
※
ー
庄
（
彦
）
？

子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

山
本
市
介
下
人
菊
千
代
庄
七
事
東
林
寺
殿
下
人
甚
三
郎
嫡
子
通
阿
弥

東
林
寺
村
通
阿
弥
之
嫡
子
（
慶
長
七
寅
年
頭
人
）
※
大
中
小
路
甚
四
郎
（
慶
長
八
卯
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

天
正
16

大谷
孫
兵
衛
嫡
子
（
子
ハ
無
之
候
へ
共
如
此
候
）
大
工
喜
三
郎

大
谷工兵野井

長
右
衛
門
殿
弍
子
東
林
寺
殿
へ
養
子
也
　
東
林
寺
殿
二
男

此方
代
官
候
間
如
此
候
へ
共
相
替
分
帰
を
け
し
申
候

天
正
17

子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

小
六七

嫡
子
平
野
鍋
丸

平
野
久
次
嫡
子
文
禄
五
年
正
月
十
六
日
死
平
子
鍋
丸
嫡
子
（
弥
七
死
去
候
間
此
新
入
流
候
）
十
右
衛
門
二
男
平
野
左
介
（
慶
長
十
一
午
年
頭
人
）
※

天
正
18

子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

立
入
へ
養
子
左
内
小
中
小
路
村
三
郎
二
郎
嫡
子
徳
千
世

左内
嫡
子
（
如
此
候
へ
共
頭
ヲ
不
請
候
）
三
郎
二
郎
子
徳
千
世
嫡
子
（
慶
長
九
辰
年
頭
人
）
※
↓
左
内
嫡
子
（
又
頭
を
不
請
資
子
も
被
懸
候
而
如
此
候
）
？

天
正
19

堀
池
お
と
ん
嫡
子
（
慶
長
七
寅
年
七
月
二
十
二
日
に
死
）
因
幡
田
新
右
衛
門
孫
嫡
子
但
甚
二
郎
子
（
慶
長
拾
巳
年
頭
人
）
※

堀

天
正
20

上
堂
金

仕
候
）
慶
長
九
辰
年
頭
人
（
三
月
二
日
弟
左
兵
衛
）
？

子
ハ
な
く
候
共
頭
勤
候
而
如
此
候
頭
勤
候
而
如
此
候

上堂
金
内
嫡
子
東
林
寺
村
源
三

東
林
寺
村
源
三
孫
嫡
子
（
慶
長
十
三
申
年
頭
人
）
？
東
林
寺
村
彦
七
弟
　
慶
長
元
年
二
小
中
小
路
村
二
郎
九
郎
養
子
ト
成
也
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年
代
文
禄
2

新
入
者
名
神
館
殿
御
児
嫡
子
（
慶
長
十
三
申
年
頭
人
）
※

注
記
等

頭
人

与
三
郎
孫
嫡
子
（
慶
長
十
二
未
年
頭
人
）
※

御
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候
家
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

神
館
清
昌
嫡
子
山
出
村
与
三
郎

文

禄
3
東
林
寺
菊
丸
嫡
子
（
慶
長
十
二
未
年
頭
人
）
※

九

郎
三

郎
嫡
子
（
慶
長
十
六
亥
年
頭
人
）
※

子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候
大
工
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此

大
工林

寺
周
防
嫡
子
菊
丸

文
禄
4

平
野

二

林
寺
村
辻
ノ
さ
ん
し
ょ
（
慶
長
十
八
丑
年
頭
人
）
※

中
村
助
兵
衛
下
人
辻
ノ
さ
ん
し
ょ
平
野
小
六
二
男
津
久

文
禄
5

東
林
寺
周
防
殿
二
男
福
蔵
（
慶
長
六
九
月
四
日
に
死
去
候
也
）
因
幡
田
新
左
衛
門
養
子
行
　
同
年
十
月
晦
日
死
上
堂
金
内
方
二
男
（
慶
長
五
年
七
月
に
死
也
）
小
中
小
路
村
小
伝
孫
嫡
子
（
慶
長
十
二
未
年
六
月
死
）

資
子
か
け
候
也
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
仕
候
而
如
此
候

小中
小
路
村
孫
右
工
門
小
伝
嫡
子
（
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
ハ
勤
也
）
平
野
五
男
如
軒
但
山
岡
同
名
也

慶

長
2
平
野
喜
右
衛
門
子
ノ
千
松
嫡
子
（
慶
長
十
五
戌
年
八
蔵
頭
ヲ
勤
候
）
※

か

な
ご
嫡
子
助
三
嫡
子

お
さ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候

小
中
小
路
村
か
な
こ
道
一
嫡
子
助
三
平
野
喜
右
衛
門
嫡
子

慶
長
3

平
野
長

二
郎
嫡
子
ノ
嫡
子
（
慶
長
十
六
亥
年
頭
人
）

二
郎
四
郎
嫡
子
（
慶
長
四
九
月
四
日
二
死
）

子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候

大中
小
路
村
二
郎
四
郎
平
野
長
二
郎
嫡
子

慶
長
4
大
谷
寿
斎
嫡
子
竹
丸
嫡
子
弥
二
郎
嫡
子
ノ
嫡
子
（
元
和
七
酉
年
失
）

子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候

東
林
寺
村
弥
治
郎
孫
嫡
子
大
谷
寿
斎
嫡
子

慶
長
5

平
野
孫
六
嫡
子
（
慶
長
十
七
年
頭
人
）
※
因
幡
田
新
右
工
門
嫡
子
○
○
（
元
和
元
年
卯
年
頭
人
）
※
平
子
弥
一
嫡
子
（
慶
長
十
八
年
丑
頭
人
）
※
平
子
弥
右
工
門
三
男
お
さ
ん

子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候
子
ハ
な
く
候
へ
共
頭
ヲ
勤
候
而
如
此
候

平
子
弥
一
平
野
孫
六

（慶
長
十
九
寅
年
頭
人
）
※

慶

長
6
兵衛
三
郎
嫡
子
（
元
和
元
年
卯
年
頭
人
）
※
東
定
坊
様
百
右
衛
門
尉
嫡
子
（
子
年
死
去
仕
候
）

子
ハ
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
資
子
か
け
不
申
候

兵衛
三
郎
嫡
子
（
辻
ノ
子
ハ
難
無
之
頭
に
　
当
た
り
勤
候
也
）
東
定
坊
民
部
嫡
子
百
右
衛
門
嫡
子
小
僧

慶

長
7彦
七
孫
嫡
子
（
元
和
二
年
辰
年
頭
人
）
※
甚
太
郎
孫
嫡
子
（
元
和
二
年
辰
年
頭
人
）
※
小
六
殿
一
二
男
平
野
忠
蔵

子
ハ
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
子
ハ
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

東
林
寺
村
甚
太
郎
東
林
寺
村
彦
七

（慶
長
十
二
未
年
四
月
七
日
に
死
也
）

慶
長
8

大中
小
路
村
甚
四
郎
嫡
子
（
甚
四
郎
下
野
国
さ
の
二
い
か
る
）
妙
光
寺
孫
九
郎
慶
長
十
七
子
年
頭
人
※
長
次
郎
下
に
た
い
こ
た
ね
与
介
嫡
子
（
慶
長
十
九
寅
年
逐
電
仕
候
）

長
次
郎
下
人
与
介
大
中
小
路
村
甚
四
郎

慶
長
9
行
合
浄
久
嫡
子
藤
三
郎
（
但
小
中
小
路
村
二
郎
三
郎
弟
也
）
※
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
和
三
巳
年
頭
人
）
小
中
小
路
村
三
郎
太
郎
嫡
子
（
元
和
四
午
年
頭
人
）
？

小
中
小
路
村
三
郎
太
郎
行
合
浄
久

慶
長
1
0

宗
左
衛
門
？
カ

大
谷
孫
太

幡
田
甚
二
郎
嫡
子
（
元
和
三
巳
年
頭
人
）
※

未
子
ハ
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
子
ハ
無
之
候
へ
共
頭
勤
候
而
如
此
候

因
幡
田
甚
二
郎
大
谷
孫
太
郎
嫡
子
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慶
長
1
1
平
野
左
介
嫡
子
（
元
和
七
酉
年
頭
人
）
※
左
内
嫡
子
（
子
ハ
養
子
有
之

三条
二
在
之
大
津
屋
事
也
左
内
平
野
左
介

立
入
へ
養
子
元
和
四
午
年
頭
人
）

子
ハ
無
之
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

慶
長
1
2
東
林
寺
宰
相
孫
嫡
子
（
元
和
五
未
年
頭
人
）
※
山
出
村
与
三
郎
孫
嫡
子

頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

山
出
ノ
与
三
郎
孫
嫡
子
東
林
寺
宰
相
嫡
子

（元
和
七
酉
年
頭
人
）
※

慶
長
1
3

上
堂
金
左
衛

館
殿
御
孫
嫡
子

慶
長
14

平
野
小

谷
下
人
弥
三
跡
目
九
介
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

大
工市

辺
に

野
小
次

郎
嫡
子
長
太
郎

堀
池
又
四
郎
孫
嫡
子

大
工林

寺
殿
下
男
清
三
郎

慶
長
1
5

平
野
八
蔵
嫡
子

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

堀
池
又
四
郎
孫
嫡
子
平
野
宗
喜
嫡
子
八
蔵

慶
長
1
6
平
野
長
治
郎
孫
嫡
子
大
工
九
郎
三
郎
孫
嫡
子
平
野
安
斎
嫡
子
猶
平
嫡
子

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
問
如
此
候
子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

大
工野

長
治
郎
孫
嫡
子

慶
長
1
7

大
中
小
路
村
甚
四
郎
孫
嫡
子
但
去
巳
年
二
一
二
郎
四
郎
と
喧
嘩
仕
下
野
国
佐
野

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

大中
小
路
村
甚
四
郎
但
牢
人
ニ
テ
下
野
二
居
せ
り
平
野
安
斎
嫡
子
猶
平

二

居
セ
リ
妙
光
寺
村
孫
九
郎
知
行
故
申
越
勤
候
者
也

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

慶
長
1
8

平
子
弥
一
孫
嫡
子

辻
ノ
甚
七
平
子
弥
一
嫡
子

辻

ノ
甚
七
嫡
子

慶
長
1
9

平
子
弥
七
郎
嫡
子

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
問
如
此
候
子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

山
出
村
道
順
子
久
五
郎
平
子
弥
七
郎

山
出
村
久
五
郎
嫡
子

元
和
1

因
幡
田
管
十
嫡
子
千
法
師
里
村
辻
ノ
兵
衛
三
郎
嫡
子

東
林
寺
兵
衛
三
郎
因
幡
田
管
十

元
和
2

彦
七
孫
嫡
子
ノ
嫡
子
長
三
郎
嫡
子
ノ
嫡
子

頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

東
林
寺
村
長
三
郎
嫡
子
東
林
寺
村
孫
七
嫡
子

（東
林
寺
下
人
∀

元
和
3

因
幡
田
甚
次
郎
孫
嫡
子

行
合
村
浄
休
嫡
子
因
幡
田
甚
次
郎
嫡
子

行
合
村
浄
休
孫
嫡
子

元

和
4
大
谷
八
兵
衛
孫
嫡
子
之
嫡
子

頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

八兵
衛
孫
嫡
子
宗
左
衛
門
嫡
子

宗
左
衛
門
孫
嫡
子
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年
代

新
入
者
名

注
記
等

頭
人

元

和
5
東
林
寺
法
眼
孫
嫡
子
ノ
嫡
子
立
入
左
門
嫡
子
ノ
嫡
子

頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

立
入
左

林
寺
法
眼
孫
嫡
子

元

和
6
東
林
寺
村
久
二
郎
嫡
子

小

中
小
路
村
伝
三
郎
嫡
子

小
中
小
路
村
伝
三
郎
東
林
寺
村
久
二
郎

元

和
7
平
野
左
介
入
道
嫡
子

子
ハ
な
く
候
共
頭
ヲ
勤
候
間
如
此
候

山
出
村
与
一
嫡
子

東
林
寺
村
山
出
与
一
平
野
左
介
入
道

元

和
8
覚
右
衛
門
嫡
子
長
吉

神
館
殿
御
嫡
子

神
館
殿
覚
右
衛
門

元

和
9

大
工
九
郎
左
衛
門
平
野
長
左
衛
門
殿

寛
永
1

同
権
十
平
野
佐
太
郎

寛

永
2

寛永
二
年
丑
年
妙
光
寺
殿
よ
り
九
月
十
四
日
御
神
事
く
わ
し
も
り
申
候
納
米
と
し
て
六
頭
へ
米
六
医
師
寄
進
候

平
子
弥
右
衛
門
尉
平
野
安
斎

寛
永
3

平
長
左
衛
門
尉
下
人
久
五
郎
平
野
弥
兵
衛

寛

永
4

東
ノ
兵
三
い
な
ば
た
勘
十
郎

寛
永
5

竹
田
梅
龍
下
人
彦
左
衛
門
大
谷
下
人
二
蔵

寛

永
6

いな
ば
た
甚
二
郎
東
林
寺
村
甚
兵
衛

寛

永
7

大
谷
八
兵

中
小
路
村
宗
左
衛
門

寛

永
8
神
館
殿
次
子
吉
右
衛
門
殿

竹
田
梅
龍
久
二
郎

寛
永
9
平
野
長
四
郎
殿
同
甚
二
郎
子

辻
ノ
作
十
郎
行
合
伝
三
郎

寛
永
1
0

平
野
猶
十
郎
殿
左
郎
介
ほ
り
い
け
弥
蔵

寛

永
H
梅
龍
下
人
伝
七
大
中
小
路
村
次
兵
衛

大
谷
久
左
衛
門
殿
神
館
殿

寛
永
1
2

平
子
新
兵
衛

大
工
仁

野
喜
左
衛
門
殿
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寛
永
1
3

平
野
左
太
郎
殿
同
猶
十
郎
殿

寛
永
1
4

平
野
猶
左
衛
門
殿
平
子
弥
兵
衛

寛
永
1
5

大
工
茂
介

酉
年
助
頭
二
定
置
也

因
幡
田
勘
左
衛
門
平
子
十
三
郎

寛
永
1
6

神
館
吉
兵
衛
殿
平
野
喜
左
衛
門
殿
下
人
甚
右
衛
門

寛
永
1
7

平
野幡

田
与
作

寛
永
1
8

東
林
寺
村
三
良
兵
衛
梅
龍
下
人
彦
左
衛
門

寛
永
19

梅龍
下
人
二
郎
右
衛
門
小
中
小
路
村
次
兵
衛

寛
永
2
0

小
中
小
路
村
助
十
郎

大谷
八
兵
衛
下
人
仁
蔵

寛
永
2
1

竹
田
梅
龍
平
子
新
兵
衛

正

保
2

東
林
寺
村
二
郎
兵
衛
小
中
小
路
村
宗
左
衛
門

正
保
3

大
工池

市
左
衛
門

正
保
4

大
谷野

八
右
衛
門
下
人
左
之
介

慶

安
1

平
野工

九

郎
左
衛
門

慶

安
2

小中
小
路
村
宗
右
衛
門
神
館
殿

慶
安
3

平
野野

八
右
衛
門
殿

慶
安
4

平
子
弥
○
中
村
忠
右
工
門
下
人
三
吉

承

応
1
大
谷村

二
郎
兵
衛
子
同
年
甚
蔵

承

応
2
前
田
村
い
ち
と
の
む
こ
　
久
左
衛
門

神
館
吉
兵
衛
殿
平
野
大
蔵
殿
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年
代

新
入
者
名

注
記
等

頭
人

承

応
3

東
林
寺
村
六
兵
衛
竹
内
法
印
下
人
彦
左
衛
門

明
暦
1

平
野
弥
兵
衛
殿
平
野
長
左
工
門
下
人
甚
右
衛
門

明
暦
2

東
林
寺
村
一
郎
左
衛
門
小
中
小
路
村
次
兵
衛

明
暦
3

大
谷谷

孫
兵
衛
下
人
九
兵
衛

明
暦
4

竹
田
梅
龍
殿
平
子
新
兵
衛

万
治
2

東
林
寺
村
吉
左
工
門
小
中
小
路
村
甚
介

万

治
3

大
谷
孫
兵
衛
殿
小
中
小
路
村
喜
兵
衛

寛
文
1

山
出
村
大
工
九
右
衛
門
尉
小
中
小
路
村
市
左
衛
門

寛
文
2

大
谷
八

田
宇
兵
衛
下
人
左
次
兵
衛

寛

文
3

←

平
野
喜
左
衛
門
尉
殿
東
林
寺
加
右
工
門
下
人
与
平
次

寛

文
4

大
工
九

郎

中
小
路
村
伝
左
工
門

寛
文
5

平
野
権
右
衛
門
殿

平
野
十
右
衛
門
殿
平
野
八
右
衛
門
殿

寛

文
6

三
上子

弥
左
衛
門

寛
文
7

平
野
亀
之
助
殿

平
子
十
左
工
門
因
幡
田
六
兵
衛

寛
文
8

竹
田
梅
龍
下
人
彦
左
衛
門
東
林
寺
村
三
郎
左
工
門

寛
文
9

平
野
弥
兵

野
権
右
衛
門
殿

寛
文
10

東
林中

小
路
村
次
兵
衛

寛
文
H

大
谷
忠
兵

谷
六
左
工
門
下
人
五
兵
衛
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寛
文
1
2

竹
田
梅
龍
院
平
子
市
郎
兵
衛

寛
文
1
3

東
林
寺
村
吉
左
衛
門
小
中
小
路
村
甚
助

延
宝
2

因
幡
田
勘
右
工
門

大
谷
六
左

中
小
路
村
新
助

延
宝
3

大

工
九

中
小
路
村
市
左
衛
門

延
宝
4

大谷
八
郎
左
衛
門
殿
平
野
権
兵
衛
殿

延
宝
5

平
野
八

林
寺
村
左
次
兵
衛

延
宝
6

前
田
村
市
仁
兵
衛
里
村
平
野
八
右
工
門
下
人
与
三
左
衛
門

延
宝
7

平
野
久
右
衛
門
殿
小
中
小
路
村
勘
右
衛
門

延
宝
8

三
上野

八
右
衛
門
殿
衛

延
宝
9

平
子
弥
左
衛
門
小
中
小
路
村
勘
左
衛
門

天

和
2

平
子
重
左
衛
門
東
林
寺
村
三
郎
右
衛
門

天

和
3

平
野
弥
兵
衛
竹
田
梅
龍
下
人
彦
右
衛
門

貞
享
1

大
谷
長
兵
衛

東
林
寺
村
市
郎
左
衛
門
小
中
小
路
村
庄
次
郎

貞
享
2

大
谷谷

六
左
衛
門
下
人
五
兵
衛

貞
享
3

※
大
谷
六
左
衛
門
又
助
頭

正

頭頭

吉
左
衛
門
（
服
忌
）

大
谷
六

左

子
市
郎
兵
衛

貞
享
4

竹
田
梅
龍
東
林
寺
村
吉
左
衛
門

貞
享
5

※
平
野
権
兵
衛
又
助
頭

正
頭
大
谷
長
兵
衛
（
病
気
）
助
頭
　
小
中
小
路
村
市
左
衛
門
（
障
害
）

平
野
権
兵
衛
小
中
小
路
村
伝
左
衛
門

元
禄
2

大
谷
長
兵
衛
小
中
小
路
村
喜
兵
衛
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年
代

新
入
者
名

注
記
等

頭
人

元

禄
3
大
工中

小
路
村
四
郎
兵
衛

小中
小
路
村
六
左
衛
門
山
出
村
九
兵
衛

元

禄
4
注

大
谷
伊
右
衛
門
東
林
寺
村
左
次
兵
衛
（
山
本
ト
斎
下
人
）

元

禄
5

平
野
八
郎
兵
衛
東
林
寺
村
与
三
左
衛
門

元

禄
6

山
出
村
四
郎
右
衛
門
小
中
小
路
村
四
郎
兵
衛

元
禄
7

平
野
八
兵
衛
小
中
小
路
村
勘
右
工
門

元

禄
8

三

上野
八
右
工
門

元

禄
9

平
子
弥
平
次
因
幡
田
小
中
小
路
村
勘
左
衛
門

元
禄
10

平
子
十
左
衛
門
市

元
禄
1
1

平
野
三
郎
兵
衛
東
林
寺
村
三
郎
左
衛
門

元
禄
1
2

東
林
寺
村
竹
田
家
来
市
郎
左
衛
門
小
中
小
路
村
利
兵
衛

元
禄
1
3

大
谷
七
郎
左
衛
門
大
谷
孫
兵
衛
家
来
九
平
次

元
禄
14

大
谷子

市
郎
右
工
門

元
禄
15

竹
田
梅
龍
東
林
寺
村
庄
屋
助

元
禄
16

平
野
権
兵
衛
小
中
小
路
村
伝
左
衛
門

宝
永
1

大
谷
長
兵
衛
小
中
小
路
村
喜
兵
衛

宝
永
2

堀
池
小
中
小
路
市
左
衛
門
大
工
七
兵
衛

宝
永
3

大
谷
小

本
卜
斎
家
来
左
次
兵
衛
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宝

永
4

平
野
助
八
平
野
八
右
工
門
家
来
与
三
左
衛
門

宝

永
5

山
出
村
四
郎
右
衛
門
小
中
小
路
村
四
郎
兵
衛

宝

永
6

平
野
八

中
小
路
村
勘
右
工
門

正
徳
1

神
事
大
工
九
郎
右
工
門
跡
庄
介
新
入
相
勤

神
館
平
野
八
右
衛
門

正
徳
2

平
子
重
左
衛
門
小
中
小
路
村
勘
左
工
門

正

徳
3

平
野
三
郎
兵
衛
市

正

徳
4

東
林
寺
村
三
郎
左
衛
門
小
中
小
路
村
理
兵
衛

正
徳
5

大
谷林

寺
村
竹
田
下
人
勘
四
郎

享
保
1

大
谷林

寺
村
五
兵
衛
（
大
谷
千
右
衛
門
家
来
）

享
保
2

平
子
市
郎
右
衛
門
東
林
寺
村
与
左
衛
門

享
保
3

竹
田
梅
龍
家
来
新
右
衛
門
小
中
小
路
村
伝
左
衛
門

享
保
4

平
野
権
兵
衛
小
中
小
路
長
兵
衛

　
、
享
保
5

竹
田
梅
龍
殿
儀
］
家
之
衆
も
無
之
神
事
勤
申
事
も
難
成
候
得
共
、
里
村
に
而
東
林
寺
殿
と
申
家
大
切
之
訳
有
之
、
諸
役
ハ
除
キ
家
来
新
右
衛
門
方
二
而
為
勤
申
候
、
重
而
も
此
通
能
々
御
菓
子
柿
い
も
諸
当
ち
持
寄
勤
申
候
當
子
之
年
ヨ
リ
山
出
村
九
郎
兵
衛
御
初
尾
米
か
け
可
申
候

大谷
平
兵
衛
大
工
七
兵
衛

享
保
6

大谷
治
右
衛
門
大
工
九
兵
衛

享
保
7

平
野
助
八
東
林
寺
村
山
本
卜
斉
家
来
左
兵
衛

享
保
8

東
林
寺
村
与
三
左
衛
門
（
平
野
長
助
家
来
）
小
中
小
路
村
四
郎
兵
衛

享
保
9

山
出
村
村
四
郎
衛
門
堀
池
市
左
衛
門

享
保
1
0

平
野中

小
路
村
勘
左
衛
門
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年
代

新
入
者
名

注
記
等

頭
人

享
保
H

三
上出

村
庄
助

享
保
1
2

平
野
長
助
平
子
弥
平
次

享
保
1
3

平
子
清
兵
衛
小
中
小
路
村
勘
左
衛
門

享
保
1
4

平
野
三
郎
兵
衛
市

享
保
1
5
享
保
十
五
戌
年
新
入
東
林
寺
村
小
兵
衛
与
三
左
衛
門
弟
当
年
6
東
林
寺
村
小
兵
衛
初
尾
米
か
け
申
候
、
与
三
左
衛
門
分
家
也
、
新
入

東
林
寺
村
三
郎
左
工
門
小
中
小
路
村
利
兵
衛

享
保
1
6

大
谷
忠
兵
衛
東
林
寺
村
竹
田
殿
家
来
市
郎
左
衛
門

享
保
1
7

大
谷
源

谷
源
蔵
殿
家
来
五
兵
衛

享
保
1
8

平
子
市
郎
右
衛
門
東
林
寺
村
与
左
衛
門

享
保
1
9

竹
田
梅
龍
菓
子
ハ
家
来
新
右
衛
門
方
二
而
先
格
之
通
相
勤
申
候

竹
田
梅
龍
小
中
小
路
村
伝
左
衛
門

享
保
2
0

平
野
権
兵
衛
小
中
小
路
村
喜
兵
衛

元

文
1

平
野
丹
治
東
林
寺
村
平
野
長
助
殿
家
来
小
兵
衛

元
文
2

大
工
左
太
郎
同
　
九
兵
衛

元

文
3

大
谷
文
治
東
林
寺
村
山
本
卜
斉
家
来
左
兵
衛

元

文
4

東
林
寺
村
平
野
長
助
家
来
与
治
兵
衛
小
中
小
路
村
四
郎
兵
衛

元
文
5

山
出
村
　
四
郎
右
工
門
堀
池
　
市
左
兵
衛
門

寛
保
1

平
野
平
七
小
中
小
路
村
勘
右
衛
門

寛
保
2

三

上
三

出
村
庄
助

寛
保
3

平
野
長
助
平
子
重
助
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延

享
1

平
子中

小
路
村
勘
左
衛
門

延

享
2

平
野
三
郎
兵
衛
ま
ノ
市

延

享
3

東
林
寺
村
三
郎
左
衛
門
小
中
小
路
村
理
兵
衛

延

享
4

大
谷
忠
兵
衛
さ
と
市
郎
左
衛
門
竹
田
梅
龍
家
来

寛
延
1

大
谷
六
左
衛
門
さ
と
五
兵
衛
大
谷
六
左
衛
門
殿
家
来

寛
延
2

平
子
市
郎
左
衛
門
東
林
寺
村
与
左
衛
門

寛
延
3

大
工中

小
路
伝
左
衛
門

宝

暦
1

竹
田
梅
龍
小
中
小
路
喜
兵
衛

宝
暦
2

平
野
権
兵
衛
大
工
九
兵
衛

宝

暦
3

平
野
丹
治
山
本
ト
斉
家
来
佐
兵
衛

宝
暦
4

大
谷
惣
太
郎
平
野
長
助
家
来
与
次
兵
衛

宝
暦
5

大
工中

小
路
村
　
四
郎
兵
衛

宝
暦
6

平
野
平
七
小
中
小
路
村
市
左
工
門

宝

暦
7

三
上

三
中
小
路
村
勘
右
衛
門

宝
暦
8

平
野
長
助
山
出
庄
助

宝
暦
9

平
子
清
吉
義
相
果
候
二
付
跡
メ
相
続
有
之
迄
断
ニ
グ
除
之
置
候
事

平
子
清
吉
山
出
重
助

宝
暦
1
0

平
野
兵

中
小
路
勘
左
衛
門

宝
暦
1
1

大谷
七
郎
左
衛
門
前
田
　
市
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新
入
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名

注
記
等

頭
人

宝
暦
12

里
ノ
三
郎
左
衛
門
小
中
小
路
利
兵
衛

宝
暦
13

山
出
左
太
郎
さ
と
五
兵
衛
大
谷
六
左
衛
門
家
来

宝
暦
14

大
谷
六

左

と
市
郎
左
衛
門
竹
田
家
来

明
和
2

平
野
八
郎
兵
衛
さ
ノ
与
左
衛
門

明
和
3

平
野
権
兵
衛
小
ノ
伝
左
衛
門

明
和
4

大
工儀
平
小
ノ
喜
兵
衛

明
和
5

大
谷宗
助
さ
ノ
源
右
衛
門

明
和
6

平
野
八
重

野
介
太
郎
　
与
次
郎

明
和
7

，

大
工
四
郎
左
衛
門
小
ノ
四
郎
兵
衛

明
和
8

三

上
三市

左
衛
門

明
和
9

平
野
八
太
郎
小
ノ
勘
右
工
門

安
永
2

大
谷ノ

八
左
衛
門

安
永
3

平
野
太
兵
衛
山
ノ
庄
助

安

永
4

喜
八
別
家
候
故
當
神
事
ヨ
リ
新
入
也

さ
ノ
三
郎
左
工
門
小
ノ
喜
八

安
永
5

大
工
左
太

ノ
市

安
永
6

大谷
六
左
衛
門
小
利
兵
衛

安
永
7

平
野
八
郎
兵
衛
小
中
小
路
勘
左
衛
門
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安
永
8

平
野谷

六
左
衛
門
家
来
五
兵
衛

安

永
9

山
儀
平
小
伝
左
工
門

安
永
1
0

山
出
四
郎
右
工
門
東
林
寺
　
弥
右
衛
門

天

明
2

大
谷中

小
路
喜
兵
衛

天

明
3

平
子
市
郎
左
衛
門
東
林
寺
与
右
衛
門

天

明
4

三
上
三

林
寺
平
野
長
助
家
来
与
次
兵
衛

天

明
5

※
平
野
八
太
郎
當
五
年
當
番
二
有
之
候
本
人
相
果
候
二
付
助
頭
人
大
谷
治
兵
衛
勤
候
事

大
谷
治
兵

中
小
路
四
郎
兵
衛

天

明
6

※
天
明
六
年
午
年
平
野
政
之
進
始
而
當
番
相
勤
候
事
、
合
頭
小
ノ
市
左
衛
門
儀
不
縁
二
付
相
続
人
無
之
合
頭
小
勘
左
衛
　
門
相
勤
申
ス
候
事

平
野
政
之
進
小
中
小
路
勘
左
衛
門

天

明
7

山
出
八
左
衛
門
東
林
寺
市
郎
左
衛
門

天

明
8

平
野
三
郎
兵
衛
小
中
小
路
市
左
衛
門

天

明
9

平
野
八
右

出
　
庄
助

寛
政
2

山
出
　
○
○
衛
門
前
田
　
市

寛
政
3

※

小

中
小
路
利
兵
衛
當
亥
年
當
番
二
有
之
候
庭
、
本
人
相
果
候
二
付
助
頭
人
小
中
小
路
勘
左
衛
門
勤
候
事

大
谷
治
平
小
中
小
路
勘
左
衛
門

寛
政
4

東
林
寺
三
郎
左
衛
門
小
中
小
路
利
兵
衛

寛
政
5
※東
林
寺
五
兵
衛
當
年
相
勤
申
候
之
虞
、
助
頭
人
小
中
小
路
傳
左
衛
門
へ
五
兵
衛
親
類
参
相
頼
申
候
二
付
當
年
小
中
小
路
傳
左
衛
門
相
勤
申
候
、
先
達
五
兵
衛
親
類
並
五
兵
衛
グ
茂
大
谷
治
太
郎
迄
相
届
上
ヶ
候
二
付
聞
済
仕
如
此
也

平
野
八

中
小
路
傳
左
衛
門

寛
政
6
※
當
年
山
平
子
伴
治
相
勤
候
之
虚
、
親
類
共
よ
り
山
儀
平
相
勤
筈
之
段
相
頼
申
候
二
付
、
當
年
儀
平
相
勤
遣
候
段
、
伴
　
治
親
類
共
よ
り
相
断
申
候
二
付
如
此

山
出
　
儀
平
東
林
寺
五
兵
衛

寛
政
7

平
子
清
兵
衛
東
林
寺
弥
右
衛
門

寛
政
8

山
出
四
郎
兵
衛
小
中
小
路
喜
兵
衛
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新

入
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名

注
記
等

頭
人

寛
政
9

※
當
年
山
助
右
工
門
當
番
之
庭
、
助
右
工
門
母
死
去
二
付
助
頭
人
小
中
小
路
惣
左
衛
門
相
勤
申
候
事
（
西
座
）

大
谷
宗
助
東
林
寺
與
右
衛
門

寛
政
10

平子
市
郎
右
衛
門
東
林
寺
与
治
兵
衛

寛
政
1
1

三
上
三

中
小
路
四
郎
兵
衛

寛
政
1
2

平
野
政

之

中
小
路
勘
右
衛
門

寛
政
1
3

但
二
月
二
享
和
元
ト
改
元

大谷
治
部
右
衛
門
東
林
寺
市
郎
左
衛
門

　
※
享
和
二
年
よ
り
者
別
書
二
有
之
事
三
上
若
宮
殿
相
撲
御
神
事
記
録
書
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Sllrine　Rituals　and　Festivals：Miyaza　alld　Fes6vals

at　the　Mikami－jinla　Shrine

ToJo　Hiroshi

　　コ
Since　the　publication　of　Omi　ni　okeru　Miyaza　no　Kenkyu（‘6　Study　of　the　Miyaza　in　the　Omi　Re－

gion”）by　Kazuo　Higo，　the　Zuiki　Matsuri　fesdval　at　the　Mikamijinja　shrine　has　often　been　seen　as　a

typical　example　of　a　miyaza（council　of　elders　who　represented　families　who　claimed　association

with　a　local　sh亘ne　and　who　annually　elected　a　shrine　of丘cial　to　run　festivals）．　This　is　likely　a㎞buセ

able　to　the　fact　that　the　Zuiki　Matsuri　was　run　by　three　miyaza：Chonoya，　Higashi－za，　and　Nishi－za，

and　that　each　of　these　miyaza　had　a　representa6ve　called　kumon．　However，　the　Mikamijinja　shrine

has　another　festival　called　the　Haru　Matsuri，　which　has　been　just　as　important　as　the　Zuiki　Matsuri

but　has　been　managed　without　the　involvement　of　any　miyaza　whatsoever．　The　Haru　Ma－tsuri　was

organized　by　a　combination　of　the　family　of　the　guardian　of　the　shrine　or　the　families　of　the　Shinto

priests　who　had　specific　duties　at　the　festival　and　a　system　of　watashi－ban，　in　which　6ve　comm皿i－

des　took　turns　handling　the　festival．　These　two　festival　organ屹ations　coexisted廿1roughout　the　early

modern　period．

　　　In　this　paper，　I　interpret　the　meaning　of　this　coexistence　as　follows．　The　Zuiki　Matsuri　was　a

shrine　ritual　for　the　Wakamiya－sha　in　the　Mikamijinja　shrine，　where　the　shrine　guardian　family　and

the　class　of　Shinto　priest　families，　which　had　both　been　claiming　authority　since　ancient　times，　and

the　class　of　village　headmen，　which　was　emerging　economically　and　socially，　fomled　a　miyaza　in　a

way　that　incorporated　all　of　their　subordinates　and　gave　them　an　equal　presence　in　the飴stival　by

managing　similar　shrine－related　affairs．

　　　The　Ham　Matsuri，　in　contrast，　was　meaningful　as　a　festival　for　a　tutelary　deity　that　was　shared

among　6ve　communities　at　the　Mikamiiinja　shrine，　and　was　organized　such　that　while　the　role　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
celebrant　was　ass輌gned　to　spec近c　families，　each　community　assumed　some　of　the　roles　in　the　togy（チ

retsu（formal　parade）under　a　watashi－ban　system　and　each　community’s　responsibili6es　fbr　the　fes－

tival　were　equalized．

　　　In　both　festivals，　the　family　of　the　guardian　of　shrine　or　the　families　of　the　Shinto　priests　played

major　roles　and　maintained　leadership　of　the　festivals　by　devising　extremely　intricate　systems，　but

otherwise　the　Zuiki　Matsuri，　which　was　a　festival　for　Wakamiya－sha，　a　local　deity，　was　run　by　the

miyaza　system，　and，　the　Haru　Matsuri　used　a　rotation　system　in　which　the　communities　took　tums

pe㎡o㎜ing　roles　other　than　the　spec近c　roles　assigned　to也e　par6cular　family　lineages．
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